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令和７年３月八峰町議会定例会会議録 
 
 

令和７年３月５日（水曜日） 
 
 

議 事 日 程 第 １ 号 

令和７年３月５日（水曜日）午前１０時開会 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸般の報告 

第 ４ 発議第 １号 八峰町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例

制定について 

第 ５ 議案第 ６号 専決処分事項の報告について 

           令和６年度八峰町一般会計補正予算（第９号） 

第 ６ 議案第 ７号 八峰町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例制定について 

第 ７ 議案第 ８号 八峰町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定

について 

第 ８ 議案第 ９号 八峰町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等

の一部を改正する条例制定について 

第 ９ 議案第１０号 八峰町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

制定について 

第１０ 議案第１１号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例制定について 

第１１ 議案第１２号 八峰町災害弔慰金の支給等に関する条例等の一部を改正する条例

制定について 

第１２ 議案第１３号 八峰町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例等の一部を改正する条例制定について 

第１３ 議案第１４号 八峰町ハタハタ館条例の一部を改正する条例制定について 

第１４ 議案第１５号 八峰町特定地区公園条例の一部を改正する条例制定について 

 



 

- 2 - 

第１５ 議案第１６号 八峰町立幼保連携型認定こども園条例の一部を改正する条例制定

について 

第１６ 議案第１７号 町道路線の区域変更について 

第１７ 議案第１８号 工事請負変更契約の締結について 

           （旧岩館小学校解体工事） 

第１８ 議案第１９号 工事請負変更契約の締結について 

           （町道目名潟大沢線道路改良工事） 

第１９ 議案第２０号 工事請負変更契約の締結について 

           （令和５年度発生災害復旧工事（９工区）） 

第２０ 議案第２１号 公の施設の指定管理者の指定につて 

           （八峰町漁村コミュニティ市場） 

第２１ 議案第２２号 令和６年度八峰町一般会計補正予算（第１０号） 

第２２ 議案第２３号 令和６年度八峰町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 

           （第３号） 

第２３ 議案第２４号 令和６年度八峰町営診療所特別会計補正予算（第４号） 

第２４ 発議第 ２号 予算特別委員会の設置について 

第２５ 予算特別委員会委員長及び副委員長の互選結果の報告について 

第２６ 議案第２５号 令和７年度八峰町一般会計予算 

第２７ 議案第２６号 令和７年度八峰町国民健康保険事業勘定特別会計予算 

第２８ 議案第２７号 令和７年度八峰町介護保険事業勘定特別会計予算 

第２９ 議案第２８号 令和７年度八峰町後期高齢者医療特別会計予算 

第３０ 議案第２９号 令和７年度八峰町沢目財産区特別会計予算 

第３１ 議案第３０号 令和７年度八峰町営診療所特別会計予算 

第３２ 議案第３１号 令和７年度八峰町簡易水道事業会計予算 

第３３ 議案第３２号 令和７年度八峰町下水道事業会計予算 

第３４ 議案第３３号 八峰町教育委員会委員の任命について 

第３５ 議案第３４号 八峰町沢目財産区管理委員の選任について 

第３６ 議案第３５号 人権擁護委員候補者の推薦について 

第３７ 議案第３６号 人権擁護委員候補者の推薦について 

第３８ 議案第３７号 人権擁護委員候補者の推薦について 
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第３９ 議案第３８号 人権擁護委員候補者の推薦について 

第４０ 陳情第 １号 「最低賃金法の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採

択を求める陳情書 

第４１ 陳情第 ２号 デジタル・ベーシックインカム導入に関する意見書の提出につい

ての陳情書 

第４２ 陳情第 ３号 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関する陳情

書 
 
 

出席議員（１２人） 

   １番 笠 原 吉 範   ２番 伊 藤 一 八   ３番 奈 良 聡 子 

   ４番 芦 崎 達 美   ５番 水 木 壽 保   ６番 菊 地   薫 

   ７番 腰 山 良 悦   ８番 見 上 政 子   ９番 須 藤 正 人 

  １０番 門 脇 直 樹  １１番 山 本 優 人  １２番 皆 川 鉄 也 
 
 

欠席議員（なし） 
 
 

説明のため出席した者 

   町 長  堀 内 満 也   副 町 長  田 村   正 

   教 育 長  鈴 木 洋 一   総 務 課 長  和 平 勇 人 

   財 政 課 長  堀 内 敬 文   企画政策課長  高 杉 泰 治 

   建 設 課 長  浅 田 善 孝   防災町民課長  工 藤 善 美 

   農林水産課長  堀 内 和 人   商工観光課長  成 田 拓 也 

   税務会計課長  今 井 利 宏   福祉保健課長  菊 地 俊 平 

   教 育 次 長  山 本 節 雄   学校教育課長  山 本   望 

   生涯学習課長  石 上 義 久   農業委員会事務局長  内 山 直 光 
 
 

議会事務局職員出席者 

   議会事務局長  佐々木   高   議会事務局庶務係長  須 藤 佳奈子 
 
 

          午前１０時００分 開  会 

○議長（皆川鉄也君） おはようございます。 
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  傍聴者の皆様には、朝早くからご苦労様でございます。どうかよろしくお願いいたし

ます。 

  これより令和７年３月八峰町議会定例会を開会いたします。 

  ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、八峰町議会会議規則第124条の規定により、８番見上政子さん、

９番須藤正人君、10番門脇直樹君の３名を指名します。 

  日程第２、会期の決定を議題とします。 

  会期等につきましては、議会運営委員会を開催し意見を求めておりますので、その結

果を議会運営委員会副委員長より報告願います。見上議会運営副委員長。 

○議会運営委員会副委員長（見上政子君） おはようございます。議会運営委員会副委員

長の見上です。 

  委員長に代わってご報告申し上げます。 

  当委員会は、２月19日、議長立ち会いのもとに議会運営委員会を開催し、２月３日

付けで議長から諮問のあった令和７年３月八峰町議会定例会の議事日程等、議会運営に

関する事項について協議いたしました。 

  その結果、本定例会の会期については、本日から３月19日までの15日間とし、日程

等については、皆さんにお配りした日割表及び議事日程表のとおり決定しました。 

  なお、本議会上程及び付託中の陳情については、採択となった場合は意見書の提出が

必要になることから、議会最終日に発議を日程に追加することを決定しました。 

  また、一般質問の割り振りについては、明日６日の締め切りの後、議会運営委員会を

開催し決定しますので、ご報告いたします。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） お諮りします。本定例会の会期は、ただいま議会運営副委員長の

報告のとおり、本日から３月19日までの15日間としたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日から

３月19日までの15日間に決定いたしました。 
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  日程第３、諸般の報告を行います。 

  議長報告につきましては、別紙報告書のとおりでありますので朗読は省略させていた

だきます。 

  堀内町長より発言を求められておりますので、今議会提出議案の提案と併せ、発言を

許します。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） おはようございます。 

  本日、令和７年３月八峰町議会定例会を招集しましたところ、議員の皆様にはご多忙

の中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

  提出諸議案の説明に先立ち、12月定例会後の町政及び諸般の動きについて、その大

要をご報告申し上げます。 

  はじめに、１月５日に開催しました八峰町消防出初め式についてであります。 

  今年は、式典に先立ち、秋田銀行八森支店前において、消防団員125名と消防車両15

台による分列行進が披露され、八峰町文化ホールにおいて行われた式典では、長年にわ

たって消防活動に尽力された団員の方々の表彰を行うとともに、全員で今年の無火災を

誓ったところであります。 

  まだまだ暖房器具を使用する季節でありますので、消防団や消防署などの関係機関と

連携し火災予防運動を実施してまいります。 

  次に、１月７日に役場において開催しました、八峰町交通指導隊出隊式についてであ

ります。 

  昨年の秋田県飲酒運転追放等競争においては、酒気帯び運転はなかったものの、２件

の交通死亡事故が発生したことにより、県内25市町村中23位と残念な結果となりまし

た。 

  今年は気持ちを新たに、交通関係各位のご協力のもと、「飲酒運転の撲滅」や「交通

死亡事故ゼロ」の取り組みを強化するとともに、啓発運動などに努めてまいります。 

  次に、令和６年度の「ふるさと八峰応援基金寄附金」、いわゆる「ふるさと納税」の

実績についてであります。 

  令和６年度の寄附金額については、２月末において8,710万8,000円となっており、

過去最高額となることが確実となっております。 

  町財政は、主たる歳入である普通交付税の増加が見込めず、厳しい局面が続くことが

予想されておりますが、自主財源に乏しい本町において、ふるさと納税は、自らの創意
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工夫で収入アップを目指すことができる貴重な財源であると認識しておりますので、今

後も事業者の協力を得ながら、町の特産品である返礼品の充実とＰＲに努め、更なる税

収増を目指してまいります。 

  次に、「未来をつくるロカジョサークル応援事業」についてであります。 

  ロカジョは、地域（ローカル）で活躍する女性を呼称する造語であり、ロカジョサー

クル応援事業は、県が実施する女性の参画から生まれる新たな地域活動やネットワーク

づくりをサポートする事業であります。 

  本年度は、本町が事業の対象地域となっており、町内外から応募のあった10名の

方々が、防災イベントの企画とローカルマガジンの発行を目的に、交流会を重ねながら

活動してきたところであります。 

  防災イベントの企画については、１月19日に、峰栄館において、小学３年生から６

年生の児童20名が八峰消防署員の協力を得て、防災リュックづくりや防災フードづく

り、防災に役立つＤＩＹ等を体験しながら学んでいただきました。 

  また、ローカルマガジンの発行については、「町を熱くするもの。人・想い」をテー

マに、地元企業や地域おこし協力隊など、様々な分野で活躍している方々の地域への想

いや仕事への取り組みなどを紹介した冊子を作成し、２月25日に全戸配布しておりま

す。 

  参加者からは、「ずっとやりたかったローカルマガジンの発行に取り組めてよかっ

た」、「ロカジョの活動を他の地域と繋げていきたい」などの感想があり、大変好評で

あったと聞いております。 

  町といたしましては、今後も関係機関と連携し、地域活動に意欲のある女性を応援す

る取り組みを継続しながら、女性が活躍できる環境づくりを進めてまいります。 

  次に、再エネ海域利用法に基づく協議会についてであります。 

  １月21日に再エネ海域利用法に基づき、５回目となる「秋田県八峰町及び能代市沖

における協議会」が開催され、意見交換を行いました。 

  今回の協議会は、前回から約１年半ぶりの開催となり、選定事業者が決定後、初めて

の会合でありましたが、議事では、今後の進め方について、事業の進捗等を確認するた

め、協議会を年度ごとに最低でも１回は開催することや、実務的、専門的な内容を議論

する実務者会議の設置が承認されたほか、次回の協議事項等について確認したところで

あります。 
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  今後、町といたしましては、具体的な地域共生策や基金の配分等について、選定事業

者や能代市、地元漁協との協議を進めてまいります。 

  次に、町内産の再生可能エネルギーの地産地消についてであります。 

  町では、令和６年３月に、株式会社エナーバンクと「町内産再生可能エネルギー電力

の利用促進に関する連携協定」を締結したところでありますが、この目的は、町内で発

電された風力発電の地産地消や地域還元に資する事業を展開し、地域社会にも貢献した

脱炭素社会の実現を図るものであります。 

  このたび、役場庁舎をはじめとした公共施設の高圧電力について、電力の競り下げ方

式による入札「リバースオークション」を実施したところ、町内産の風力発電を利用し

ながら、約5.1％の電気料金を削減できる結果となりました。 

  また、ハタハタ館においても、経営状況の改善の観点からリバースオークションを実

施し、約30％の削減の結果となったことから、いずれの施設においても令和７年度か

ら採用したいと考えております。 

  今後は、連携協定に基づき、町内事業者のほか、県内及び首都圏等の事業者にも町内

の風力発電に由来した電力の普及を進めながら、町に吹く風を町のＰＲや地域の発展に

繋げてまいります。 

  次に、２月９日に留山において開催いたしました、「留山冬物語2025」についてで

あります。 

  このイベントは、冬季における誘客の促進を図ることを目的に昨年度に続き実施した

もので、県内から９名が参加しております。 

  当日は天候にも恵まれ、水の目林道入口から約３時間の雪上トレッキングを楽しんだ

ほか、ブナの巨木の前では温かいキノコ汁が振る舞われ、冬ならではの留山の魅力を体

感いただきました。 

  今後も関係団体等の協力のもと、冬季観光コンテンツの充実に努めてまいりますとと

もに、運営に当たられた白神ネイチャー協会の皆様のご協力に対し、厚くお礼を申し上

げます。 

  次に、ハタハタ館の改修工事について申し上げます。 

  このたびの工事は、インバウンド観光に対応するため、宿泊室の４部屋にシャワーユ

ニットを新設したほか、大広間の畳の表替えや冷暖房施設の修繕等を実施いたしました。 

  また、温泉棟については、２月１日より日帰り入浴を休業し、ろ過装置の更新やタイ
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ルの全面張り替え等を行っておりましたが、予定より１週間ほど早く完了したことから、

日帰り入浴は２月23日より営業を再開しております。 

  温泉の休業に伴い、利用者には御迷惑をおかけしましたが、これらの改修によりまし

て、入浴時のサービス向上が図られるものと考えております。 

  次に、２月４日に開催した、御所の台エリア再構築構想にかかるワークショップにつ

いてであります。 

  本構想の具体的な動きにつきましては、昨年の９月議会において、私から、タイアッ

プ企業への情報提供と観光の再開発等の専門家を招聘したいとの考えをお示したとおり

であります。 

  このワークショップは、地元の人にも選ばれる地域づくりを目的に開催し、メンバー

には、商工会や観光協会、地元企業等の代表者のほか、本町と関係のある風力発電事業

の関係者や包括協定を結んでいる株式会社モンベル等にもご出席をいただいたところで

あります。 

  町としましては、このワークショップを引き続き開催し、魅力ある御所の台エリアの

構築に向けて取り組んでまいります。 

  次に、令和７年産米の「生産の目安」についてであります。 

  県では、全国の店頭から米がなくなった、いわゆる「令和の米騒動」を踏まえ、生産

量を増やして安定的な流通に繋げるため、面積換算で3,068ｈａを増やす目安を、昨年

の12月に各市町村へ通知しております。 

  これを受け、町農業再生協議会としましても、１月16日の総会において、八峰町の

「生産の目安」を面積換算で103ｈａ増の1,078ｈａに決定しております。 

  今後も、国や県、農協等と情報の共有を行い、町内農家への適切な営農の支援に努め

てまいります。 

  次に、国における水田活用直接支払交付金の「５年水張りルール」の変更についてで

あります。 

  現在、令和４年度から一度も水張りが行われない水田は、令和９年度より交付金の対

象外とすることとされておりますが、１月31日に農林水産大臣から、このルールを見

直す考えが示されたところであります。 

  今後、詳しい内容が公表されるものと考えておりますが、町の農業にとりましては営

農に関わる重要なルール変更と捉えておりますので、引き続き国の動向を注視してまい
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ります。 

  次に、今季の除排雪対応についてであります。 

  今年の冬は、年明け１月１日からまとまった降雪となり、１月末時点での予算執行率

が84％を超えたことから、２月10日の臨時議会において、関係予算を追加するための

補正予算をご可決いただいたところであります。 

  その後、２月20日から21日にかけて54ｃｍの積雪を記録する大雪となり、通常の除

雪作業に加え、町内各地で道路幅員を確保するための排雪作業も想定されたため、関係

予算の不足が見込まれたことから、必要経費を追加する補正予算を２月21日に専決処

分いたしました。 

  今後も、気象状況に注視しつつ、適切な道路の除排雪等を行いながら、町民生活に支

障がないよう努めてまいります。 

  次に、町内の下水道管の点検状況についてであります。 

  今年１月に、埼玉県八潮市の県道において発生した、下水道管の破損に起因する道路

の陥没事故を受け、国では、各下水道管理者に対し、今回破損したコンクリートやその

他腐食しやすい材料で造られている下水道管路を対象に緊急点検を実施するよう通知が

あったところであります。 

  本町においては、今回の緊急点検に該当する管路施設はなく、下水道管の破損に起因

する道路の陥没事故も発生しておりませんが、今回の事故を踏まえ、ストックマネジメ

ント策定指針を基に適切な時期に計画を策定し、安全・安心な下水道管路施設の維持管

理に努めてまいります。 

  次に、塙川治水期成同盟会の設立及び活動状況等についてであります。 

  二級河川「塙川」は、大雨のたびに氾濫を繰り返し、集落の孤立や田畑の冠水等、住

民生活に大きな影響を及ぼしておりますが、このたび、塙川における早期の河川改修に

ついて、県に働きかけることを目的とした塙川治水期成同盟会の設立総会が開催された

ところであります。 

  設立総会には、塙川流域の自治会の会長や関係する土地改良区等が出席し、会則や役

員の選任、河川管理者である秋田県への要望活動を盛り込んだ令和６年度の事業計画等

が提案・承認となりました。 

  また、要望活動については、先月20日に水木会長をはじめとした会員や議長等で構

成する要望団で山本地域振興局を訪問し、要望書を提出するとともに河川改修の必要性
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について地域の熱意を伝えてまいりました。 

  町といたしましても、塙川の河川改修の必要性は強く認識しているところであり、引

き続き同盟会の活動を支援してまいりたいと考えております。 

  次に、教育関係について申し上げます。 

  はじめに、八峰町総合教育会議及び八峰町学校等再編検討委員会についてであります。 

  １月15日に役場会議室において八峰町総合教育会議を開催いたしましたが、会議で

は、学校適正化検討委員会からの答申を踏まえ、次の段階である学校等再編検討委員会

の設置とその諮問内容について協議し、小学校再編の具体的方策や再編後における校舎

の適正配置、再編に向けたスケジュールのほか、今後の子ども園の在り方についても諮

問することといたしました。 

  これを受けて、教育委員会では、学校等再編検討委員会の委員に、町議会や学校、子

ども園の保護者など28名を委嘱し、２月26日にファガスにおいて、第１回八峰町学校

等再編検討委員会を開催したところであり、今後は、会議を重ねながら、諮問事項につ

いての協議を進めてまいります。 

  次に、八峰町コミュニティ・スクールについてであります。 

  １月30日に八峰中学校において「地域と八峰中生が取り組む地域貢献」と題した中

学生と地域住民との交流事業を実施いたしました。 

  交流事業には、中学２年生や学校運営協議会委員、ことぶき大学、地域おこし協力隊

など、合わせて54名が参加され、中学生が考えた「町の魅力をインターネットで配信

する活動」や「町民運動会の実施」、「全世代にわたる交流事業」といった地域貢献策

について活発な意見交換が行われました。 

  参加した中学生からは、「自分たちが考えた地域貢献策について、町民の方々から直

接意見が聞けて良かった。これからもこの交流を続けてほしい」、「生徒会活動などで

実現に向けた活動を行っていきたい」といった声があり、今後も学校運営に地域の声を

生かした「地域とともにある学校づくり」を、積極的に進めていかなければならないと

いう思いを一層強く感じた交流事業でありました。 

  次に、図書・読書活動についてであります。 

  昨年12月18日、「図書室の充実に役立てていただきたい」と、八森の金谷信榮さん

から150万円のご寄附をいただきました。 

  金谷さんからは、平成24年から続けてご寄附をいただいており、総額で1,350万円に
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もなります。 

  金谷さんのご厚意に対し、心から感謝を申し上げます。 

  こうしたご支援により、図書室としては人口１人当たりの蔵書数や図書購入費用、貸

出冊数は県内トップレベルにあります。 

  今後も、図書室の充実を図りながら読書活動を推進し、町民文化の向上に努めてまい

ります。 

  次に、八峰町スポーツ文化栄誉賞についてであります。 

  ２月１４日にファガスにおいて、今年度のスポーツ文化栄誉賞授賞式を行い、受賞者

数は、町長賞が２名、教育委員会賞が16名、１団体、小中学生奨励賞が５名、合わせ

て個人23名と1団体でありました。 

  受賞された皆様は、たゆまぬ努力と強い意志を貫かれ、八峰町の名前を県内だけにと

どまらず東北、全国へと広く知らしめ、町民の皆様に誇りと元気を与えてくださいまし

た。まさに称賛に値するものであり、心からお祝い申し上げますとともに、今後の更な

るご活躍を期待いたします。 

  次に、本定例会に提出しております議案の概要についてご説明いたします。 

  議案第６号、専決処分事項の報告については、令和６年度八峰町一般会計補正予算

（第9号）の専決処分報告であり、既定額に2,680万円を追加して、歳入歳出予算の総

額を69億4,665万4,000円とするものであり、２月20日から21日にかけての大雪に対応

するための除雪費の追加補正であります。 

  議案第７号、八峰町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定

については、育児休業法等の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、条例改正しよ

うとするものであります。 

  議案第８号、八峰町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定につい

ては、育児休業法等の一部改正に伴い、参照条文を整理するため、条例改正しようとす

るものであります。 

  議案第９号、八峰町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等の一部

を改正する条例制定については、旅費法の一部改正に伴い、参照条文を整理するため、

条例改正しようとするものであります。 

  議案第10号、八峰町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定

については、令和６年秋田県人事委員会勧告のうち、令和７年４月１日施行に係る部分
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について、条例改正しようとするものであります。 

  議案第11号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例制定については、刑法等の一部改正に伴い、参照条文を整理するため、条例改正しよ

うとするものであります。 

  議案第12号、八峰町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついては、災害弔慰金の支給に関する審査機関を設置するにあたり、関係条文を整備す

るため、条例改正しようとするものであります。 

  議案第13号、八峰町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例等の一部を改正する条例制定については、地方分権一括法の施行に伴

い、参照条文を整理するため、条例改正しようとするものであります。 

  議案第14号、八峰町ハタハタ館条例の一部を改正する条例制定については、ハタハ

タ館の入浴料等を改定するため、条例改正しようとするものであります。 

  議案第15号、八峰町特定地区公園条例の一部を改正する条例制定については、ポン

ポコ山公園バンガローの使用料を改定するとともに、御所の台野球場を廃止するため、

条例改正しようとするものであります。 

  議案第16号、八峰町立幼保連携型認定こども園条例の一部を改正する条例制定につ

いては、令和７年４月から３歳未満児の保育料を無償化するため、条例改正しようとす

るものであります。 

  議案第17号、町道路線の変更については、道路法の規定に基づき、町道田中中央線

ほか７路線の認定内容を変更することについて、議会の議決を求めるものであります。 

  議案第18号、工事請負変更契約の締結については、「旧岩館小学校解体工事」変更

契約締結について、議会の議決を求めるものであります。 

  議案第19号、工事請負変更契約の締結については、「町道目名潟大沢線道路改良工

事」変更契約締結について、議会の議決を求めるものであります。 

  議案第20号、工事請負変更契約の締結については、「令和５年度発生災害復旧工事

（９工区）」変更契約締結について、議会の議決を求めるものであります。 

  議案第21号、公の施設の指定管理者の指定については、八峰町漁村コミュニティ市

場の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものであります。 

  議案第22号、令和６年度八峰町一般会計補正予算（第10号）は、既定額から3,568万

4,000円を減額して、歳入歳出予算の総額を69億1,097万円とするもので、主な歳出は、
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繰越事業の追加のほか、実績見込みに基づく歳入歳出の補正であります。 

  議案第23号、令和６年度八峰町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）

は、既定額に99万4,000円を追加して、歳入歳出予算の総額を８億7,274万5,000円と

するもので、実績見込みに基づく歳入歳出の補正であります。 

  議案第24号、令和６年度八峰町営診療所特別会計補正予算（第４号）は、既定額か

ら500万1,000円を減額して、歳入歳出予算の総額を１億32万4,000円とするもので、

実績見込みに基づく歳入歳出の補正であります。 

  議案第25号、令和７年度八峰町一般会計予算は、新年度当初予算案であります。 

  議案第26号、令和７年度八峰町国民健康事業勘定特別会計予算から議案第30号、令

和７年度八峰町営診療所特別会計予算までの５議案は、各特別会計当初予算案でありま

す。 

  議案第31号、令和７年度八峰町簡易水道事業会計予算及び議案第32号、令和７年度

八峰町下水道事業会計予算は、各事業会計当初予算案であります。 

  議案第33号、八峰町教育委員会委員の任命については、教育委員会委員に秋田武英

氏を任命することについて、議会の同意を求めるものであります。 

  議案第34号、八峰町沢目財産区管理委員の選任については、沢目財産区管理委員に

斉藤久雄氏を選任することについて、議会の同意を求めるものであります。 

  議案第35号から議案第38号、人権擁護委員候補者の推薦については、人権擁護委員

候補者に工藤金悦氏、太田たかね氏、藤田吉孝氏及び高杉 誠氏を推薦することについ

て、議会の同意を求めるものであります。 

  以上、本定例会でご審議いただく議案は33議案であります。 

  なお、住民基本台帳ネットワーク機器購入契約締結については、今議会中に追加提案

させていただきたいと考えております。 

  詳細につきましては各議案の提案の際にご説明いたしますので、よろしくご審議の上、

ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

  続きまして、令和７年度の予算編成方針とその主な施策について申し上げます。 

  2024年は、ロシアのウクライナ侵攻が膠着する中、中東ではイスラム組織ハマスに

よる大規模なテロ攻撃を発端としたイスラエルによる報復攻撃のほか、東アジアでは中

国が台湾周辺で大規模な軍事演習を繰り返すなど、国際的な緊張が高まりました。 

  混迷を深める世界情勢にあって、今年１月、アメリカ大統領に再び就任したトランプ
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大統領は、アメリカ第一主義に基づく公約を迅速に実現させる姿勢を鮮明にし、今後、

アメリカの政治経済が日本にどのような影響を及ぼすのか、先行きを見通せない状況と

なっております。 

  また、昨年の日本経済を振り返りますと、コロナ禍から経済が正常化していく一方で、

エネルギー価格や原材料価格が高騰し、家計や事業者に重い負担がのしかかりました。 

  特に、国民の主食である米については、昨年８月の南海トラフ地震臨時情報の発表に

よって米の買いだめが発生し、全国的な米不足へと発展しましたが、秋以降に新米の流

通が始まり、店頭での米不足が解消されたにもかかわらず価格が高騰し、いわゆる令和

の米騒動が家計に大きな影響を及ぼしております。 

  県内経済においても、エネルギー価格や原材料価格などの高騰や人件費の増加などに

より、企業や個人事業者の収益に影響を及ぼしており、業況についての経営者の意見は

不況感を感じる声が多く、賃金と物価の好循環を実感できない状況となっております。 

  こうした中、昨年12月６日に閣議決定した「令和７年度予算編成の基本方針」によ

ると、令和７年度予算は令和６年度補正予算と一体として、足元の物価高、賃金や調達

価格の上昇に対応しつつ、デフレを脱却し、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」へ

の移行を実現することを目指して、物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着、地方創生

2.0の起動、防災・減災及び国土強靱化、充実した少子化・こども政策など、重要政策

課題に必要な予算を措置するとしております。 

  さて、八峰町は令和８年３月27日に合併20周年を迎えますが、合併時に約9,000人で

あった町の人口は、令和７年度は6,000人を割り込み、合併時の３分の２にまで減少す

ることが見込まれています。人口が減少し続けると、地域社会の維持にも影響を及ぼす

ことから、人口減少と少子化対策が喫緊の課題となっております。 

  また、近年の町の財政状況を見ますと、合併に伴う地方交付税の特例措置が終了して

一般財源が減少している一方、事務事業の大きな見直しが進まず、収支不足が続いてき

ました。このため、財政調整基金の取り崩しが常態化し、その結果、令和５年度末基金

残高は約23億8,000万円となり、過去最大の基金残高から約７億9,000万円も減少して

おります。 

  こうした財政運営上の課題を解決するため、令和７年度当初予算編成は、財政の健全

化を最重点事項とし、財政調整基金の取り崩しを令和６年度の２億円からできる限り圧

縮するとした一方、社会環境の変化も激しく、町の喫緊の課題にも取り組む必要がある
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ことから、「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる人口減少対策、少子化

対策、定住・移住対策、産業振興に向けた取り組みを推進することといたしました。 

  予算編成作業はこれまでとは異なり、経常的経費と政策的経費に分けて一件査定とし、

昨年11月中旬から今年１月までの約２か月半に及ぶヒアリングによって、積算の精緻

化や適切な歳入の確保を図ったほか、昨年夏からのサマーレビューにより、各課が自ら

歳出削減に取り組み、町単補助金や各種団体負担金などの縮減や廃止を図りました。 

  また、新規事業を実施する場合は、スクラップ・アンド・ビルドの徹底により財源を

生み出すことを指示しましたが、事業費の圧縮により財源を確保したところであります。 

  加えて、新たな歳入の確保の検討にも取り組みましたが、ネーミングライツについて

は検討を要するものが多いことから継続課題としつつ、基金の更なる活用については、

ふるさと八峰応援基金を町の総合戦略に掲げる事業の財源に充当することとしておりま

す。 

  一方、給与改定に伴う人件費の上昇や、国が令和７年度までの移行を目指して進めて

いる標準準拠システムへの対応などにより一般財源の負担が増加したほか、能代山本広

域市町村圏組合が実施する一般廃棄物処理施設整備事業の建設工事費負担金が最大とな

り、その財源となる町債も大幅に増加しました。 

  このため、特定の年度に町債が集中して後年度の公債費負担が急激に増加しないよう、

投資的事業はできる限り令和８年度以降に先送りしたところでありますが、町債は過去

５番目に多い10億450万円となりました。 

  一般会計当初予算の総額は66億900万円であり、前年度当初予算と比較しますと、１

億6,000万円、2.5％の増となり、平成27年度に次ぐ予算規模となっております。 

  なお、令和７年度の財政調整基金の一般分の繰入金は、令和６年度当初予算より

2,000万円圧縮し、１億8,000万円としております。 

  それでは、項目ごとの主要施策についてご説明いたします。 

  はじめに、総務関係について申し上げます。 

  老朽化が進んでいる旧塙川小学校の解体工事を行い、遊休施設の除却を推進してまい

ります。 

  次に、企画政策関係について申し上げます。 

  定住・移住関連事業については、首都圏等での移住相談会を実施するほか、国の地方

創生推進交付金事業により「移住支援金事業」を県との共同事業として実施いたします。 
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  また、地域おこし協力隊の委託料を計上し、若者等の定住及び地域の活性化を促進い

たします。 

  地域公共交通対策については、引き続き「町内巡回バス及びデマンド型乗合有償運送

事業」を実施し、交通弱者の利便性の向上を図ってまいります。 

  女性活躍推進事業については、講演会やワークショップを開催し、女性の様々な意見

を町政に反映させ、地域や職場で女性が個性と能力を存分に発揮し、活躍できる環境づ

くりを推進してまいります。 

  また、町の最上位計画である「第２次八峰町総合振興計画」及び「第２期まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」の計画期間が令和７年度で終了することから、次期計画では、

一体的となった総合計画として、長期的な視点から町の将来ビジョンを描きながら、実

現に向けた計画的な行政運営を行うため、将来の行政需要やまちづくりの方向性などを

総合的・体系的にまとめた計画の策定に取り組んでまいります。 

  次に、福祉保健関係について申し上げます。 

  成年後見支援センターについては、判断能力が不十分な方の権利擁護のため、相談や

情報提供を行い、利用促進と体制強化に努めてまいります。 

  高齢者福祉については、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、外出支援や見守り、

配食サービス事業などを進めてまいります。 

  障がい者福祉については、障がいのある方が自立して社会参加がしやすい安心な暮ら

しができるよう、相談・生活・就労支援を推進し、障がい者福祉施設の整備やサービス

の提供を支援してまいります。 

  福祉医療費については、対象となる方々へ適切なサービスを継続するほか、子育て世

帯への経済的支援として、高校３年生相当の年度末まで医療費の無償化や小・中学校へ

の新入学児童に育児助成金を支給するなど、多様な支援を実施してまいります。 

  健康増進対策については、集団健診をはじめ各種保健事業を実施するとともに、節目

年齢の方を対象に各種がん検診の無料クーポンを交付するほか、対策型胃内視鏡検診や

脳ドックの検診費用助成など実施してまいります。 

  また、後期高齢者の方へは、健康診査や各種がん検診、歯科健診等を勧め、保健事業

と介護予防の一体的実施事業と合わせ推進し、健康寿命の延伸に努めてまいります。 

  予防接種事業については、感染症予防のため、定期予防接種と任意予防接種を実施し、

新たに帯状疱疹ワクチン接種が定期化となることなどから、予防接種を通じて町民の健
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康な生活をサポートしてまいります。 

  母子保健対策については、妊娠期から出産・育児を伴走型で支援してまいります。 

  また、不妊に悩む夫婦の精神的・経済的な負担を軽減するため、不妊治療等への助成

を継続するとともに、赤ちゃん誕生祝い金を支給するなど、子育て世代の生活環境の安

定を図ってまいります。 

  歯の健康事業については、幼児へのフッ化物塗布事業や子ども園児、小・中学校の児

童生徒に対するフッ化物洗口事業を実施するほか、節目年齢の方向けの歯周病検診事業

を実施し、生涯を通じて健康な歯を保てるよう支援してまいります。 

  自殺予防対策については、生活とこころの無料相談会の開催や、地域で自殺予防の活

動をしている団体をはじめ、ふれあいネットワーク会議など関係団体と連携しながら、

誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け、予防活動を実施してまいりま

す。 

  次に、農林水産関係について申し上げます。 

  町の農業振興の発展のため、「農業コンシェルジュ」１名へ委託を行い、農業関連情

報の発信や生薬関連商品の販売促進等を行い、農業振興を図ってまいります。 

  また、農業保険加入促進事業として、農業経営収入保険や水稲共済及びハウス共済の

加入者負担金の一部を補助し、農業経営の安定化を図ってまいります。 

  さらに、農業者の高齢化や担い手不足が加速する中で、担い手の育成・支援について、

国の「農業次世代人材投資事業」等により、多様な担い手の育成等、後継者確保対策に

取り組み、若い就農者の確保と地域農業への定着に努めてまいります。 

  農業農村整備事業については、「農地中間管理機構関連ほ場整備事業」を活用し進め

ている「田中野田地区」、「沼田田中地区」の面整備工事及び「大槻野地区」の調査計

画作成業務を引き続き進めてまいります。 

  鳥獣被害対策については、クマ、サルの追い上げや捕獲活動を行うとともに、近年出

没が確認されているイノシシ対策へも注力してまいります。 

  林業振興については、森林整備を効率的に進めるため、森林環境譲与税を活用し実施

している境界の明確化と資源解析を行い、森林所有者への整備方針の意向確認調査の迅

速化を図ってまいります。 

  また、松くい虫やナラ枯れの防除対策については、国や県の補助事業を活用しながら

取り組むとともに、町単独事業で住宅付近の緊急性の高い箇所等について対処してまい
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ります。 

  次に、水産事業については、水産資源回復のため、アユ、ヒラメ、アワビの放流に加

え、ギバサ、アワビの資源管理調査、岩盤清掃を引き続き行い、漁業者の収入確保に努

めてまいります。 

  次に、商工観光関係について申し上げます。 

  町内の経済及び雇用情勢は、物価高騰の影響等から未だ厳しい状況下にあり、より一

層の就業支援とスキルアップを図るため、「雇用創出活動支援事業」や「資格取得支援

事業」等を実施してまいります。 

  また、ハタハタやシイタケ、梨等の地域資源を活用した商品開発や販売促進、新分野

への参入に必要となる設備等に対する補助金により、町内事業者に対し支援してまいり

ます。 

  交流人口の増加による地域活性化と観光振興の促進については、町内で実施される観

光イベントへ補助するほか、大館能代空港の利用促進を図るため航空券購入費の一部を

助成いたします。 

  また、訪日外国人旅行者の誘客による地域振興を目指すため、能代山本管内の官民が

参画する一般社団法人あきた白神ツーリズムと連携して、インバウンド誘客を推進して

まいります。 

  本町の白神観光の一つである留山散策路については、経年による劣化が進んでおりま

すが、利用者の安全と利便性の向上を図るため、秋田県森づくり税を活用し令和７年度

から２カ年かけて改修することとしております。 

  ハタハタ館及び御所の台ふれあいパーク、ポンポコ山公園については、本町の観光振

興に大きく寄与していることから、指定管理者と連携を図りながら、引き続き、施設、

設備等の充実・維持管理に努めてまいります。 

  特に、ハタハタ館については、当初の建設から30年経過し老朽化していることから、

本館棟屋根の防水工事やエレベーターの更新工事、ＬＥＤ照明工事を実施いたします。 

  「御所の台エリア再構築構想」については、関係団体や地域住民と連携しながら、町

全体の観光や商工業の振興、地域活性化に繋がるよう引き続き検討を進めてまいります。 

  次に、建設関係について申し上げます。 

  道路事業については、大沢地区において「町道大沢大野線」の改良工事を行うほか、

道路長寿命化計画を策定し、町道の適切な管理と維持補修費の削減や平準化に努めてま
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いります。 

  また、橋梁事業については、水沢橋において橋脚２か所で基礎部分の洗掘が確認され、

早急な補修が必要なことから修繕工事を実施し、通行止めの早期解消に努めてまいりま

す。 

  住宅リフォーム支援として定着した「八峰町住まいづくり応援事業」については、新

年度も継続し、町民が快適で安全・安心な居住空間を確保できるように取り組んでまい

ります。 

  次に、消防防災関係について申し上げます。 

  消防施設事業については、古い消火栓の更新を行い消防力の強化を図ってまいります。 

  また、空家対策関連事業については、「八峰町空家等対策計画」に基づき適正な空家

管理を進めていくほか、危険な空家等の放置を避けるため「八峰町安全安心なまちづく

り推進事業」を進めてまいります。 

  防災無線関連事業については、老朽化した機器等の更新を行い、災害時の情報伝達の

迅速化と効率化を図るとともに、住民への防災情報の確実な伝達に努めてまいります。 

  次に、学校教育関係について申し上げます。 

  子ども園保育料等助成事業については、子育て世帯の負担軽減を図るため、園児給食

の無償化を継続するとともに、令和７年度においては保育料の完全無償化を実施いたし

ます。 

  学校等再編検討事業については、学校等再編検討委員会を開催し、小学校再編の具体

的な方策や校舎の適正配置などを検討してまいります。 

  町の単独事業で実施している奨学金事業については、奨学金を償還している人が町内

に住んで就労する場合、返還金の全額を助成する制度を継続してまいります。 

  中学校の部活動については、地域連携を推進し、部活動指導員を配置してまいります。 

  遠距離通学となる児童生徒の安全確保を図ることを目的に実施している小・中学校ス

クールバス運行事業については、費用対効果や経費節減を考慮しながら、安全運行に努

めてまいります。 

  次に、生涯学習関係について申し上げます。 

  町民一人一人の生涯を通じた学習を支援するため、「家庭教育の充実」、「社会教育

の充実」、「生涯学習の促進」、「芸術・文化活動の振興と伝統文化・芸能の保存と継

承」、「スポーツ・レクリェーション活動の充実」の５つの基本方針に基づき、地域未
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来塾や図書室の運営、ことぶき大学等を実施してまいります。 

  また、文化交流施設集約化検討事業については、社会教育施設の再編に取り組んだ先

進地を視察し、将来的な人口規模に見合うファガスと峰栄館の集約化を検討してまいり

ます。 

  次に、各特別会計の概要について申し上げます。 

  八峰町国民健康保険事業勘定特別会計については、被保険者数や米価の状況によって

国保税収入に多少の増減はありますが、総じて減少傾向にあります。 

  また、１人当たりの給付費については、昨年度比で若干減少となっておりますが、被

保険者の健康の保持・増進のため、引き続き、病気の重症化予防や健診の受診率向上に

努めてまいります。 

  八峰町介護保険事業勘定特別会計については、「高齢者福祉計画・第９期介護保険事

業計画」に基づき、介護給付の適切な実施と充実を図り、地域支援事業の推進と医療と

の連携を図り、地域包括ケアシステムの強化に取り組んでまいります。 

  八峰町後期高齢者医療特別会計については、被保険者から納付された保険料を秋田県

後期高齢者医療広域連合に納付するためのもので、広域連合と連携しながら適切に処理

してまいります。 

  八峰町沢目財産区特別会計については、工場用地、資材置き場用地のほか、風力発電

関連用地の貸付を行うこととしております。 

  また、平成30年度の「森林環境保全直接支援事業」により植栽を実施した水沢山２

番については、下刈りを継続して行うほか、森林農地整備センターと白神森林組合と財

産区の三者契約している水沢山十番一の立木については、売払いを行うこととしており

ます。 

  八峰町営診療所特別会計については、常勤の医師が診療にあたるとともに、医科歯科

の医療体制の充実により、町民の健康維持・確保に繋げてまいります。 

  次に、各企業会計の概要について申し上げます。 

  八峰町簡易水道事業会計については、塙地区で老朽化した配水管の布設替えに取り組

むほか、住民生活に不可欠な水道水を安全かつ安定的に供給するため、引き続き水道管

理と施設の維持管理に努めてまいります。 

  八峰町下水道事業会計については、耐用年数を迎えるマンホールポンプ設備の故障が

増加していることから、ストックマネジメントにより計画的な設備更新を進めることと
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しており、公共下水道施設において不具合が生じているマンホールポンプ設備や損傷の

激しいマンホール蓋を更新することとしております。 

  また、各処理場のメンテナンス計画に基づき、八森浄化センター及び沢目浄化セン

ターの水処理設備点検整備を行うほか、岩館漁業集落排水処理施設の機器更新を実施い

たします。 

  以上、主要施策とその概要について申し上げました。 

  令和７年度は、「第２次八峰町総合振興計画」の最終年度となりますが、人口減少や

少子化対策などに着実に取り組むとともに、収支均衡を図るため、引き続き財政の健全

化に取り組んでまいりますので、議員の皆様や町民の皆様から特段のご協力をお願い申

し上げ、令和７年度予算編成方針の説明といたします。 

○議長（皆川鉄也君） 日程第４、発議第１号、八峰町議会の個人情報の保護に関する条

例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 

  事務局長に説明させます。 

○議会事務局長（佐々木高君） それでは、発議第１号について説明させていただきます。 

  発議第１号 

令和７年３月５日 

  八峰町議会議長 皆 川 鉄 也 様 

提出者 八峰町議会議員 水 木 壽 保 

賛成者 八峰町議会議員 見 上 政 子 

賛成者 八峰町議会議員 奈 良 聡 子 

賛成者 八峰町議会議員 芦 崎 達 美 

賛成者 八峰町議会議員 須 藤 正 人 

八峰町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例制定について 

  八峰町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を別紙とおり制定す

る。 

  提案理由は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上、並

びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためデジタル社会形成基本法等の一部を改正す

る法律の施行に伴い、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律」が改正されたこと、及び所要の規定の整備のため条例改正するものです。 

  次のページ、条例の改正文です。 
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  このたびの改正につきましては、添付資料により既に議会全員協議会等で説明してお

りますが、第２条と第12条の改正は、行政手続における特定の個人情報を識別するた

めの番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の改正による条ずれの修正と

なります。 

  また、第17条以降の改正につきましては、本条例制定の際に参照しております、全

国議長会から字句の修正及び整理等の情報がありましたので、今後改正する際に準用し

ております全国議長会のものと齟齬や乖離が生じないよう、それを合わせた改正となっ

ております。 

  なお、これまで本条例に関する事案は発生しておらず、改正による影響も出ておりま

せん。 

  説明は以上です。 

○議長（皆川鉄也君） これより質疑を省略し、討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより発議第１号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、発議第１号は原案のとおり可

決されました。 

  日程第５、議案第６号、専決処分事項の報告について（令和６年度八峰町一般会計補

正予算（第９号））を議題とします。 

  当局の説明を求めます。田村副町長。 

○副町長（田村 正君） それでは、議案第６号、専決処分事項の報告についてをご説明

いたします。 

  地方自治法第179条第１項の規定により、令和６年度八峰町一般会計補正予算（第９

号）を別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の

承認を求めるものでございます。 

  令和７年３月５日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  次のページをお開きください。 
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  専決処分書でございます。 

  地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

  令和７年２月21日 

八峰町長 堀 内 満 也 

  令和６年度八峰町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,680万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ69億4,665万4,000円とするものでございます。 

  補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」のとおりでございま

す。 

  このたびの専決処分は、大雪による除雪経費の追加で、２月20日から21日にかけて

大雪となり、さらに冬型の気圧配置が22日以降の連休日も続く見込みであったことか

ら、除雪経費の掛かり増しに備えて、連休に入る前の21日に専決処分をさせていただ

きました。 

  それでは、歳入歳出の補正内容につきまして、事項別明細書に基づいてご説明いたし

ますので、６ページ・７ページをお開きください。 

  まず歳入ですが、今回の補正財源として11款地方交付税を2,680万円追加するもので

ございます。 

  続きまして歳出をご説明いたします。 

  ８ページ・９ページをお開きください。 

  ８款土木費２項４目除雪費ですが、除排雪業務委託料を2,680万円追加するものでご

ざいます。 

  この除雪費の補正状況と合わせて大雪の対応状況などを記載した資料をタブレットに

掲載しておりますので、ご覧いただいて参考にしていただければと思います。 

  説明は以上でございます。何とぞよろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願

いいたします。終わります。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第６号について質疑を行います。質疑ありませんか。

８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 本当に大変な雪で、この除排雪が進まないために事故が起きた

と思うんですけれども、それを把握してますか。 

  それと、専決処分になって、まあ連絡あったんですけれども、その後もなお脇道の除
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排雪がないために交差できない箇所が何か所かあったと思うんですけれども、一番大変

な時にそれが進まなかったことに対して、どのように思いますか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの８番議員の質問に対し、答弁を求めます。浅田建設課

長。 

○建設課長（浅田善孝君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  事故の把握ということですけども、車の事故でしょうか。こちらの方には特段そうい

うことは届いておりません。 

  あと、排雪作業が進まなかったということですけども、排雪作業については、路肩へ

堆積した雪で道路幅員が確保できなくなっている箇所とか、あと視界が妨げられて交通

障害が起こっている場所から優先して順次行っているほか、あとは除雪オペレーターさ

んとか、あとは自治会からの要望とかを受けて、現場確認し、実施の判断をしていると

ころでございます。 

  ただ、今回やっぱり大雪で、除排雪作業委託している業者が12業者おりますけども、

一生懸命作業にあたってもらいました。結果ですけども、除排雪作業については28日

に町内全て終わったということで担当の方からは伺っております。 

  回答は以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第６号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり承認すること

にご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第６号は原案のとおり承

認されました。 

  休憩いたします。11時10分より再開いたします。 

          午前１１時０５分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 
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          午前１１時１０分 再  開 

○議長（皆川鉄也君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第６、議案第７号、八峰町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題とします。 

  当局の説明を求めます。和平総務課長。 

○総務課長（和平勇人君） 議案第７号についてご説明いたします。 

  議案第７号、八峰町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定

について。 

  八峰町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定する。 

  令和７年３月５日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  提案理由は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律及び人事院規則の一部改正に伴い、関係条文を改正するものでございます。 

  次のページをご覧ください。条例の改正文でございます。 

  法改正等により、一般職の職員の健康及び福祉を考慮し、適正な勤務条件の確保につ

いて、任命権者に努力義務が規定されたことに伴い、条例に明記するほか、その他の改

正内容の追加及び参照条文の整理を行うものでございます。 

  なお、新旧対照表を提出しておりますので、併せてご覧ください。 

  説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いいたしま

す。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第７号について質疑を行います。質疑ありませんか。

８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） ちょっと分からないので教えてもらいたいんですけれども、資

料の方の週休日の振り替え等のところで、まあ線引いてるところで、現行が４時間、空

白なって線引いて、で、改正後は４時間を半日勤務時間とするということですので、半

日時間となると、正確に言えば午前中だと８時半から勤務が９時半、10時半、11時半、

12時ということで、午前と午後とちょっと時間の差がちょっとあると思うんですけれ

ども、それをまあ大雑把に午前休んでもいいし、午後休んでもいいしというそういうこ

とになるんですか。 



 

- 26 - 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの８番議員の質問に対し、答弁を求めます。和平総務課

長。 

○総務課長（和平勇人君） ただいまの見上議員のご質問にお答えいたします。 

  ご指摘のとおりでございます。改正前条例は半日勤務の振り替えの休暇は４時間と時

間で定められておりましたが、これによりますと、例えば午前の勤務に振り替えた場合

は３時間30分、繰り上げて４時間ですのでこれで足りるんですが、午後、休憩時間の

後13時から17時15分までの４時間15分の場合は、15分足りないということになってし

まいます。この場合、１時間の休暇が、午後休む場合１時間の休暇が必要になりますの

で、振り替えの勤務の趣旨からいいましても半日勤務を半日で振り替えられるようにす

るべきという考えから、規則でこの半日勤務の時間を３時間30分又は４時間15分まで

の勤務時間というふうに規定することで、半日単位での振り替え休が取得できるように

するものでございます。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 次のページなんですけれども、（２）の現行では小学校に就学

している子とありますけれども、改正の方では小学校（これに準ずる学校）ということ

ですけれども、小学校に準ずる学校というのはどういうのがあるんでしょうか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの８番議員の質問に対し、答弁を求めます。和平総務課

長。 

○総務課長（和平勇人君） 国の規定でこのようになっておりますが、おそらく外国人の

学校など、いわゆる学校に規定されないような学校のことを指すのだというふうに解釈

しております。町内にはこのような該当する学校はございませんが、いずれ３歳未満児

から小学校就学前までということで、この看護休暇の範囲が拡大されるものでございま

す。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第７号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定すること



 

- 27 - 

にご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。よって、議案第７号は原案のとおり可決さ

れました。 

  日程第７、議案第８号、八峰町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

制定についてを議題とします。 

  当局の説明を求めます。和平総務課長。 

○総務課長（和平勇人君） 議案第８号についてご説明いたします。 

  議案第８号、八峰町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て。 

  八峰町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  令和７年３月５日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  提案理由は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律の一部改正に伴い、関係条文を改正するものでございます。 

  次のページをご覧ください。条例の改正文でございます。 

  法改正により、参照条文に改正がございましたので、条文の整理を行うものでござい

ます。 

  なお、新旧対照表を提出しておりますので、併せてご覧ください。 

  説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いいたしま

す。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第８号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第８号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第８号は原案のとおり可

決されました。 

  日程第８、議案第９号、八峰町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例等の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 

  当局の説明を求めます。和平総務課長。 

○総務課長（和平勇人君） 議案第９号についてご説明いたします。 

  議案第９号、八峰町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等の一部

を改正する条例制定について。 

  八峰町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条

例を別紙のとおり制定する。 

  令和７年３月５日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  提案理由は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い、関係条文を改正す

るものでございます。 

  次のページをご覧ください。条例の改正文でございます。 

  国家公務員等の旅費に関する法律が改正され、令和７年４月１日から施行されること

となっております。この改正は地方公務員を対象としたものではありませんが、給与に

ついては国、県に準拠した改正を行っていることから、旅費についても同様の取り扱い

となるよう改正内容を検討する必要があると考えております。 

  現在、県では、令和７年度中に所要の改正を行う予定としておりますが、詳細が決定

していないことから、法律の施行日前に法律改正前の規定を参照する改正を行うことと

しており、町としましても県と同様に、法律の施行日前に法律改正前の規定を参照する

改正を行うものとしたものでございます。 

  なお、新旧対照表を提出しておりますので、併せてご覧ください。 

  説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いいたしま

す。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第９号について質疑を行います。質疑ありませんか。

８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 資料、まあ昨日からじっくりこう見ると、どこが違うのか、い

くらさがしても違いが見つからないんですけれども、これはどのように考えたらいいん
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ですか。現行と改正後、これが全く同じなんですけれども、提出しなければならなかっ

たんでしょうか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの８番議員の質問に対し、答弁を求めます。和平総務課

長。 

○総務課長（和平勇人君） ただいまの見上議員のご質問にお答えいたします。 

  先ほど申し上げましたとおり、国の旅費法に準じた内容として現在の旅費条例は規定

されておりますが、国の条例は基本的に全文改正されております。基本的には定額の旅

費の支給はなくなりまして、基本的に全額実費支給という形で全文が改められた形に

なっております。したがって、宿泊料などについても定額のものは、一定の基準はあり

ますが、定額のものはないという内容になっておりまして、これを町の内容に合わせる、

改正の内容を検討するために所要の時間がかかりますので、法律が４月１日で変わって

しまいますと、現在の条例のままだと新しい旅費法、法律の方に参照するべき条文がな

いので、町の方の条例側に改正前の旅費法の規定のまま運用しますよという規定を追加

しているということでございます。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第９号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第９号は原案のとおり可

決されました。 

  日程第９、議案第10号、八峰町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例制定についてを議題とします。 

  当局の説明を求めます。和平総務課長。 

○総務課長（和平勇人君） 議案第10号についてご説明いたします。 

  議案第10号、八峰町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定
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について。 

  八峰町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定

する。 

  令和７年３月５日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  提案理由は、令和６年秋田県人事委員会勧告に鑑み、関係条例を改正するものでござ

います。 

  次のページをご覧ください。条例の改正文でございます。 

  このたびの条例改正は、令和６年秋田県人事委員会勧告のうち、令和７年４月１日施

行に関する内容の改正であります。 

  主な内容でございますが、１点目は、扶養手当、住居手当、管理職員特別勤務手当の

支給要件の改正、及び今後人事交流が行われた場合に対応するため、通勤手当及び単身

赴任手当の支給額及び支給要件の改正でございます。 

  ２点目については、次のページをご覧ください。 

  右側のページの別表第１以降は、近年の給与改定により初任給の引き上げが行われて

きましたが、中堅職員の給与の伸びは鈍化する傾向にあり、公務員志望者に対してマイ

ナスイメージとなっていることが懸念されることから、号給の構成を改めることにより

係長相当職以上の最低水準を引き上げる内容となっております。 

  なお、この給与表の改正に伴い給与が改定される職員は、町にはおりません。 

  ３点目は、別表第３の後ろに記載しております改正条例第２条、第３条についてでご

ざいます。改正条例第２条及び第３条は、定年延長の開始及び役職定年制の導入と同時

に設けられました定年前再任用短時間勤務を選択した職員に対し、住居手当、単身赴任

手当、寒冷地手当を支給対象とする改正でございます。 

  なお、新旧対照表を提出しておりますので、併せてご覧ください。 

  説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いいたしま

す。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第10号について質疑を行います。質疑ありません

か。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 
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  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第10号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第10号は原案のとおり

可決されました。 

  日程第10、議案第11号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例制定についてを議題とします。 

  当局の説明を求めます。和平総務課長。 

○総務課長（和平勇人君） 議案第11号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例制定について。 

  刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のとお

り制定する。 

  令和７年３月５日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  次のページをご覧ください。条例の改正文でございます。 

  刑法の改正により、刑罰のうち「禁錮」が「拘禁刑」と名称が改まったことにより、

関係する条例の参照条文の整理を行うものでございます。 

  なお、新旧対照表を提出しておりますので、併せてご覧ください。 

  説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いいたしま

す。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第11号について質疑を行います。質疑ありません

か。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 
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  これより議案第11号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第11号は原案のとおり

可決されました。 

  日程第11、議案第12号、八峰町災害弔慰金の支給等に関する条例等の一部を改正す

る条例制定についてを議題とします。 

  当局の説明を求めます。菊地福祉保健課長。 

○福祉保健課長（菊地俊平君） ご説明いたします。 

  議案第12号、八峰町災害弔慰金の支給等に関する条例等の一部を改正する条例制定

について。 

  令和７年３月５日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  提案理由でありますが、八峰町災害弔慰金等支給審査委員会を設置するため、関係条

例の一部を改正するものであります。 

  改正内容については次ページをご覧ください。 

  第１条は、八峰町災害弔慰金の支給等に関する条例の改正となります。内容としまし

ては、本条例第４章の次に八峰町災害弔慰金等支給審査委員会の１章と、審査委員会設

置の第17条を加え、それ以後を１条ずつ繰り下げるものであります。委員には、医師、

弁護士、町長が必要と認めた方から５名以内で組織することとし、任期を２年としてお

ります。 

  第２条では、この委員を八峰町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例に定める職名として加え、併せて報酬額等について定める改正となっておりま

す。 

  この改正によって、災害による死亡や障がいなどの因果関係について調査・審議する

ことが可能となり、災害関連死などの認定を速やかに行うことができるようになるもの

と考えております。 

  附則では、この条例は、公布の日から施行することとしております。 

  説明資料には、この改正の背景と県内の改正状況、関係機関との連携状況について加

えております。また、このほかに新旧対照表を載せております。 
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  説明は以上となります。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いいたします。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第12号について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○３番（奈良聡子さん） この審議委員会の委員の報酬、たしか２万円だったかと思いま

すけれども、これは他の自治体にならって決められ、だいたいそのくらいの金額という

ことでしょうか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの３番議員の質問に対し、答弁を求めます。菊地福祉保

健課長。 

○福祉保健課長（菊地俊平君） お答えします。 

  全ての県内の町村で２万円というふうにしております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第12号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第12号は原案のとおり

可決されました。 

  日程第12、議案第13号、八峰町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 

  当局の説明を求めます。菊地福祉保健課長。 

○福祉保健課長（菊地俊平君） ご説明いたします。 

  議案第13号、八峰町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例等の一部を改正する条例制定について。 

  令和７年３月５日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 
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  提案理由でありますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律による栄養士法の改正に伴う基準改正が令和７年４月１日から施行される

ことによる、関係条例の一部改正をするものであります。 

  改正内容については次ページをご覧ください。 

  提案理由にもありました栄養士法の改正内容ですが、説明資料にもありますように、

管理栄養士養成施設卒業者は、栄養士の免許を取得せずとも管理栄養士の国家試験を受

験、あるいは取得することが可能となるという内容であります。実際の改正作業につき

ましては、「栄養士」とだけ記載のある関係条例の条文に「管理栄養士」と加える改正

となっております。 

  第１条の八峰町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を 

定める条例の字句改正では、文中の第166条第13項中「、栄養士又は」を「、栄養士若

しくは管理栄養士又は」に改めるものです。同条に規定する施設、指定地域密着型介

護老人福祉施設は、定員29名以下の地域密着型の特養施設及びそれに併設する施設

となっておりますけれども、これにつきましては町内にはございません。 

  第２条が八峰町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正となります。文中、第17条第１項第２号中「栄養士」に「又は管理栄養士」と

加えるものです。家庭的保育事業所も町内にはございません。 

  施行日につきましては、法の施行日と合わせ、令和７年４月１日からとする予定で

あります。 

  説明資料として新旧対照表を載せております。 

  説明は以上となります。よろしくご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い

いたします。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第13号について質疑を行います。質疑ありません

か。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第13号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定するこ
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とにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第13号は原案のとおり

可決されました。 

  日程第13、議案第14号、八峰町ハタハタ館条例の一部を改正する条例制定について

を議題とします。 

  当局の説明を求めます。成田商工観光課長。 

○商工観光課長（成田拓也君） 議案第14号についてご説明いたします。 

  議案第14号、八峰町ハタハタ館条例の一部を改正する条例制定について。 

  八峰町ハタハタ館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  令和７年３月５日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  提案理由は、ハタハタ館の入浴料及び使用料を改定するため、本条例の一部を改正す

るものです。 

  次のページ、改正文をご覧ください。 

  本改正では、昨今のエネルギー価格の高騰や原材料費等物価の上昇を受け、経営の健

全化に向けた対応が必要であるため、ハタハタ館の入浴料金及び宿泊料金の一部を改定

しようとするものです。 

  １つ目です。小学生の入浴料金について、現行の「250円」から50円増額して「300

円に改めるものです。 

  次に、宿泊料金についてです。タブレットに掲載しております説明資料をご覧くださ

い。 

  一般利用について、現行の「１万円」を「１万3,000円」に、また、小学生以下の利

用は現行の「5,000円」を「6,500円」にそれぞれ増額するものてす。増額割合につき

ましては、総務省発表の令和５年度消費者物価指数が25.5％から30％で推移している

ことを踏まえまして設定しております。 

  なお、この改正での宿泊料金等は上限額を定めるものであります。 

  最後に、附則として、この条例は、令和７年４月１日から施行いたします。 

  説明は以上となります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い

いたします。 
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○議長（皆川鉄也君） これより議案第14号について質疑を行います。質疑ありません

か。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） この宿泊料金の改正、１万3,000円の上限を決めるということ

ですが、どうもこのハタハタ館に対しての考え方、町の考え方がはっきり私は見えない

なと。現状、相当経営が苦しい状況があって採算ラインに乗っていない状況の中でです

ね、この町が管理施設といえど１万3,000円の上限だとするということはね、民間の宿

泊施設から比べると非常に安すぎる。まして、このたびインバウンド対策として、何だ、

シャワールームを増設したわけですけども、インバウンドを受け入れるという条件を整

えたのはですね、やはりそれなりに見合ったサービスと料金を提供するべきだわけです

よ。ですから１万3,000円なんて金額ではなくてですね、もっと２万円とか３万円でも

いいわけですよ。むしろ上限なんか作る必要ないわけです。これはハタハタ館に株式会

社という裁量のもとでやればいいわけであってですね、それをあえて条件をつけて上限

額を設けるということは何の意味があるかということをまず問いただしたいと思います。 

○議長（皆川鉄也君） 休憩します。 

          午前１１時４２分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午前１１時４２分 再  開 

○議長（皆川鉄也君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  ただいまの11番議員の質問に対し、当局の答弁を求めます。成田商工観光課長。 

○商工観光課長（成田拓也君） ただいまの山本議員のご質問にお答えいたします。 

  このたびの料金の上限の設定額につきましては、先ほど説明したとおりでありますけ

れども、インバウンド対応といったことを考えますと、実際にはもっと料金が高く設定

してもいいという考え方もあるかと思いますけれども、町が所有しますこのハタハタ館

というものが、まあ当然……ハタハタ館につきましては、いわゆる外国人の観光客、国

内観光客も含め、さらには町民の関係者、そういった方々の幅広いニーズも必要となっ

ておりますので、まあ近隣の類似施設等との料金の比較等も会社側で判断した上で、こ

のたび１万3,000円といったところを設定させていただいております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ございませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） 説明になってません。町長、考え方どうなんですか。１万
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3,000円で上限すること自体、まあおかしいと私は思いますけどもね。まあそれにして

も条件をつけるんであれば２万円とか３万円に最初からするべきですよ。そのぐらいグ

レードの高い宿泊施設に持っていくんだと。それでハタハタ館を立ち直らせるんだとい

う気構えでやってもらわないと、来年の決算にはまた大変な問題が発生すると思うわけ

ですが、その辺どうでしょうか。 

  もう一点、入浴料700円に上げてます。これによって相当私は地元の入浴客が減って

ると思うわけですね。現に私の知っている普段使っている人も、かなりやっぱり回数減

らしておるわけですよ。地元の人が利用しない入浴施設、地元の人が入らない観光施

設って最低だと思うんです。やはり地元の人については、まあパスポートだったり証明

書を出してね、500円とか、まあ600円でもいいですよ、まあしょうがない、700円より

はちょっと安くするというこういうふうな提案しないと、私はなかなか地元から認めら

れないんではないかなと思うんですが、その辺お伺いします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの11番議員の質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） まず１つ目の宿泊の方でございますけれども、これにつきまして

は、今現状で１万円という上限が設定されておりますので、それを踏まえて、やはり近

年の物価上昇等も踏まえて１万3,000円というところで設定させていただいたところで

ございます。しかしながら、議員ご提案の、そもそも上限なんかいらねえだろうという

ような話も当然今後は必要になってくるかなと思いますけれども、まずはですね今ある

制度の中で認められるような30％の割増しということで今回設定させていただいてお

ります。その辺ちょっとご理解いただきたいなと思っております。 

  そしてもう一点、入浴料の700円でございますけれども、地元の方に聞きますと、や

はりかなりですね回数券等利用しているというようなことを聞いております。我々もこ

の700円に設定したのは、あくまでも観光客向けというようなイメージをしておりまし

て、その分、回数券をご購入いただきますとかなりの割引となっているところでござい

ます。そういったところもですね町民向けにはしっかりとＰＲしていきたいなというふ

うに思っております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 私はやはりハタハタ館っていうのは、町民の交流の場と、それ

から健康増進、福祉のためということで捉えてます。まあ観光の面からすれば宿泊料高
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くするということも、町民にはそれは反映されませんけれども、ただですね、やはりこ

の700円っていうのを聞くと、みんな「おっ」という感じで、「あ、あど行がねえ」っ

ていうふうな言葉が私はもう何人からも聞かれてます。で、町民のために何か利点あら

んだがって、回数券買えばいいんでしょうけれども、回数券買うまでもなくちょっと

行ってみようかっていうふうな気にはならない。で、こういう、まあ700円を上げたほ

かに、まあ子どもが250円から、まあ微々たるものですけど、これだったらもう子ども

は、大人の料金を上げるかわりに子どもの料金は据え置きです、何かかしらのこう利

点っていうものがないと、家族で行こうという気にはならないのではないかということ

です。 

  それと、まあこのリニューアルの前、温泉をとめて宿泊もとめて、レストランだけ営

業してましたけれども、ほとんど入ってないんでないかなっていう、この時間延長、３

時までと、それから夜５時から８時まで。この間、営業していて何か支障がなかった、

ほとんどなかったということで捉えてますが、この点についてもちょっとお答え願いた

いと思います。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの８番議員の質問に対し、答弁を求めます。成田商工観

光課長。 

○商工観光課長（成田拓也君） ただいまの見上議員のご質問にお答えいたします。 

  入浴料金につきましては、700円だと町民の方からはなかなか行きにくいといったこ

とにつきましては、昨今の物価高騰等の流れを鑑みた状況ですので、何とぞご理解をい

ただきたいと思います。 

  リニューアルの際の夕方の営業状況の関係かと思いますけども、夜の営業時間の延長

にしたことにつきましては、まあ周知不足といったところもあるかもしれませんけども、

思ったほどの利用がなかったという少し残念な結果と聞いております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 営業方針として、これはちょっと間違いではなかったかという

ふうな、人件費、それから光熱費、その温泉がないのにレストランを営業してたという

か、このようなところにお金を使って、それで子どもの入浴料を上げる。子育て支援の

立場からしても、ここの部分にはやはり手をつけないでそのままにしておくべきではな

かったのかと思いますが、いかがお考えですか。 
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○議長（皆川鉄也君） ただいまの８番議員の質問に対し、答弁を求めます。成田商工観

光課長。 

○商工観光課長（成田拓也君） ただいまの見上議員のご質問にお答えいたします。 

  営業方針等につきましては、今後の経営改善に向けて具体的に考えた上で取り組んだ

ところでありますけれども、子育て支援という視点から考えれば、まあ直接その子ども

さんの入浴料を支援するということには繋がらない状況かとは思いますけれども、まあ

ハタハタ館の経営状況といったところを優先的に考えた内容となりますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ありませんか。９番須藤正人君。 

○９番（須藤正人君） 町長の予算説明で、賃金と物価の好循環が実感できていない。国

民全体が今そう思っていることと思います。その中で、このハタハタ館の料金、拍車を

かけるようにですね値上げをしていく。入浴料が700円になる。宿泊費も上がる。これ

でハタハタ館の来客がですね、入館者が果たして適正な人が訪れてくれるのか非常に不

安であります。これでですよ、入湯者も、そして宿泊者も増えてくれれば一番いいんで

すけども、どうも私はね、そこまでは見込めない。逆に落ち込んでしまう。するとレス

トランも売店も売上げが落ちてしまう。そういう大変厳しい事態になるのではないか、

私は非常に危惧しております。 

  町長、この料金設定でですね、入湯者、来客者がですよ、適正な人が来てくれるのか。

まあ増えるとまでは言いませんよ。適正な、経営に適正な入館者、入湯者が来てくれる

のかどうか。どう思いますか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの９番議員の質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 須藤議員のご質問にお答えいたします。 

  料金は値上げしているところでございますけれども、これまで以上にサービス向上を

掲げまして入館者の増に、増やすことに繋げていきたいなというふうに思っているとこ

ろでございます。 

  ハタハタ館の経営状況でございますけども、皆さんご承知のとおり３年連続で1,500

万円以上の赤字を出しているところでございます。非常にもう経営状況が厳しくなって

いるところでございまして、再三再四言っておりますけれども、これを何とかしたいと

いう思いで経営改善の一環としてこういった料金改定も行っているところでございます。

当然ながら料金を上げるだけでは経営状況は改善しないことも私十分に認識していると
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ころでございますので、これまで以上のサービスの向上に努めながら、経営改善に努め

てまいりたいというふうに思っております。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ありませんか。９番須藤正人君。 

○９番（須藤正人君） まあ値上げをする。それに伴ってですねサービスを向上していく。

何か変化を与えてですね、今までのハタハタ館とは違うんだというところをですね、そ

れをＰＲできて、実際にそれを実行して、そしてお客さんに喜んでもらう、そういう

サービスの向上があればですよ、それはそれなりにいいと思います。人が来るでしょう。

でもですね、今の状況の中で、ただ経営が苦しいから値段を上げていく。これではです

ね私は到底、この経営の好循環には繋がらないというふうに思います。どういう、この

サービスをですね向上させていくのか。まあ町長は社長ですから、その辺のところもで

すねハタハタ館の職員の方から聞いてると思います。紹介してください。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの９番議員の質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） お答えいたしますけれども、社員一同ですね、やはり経営が非常

に厳しいというのは、まあ報道等もありましてかなり周知されているんだなというふう

に思っております。そういったことも踏まえまして、社員はですね、かなり危機感を

持っていると私は受け止めております。まあ基本的な挨拶であったり、あるいは接遇と

いったところも含めて、かなり今後やっぱり改善していくんだろうなと私も期待してお

ります。そしてまた研修なんかも３月に予定しているところでございまして、そういっ

た研修なんかも含めながら、よりよいサービスの向上、そういったものに繋げていける

ように私も取り組んでいきたいというふうに思っています。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ありませんか。９番須藤正人君。 

○９番（須藤正人君） まあ今、基本的なことを町長が話されました。挨拶、言葉遣い、

これはもうサービス業の、何ですか、条件一番ですよね。凡事徹底です。当たり前のこ

とを当たり前にやっていく。私、それが一番スタートなんですよ。そこからまたいろん

なサービスを提供していく。これが大切だと思います。どうか特徴のあるですねハタハ

タ館のサービスを見つけ出していただいて、そして経営に役立てていただきたいと願う

ばかりです。 

○議長（皆川鉄也君） 答弁求めますか。 

○９番（須藤正人君） いいです。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ございませんか。 
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          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 私は反対をいたします。あ、ちょっと静かにしてください。反

対をいたします。 

  子ども料金が上がるということ、若干の上がるということですので、これは子どもが

１人来るわけではありません。必ず親が来て、で、両親が来て、で、子ども４人で、で、

二千いくらくらいのお金がかかるという、600円の1,400円に2,400円ぐらいかな、ま

あかかりますけれども、そんなにしてまでは行かなくてもいいっていうこういう結論に

達すると思います。やはり町民の福祉と健康を守るための料金設定ではない。そしてま

た営業方針としてもですね、このリニューアル時期にこういうレストランの開き方をす

るというこういうそんな営業のやり方、これは事業家としての町長としての判断が

ちょっと私には理解できません。こういうことから私は反対をいたします。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ないようですので、これで討論を終わります。 

  これより議案第14号を採決します。この採決は起立で行います。本案に賛成の方起

立を求めます。 

          （賛成者起立） 

○議長（皆川鉄也君） 起立多数です。したがって、議案第14号は原案のとおり可決さ

れました。 

  休憩いたします。午後１時より再開いたします。 

          午後 ０時０１分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 １時００分 再  開 

○議長（皆川鉄也君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第14、議案第15号、八峰町特定地区公園条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題とします。 

  当局の説明を求めます。成田商工観光課長。 

○商工観光課長（成田拓也君） 議案第15号についてご説明いたします。 
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  議案第15号、八峰町特定地区公園条例の一部を改正する条例制定について。 

  八峰町特定地区公園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  令和７年３月５日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  提案理由は、ポンポコ山公園バンガローの施設使用料の改定及び御所の台ふれあい

パークの町営野球場を廃止するため、本条例の一部を改正するものです。 

  次のページをお願いします。改正文となっております。 

  本改正は、御所の台ふれあいパークの町営野球場を廃止すること並びにポンポコ山公

園バンガローの使用料の改定する内容となっております。 

  御所の台ふれあいパークの町営野球場につきましては、近年は野球場として利用され

なくなったことと、町営野球場として峰浜球場が使用できる環境がありますことから廃

止することとし、本条例の優良公園施設を規定する別表１及び施設使用料を規定する別

表第２の２表の関係部分から削除する内容となっております。 

  次に、ポンポコ山公園バンガローの使用料の改定です。 

  タブレットに掲載しております説明資料の下段部分をご覧ください。 

  本改定は、エネルギー価格の高騰で光熱水費が伸びており、また、クリーニング代や

人件費等の維持管理費の上昇に対応するため、１棟当たりの宿泊料金を現行の１万円か

ら１万3,000円に、また、１時間当たりの休憩料金を現行の1,000円から1,300円にそ

れぞれ変更するものです。 

  見直し後の料金については、総務省発表、令和５年度消費者物価指数が25.5％から

30％で推移していることを踏まえまして、30％の増額としております。 

  最後に附則としまして、この条例は、令和７年４月１日から施行いたします。 

  説明は以上となります。別途新旧対照表も添付しておりますので、よろしくご審議の

上、ご可決賜りますようお願いいたします。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第15号について質疑を行います。質疑ありません

か。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） 参考のために聞きますが、本館、滝の間、岩館に宿泊できる施

設ありますよね。あれの料金は今回改正はならないのでしょうか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの11番議員の質問に対し、答弁を求めます。成田商工

観光課長。 
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○商工観光課長（成田拓也君） お答えいたします。 

  本館にあります夕映の館と、岩館地区にあります漁火の館につきましては、令和３年

度の４月から料金を改定したところです。滝の間の施設については、当課所管でないた

め、ちょっと確認はしておりません。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） 休憩いたします。 

          午後 １時０４分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 １時０５分 再  開 

○議長（皆川鉄也君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ほかに質疑ございませんか。和平総務課長。 

○総務課長（和平勇人君） 先ほどの山本議員のご質問にありました滝の間の施設、滝の

間地区コミュニティセンターのことだと思っておりますが、こちら、コミュニティ施設

ということで宿泊もできるような設計になってるとは認識しておりますが、あくまでも

指定管理者で料金設定をしておりますので、町の条例にはございません。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ございませんか。９番須藤正人君。 

○９番（須藤正人君） ポンポコ山公園バンガローの利用者数、教えてください。 

○議長（皆川鉄也君） ９番議員の質問に対し、答弁を求めます。成田商工観光課長。 

○商工観光課長（成田拓也君） ただいまの須藤議員のご質問にお答えいたします。 

  平成26年度以降の資料が手元にあるんですけれども、金額でいきますと160万円、そ

れから平成30年度は180万円程度、それから令和２年度が160万円程度、令和３年度以

降は290万円、令和４年度が240万円、令和５年度が260万円、今年度の見込みとしまし

て240万円ほどでございます。ほぼ１件当たり１万円ということで、大体宿泊件数でい

けばその程度ということになります。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 
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  これより議案第15号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第15号は原案のとおり

可決されました。 

  日程第15、議案第16号、八峰町立幼保連携型認定こども園条例の一部を改正する条

例制定についてを議題とします。 

  当局の説明を求めます。山本教育次長。 

○教育次長（山本節雄君） 議案第16号についてご説明いたします。 

  議案第16号、八峰町立幼保連携型認定こども園条例の一部を改正する条例制定につ

いて。 

  八峰町立幼保連携型認定こども園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  令和７年３月５日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  提案理由です。令和７年４月１日より、子育て世帯負担軽減のため、３歳未満児の保

育料を全額免除としたく、条例の一部を改正をするものであります。 

  次のページになります。条例の改正文となっております。 

  その中の６行目、経過措置、附則第２項の改正が２月19日の議会全員協議会の教育

委員会主要事業でご説明いたしました、３歳未満の保育料をこれまでの半額減免から全

額免除とするための改正となっております。そのほか１条及び経過措置の改正につきま

しては、字句の整理・修正を行っております。 

  新旧対照表を提示しておりますので、ご確認ください。 

  説明は以上となります。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いいたします。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第16号について質疑を行います。質疑ありません

か。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 
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  これより議案第16号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第16号は原案のとおり

可決されました。 

  日程第16、議案第17号、町道路線の変更についてを議題とします。 

  当局の説明を求めます。浅田建設課長。 

○建設課長（浅田善孝君） 議案第17号についてご説明いたします。 

  議案第17号、町道路線の変更について。 

  道路法第10条第３項の規定により、町道路線を変更することについて、議会の議決

を求めるものです。 

  １、町道路線の変更。 

  変更箇所のみご説明いたします。 

  路線名、田中中央線、最大幅員27ｍが32.1ｍに変更となっております。 

  路線名、大沢大野線、最小幅員7.3ｍが7.7ｍに変更となっております。 

  路線名、夕凪第２団地１号線、最大幅員が7.2ｍから8.6ｍに変更となっております。 

  路線名、明神長根線、延長が1,018.9ｍから1,017ｍに、最小幅員が３ｍから4.2ｍ

に変更となっております。 

  路線名、沼田南線、延長が371.7ｍから370ｍに、最大幅員が11ｍから9.9ｍに変更

となっております。 

  路線名、大野線、終点が八峰町峰浜石川字大野223番地１から八峰町峰浜石川字大野

229番地１に、延長が677.8ｍから450ｍに変更となっております。 

  路線名、蝦夷倉西線、最大幅員が８ｍから5.7ｍに、最小幅員が4.4ｍから3.5ｍに変

更となっております。 

  令和７年３月５日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  提案理由です。道路台帳整備に伴い、延長や幅員に変更が生じたため路線の変更が必

要となったことから、道路法第10条第３項の規定により、議会の議決を求めるもので

す。 

  このたびの町道路線の変更は、令和元年度から令和５年度までに実施した道路新設改
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良工事や歩道設置工事などに伴い関係路線で終点や延長等に変更が生じたことから、本

年度実施の道路台帳整備と合わせ認定変更をするもので、路線ごとの変更箇所等につい

てはタブレットの方に関係資料を掲載しておりますので、併せてご確認願います。 

  説明は以上です。よろしくご審議いただき、ご可決賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第17号について質疑を行います。質疑ありません

か。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第17号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定するこ

とにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第17号は原案のとおり

可決されました。 

  日程第17、議案第18号、工事請負変更契約の締結についてを議題とします。 

  当局の説明を求めます。和平総務課長。 

○総務課長（和平勇人君） 議案第18号についてご説明いたします。 

  議案第18号、工事請負変更契約の締結について。 

  令和６年９月13日に締結した旧岩館小学校解体工事について、下記のとおり請負変

更契約を締結するため、八峰町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条の規定により、議会の議決を求める。 

  １．契 約 の 目 的 旧岩館小学校解体工事 

  ２．契 約 金 額 変更前 6,996万円 

           変更後 9,459万4,500円 

  ３．契約の相手方 秋田県山本郡八峰町八森字和田表121 

           三商物産株式会社 

           代表取締役 鈴木惠子 
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  ４．支 出 項 目 令和６年度一般会計 

             ２款 総務費 

             １項 総務管理費 

             ５目 財産管理費 

  令和７年３月５日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  提案理由は、八峰町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条の規定により、予定価格が5,000万円以上の工事にかかる契約であり、議会の議

決を要するためでございます。 

  今回の変更内容につきましては、先日の臨時議会で補正予算ご可決いただきましたけ

れども、主に校舎内の残地物が見込みよりも多かったことに処分費の増加、それから校

舎基礎部分の取り崩し、解体料の見込みよりも多くなったことによる増加、また、産廃

処分費について、当初、能代の処分場での処分を設計に盛り込んでおりましたが、これ

が秋田市内の処分場に変更になったことによる産廃処分費の増加で、これらにおきまし

て契約金額が2,463万4,500円増となったものでございます。 

  説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いいたしま

す。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第18号について質疑を行います。質疑ありません

か。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第18号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第18号は原案のとおり

可決されました。 

  日程第18、議案第19号、工事請負変更契約の締結についてを議題とします。 
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  当局の説明を求めます。浅田建設課長。 

○建設課長（浅田善孝君） 議案第19号についてご説明いたします。 

  議案第19号、工事請負変更契約の締結について。 

  令和６年５月17日に指名競争入札に付した町道目名潟大沢線道路改良工事について、

下記のとおり請負変更契約を締結するため、八峰町議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものです。 

  １．契 約 の 目 的 町道目名潟大沢線道路改良工事 

  ２．契 約 金 額 変更前 5,500万円 

           変更後 5,408万8,100円 

  ３．契約の相手方 秋田県山本郡八峰町峰浜塙字豊後長根141番地１ 

           株式会社嶋田建設 

           代表取締役 太田治彦 

  ４．支 出 項 目 令和６年度八峰町一般会計 

             ８款 土木費 

             ２項 道路橋梁費 

             ２目 道路新設改良費 

  令和７年３月５日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  提案理由です。八峰町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第２条の規定により、予定価格が5,000万円以上の工事にかかる契約であり、議会の

議決を要するためです。 

  このたびの変更契約の主な内容ですけども、舗装はぎ取り後の現場を確認したところ、

路盤の入れ替えが不要な箇所があったことや、交通規制の見直しで交通誘導員の人数を

減らせたことなどの理由から91万1,900円減額するものです。 

  なお、工事箇所や現場状況等についてはタブレットの方に関係資料を掲載しておりま

すので、併せてご確認願います。 

  説明は以上です。よろしくご審議いただき、ご可決賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第19号について質疑を行います。質疑ありません

か。11番山本優人君。 
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○１１番（山本優人君） 参考のために聞きます。これは減額なわけですけども、わずか

100万円に満たない減額なんですが、あえてこれを議案として審議する必要性はどのぐ

らい重要なのかと。まあ議会改革でもないけども、あえて出す理由というものが、これ

条例とか法律等にあるのか、その辺確認を求めます。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの11番議員の質問に対し、答弁を求めます。和平総務

課長。 

○総務課長（和平勇人君） ただいまの山本議員のご質問にお答えをいたします。 

  説明の際にもございました八峰町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例の規定では、予定価格が5,000万円以上のものについては、１円でも変更

があれば議決を要するという解釈になりますので、金額の過多にかかわらず議決が必要

というふうに考えております。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第19号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第19号は原案のとおり

可決されました。 

  日程第19、議案第20号、工事請負変更契約の締結についてを議題とします。 

  当局の説明を求めます。浅田建設課長。 

○建設課長（浅田善孝君） 議案第20号についてご説明いたします。 

  議案第20号、工事請負変更契約の締結について。 

  令和６年１月15日に指名競争入札に付した令和５年度発生災害復旧工事（９工区）

について、下記のとおり請負変更契約を締結するため、八峰町議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるもの

です。 
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  １．契 約 の 目 的 令和５年度発生災害復旧工事（９工区） 

  ２．契 約 金 額 変更前 9,570万円 

           変更後 9,901万9,800円 

  ３．契約の相手方 秋田県山本郡八峰町八森字椿台136番地 

           伊藤栄建設株式会社 

           代表取締役 伊藤栄典 

  ４．支 出 項 目 令和６年度八峰町一般会計（繰越明許費） 

             11款 災害復旧費 

             ２項 公共土木施設災害復旧費 

             １目 公共土木施設災害復旧費 

  令和７年３月５日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  提案理由です。八峰町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第２条の規定により、予定価格が5,000万円以上の工事にかかる契約であり、議会の

議決を要するためです。 

  このたびの変更契約の主な内容ですが、労務単価の改定に伴う増や、週休２日の取得

に要する費用の計上について令和６年４月１日より義務化されたことを受け、秋田県よ

り適切に変更対応するよう指導があったため、関係費用を追加したことなどが要因とな

り、331万9,800円を増額するものです。 

  なお、工事箇所や現場状況等についてはタブレットの方に関係資料を掲載しておりま

すので、併せてご確認願います。 

  説明は以上です。よろしくご審議いただき、ご可決くださいますよう、よろしくお願

いいたします。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第20号について質疑を行います。質疑ありません

か。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 
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  これより議案第20号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第20号は原案のとおり

可決されました。 

  日程第20、議案第21号、公の施設の指定管理者の指定についてを議題とします。 

  当局の説明を求めます。堀内農林水産課長。 

○農林水産課長（堀内和人君） 議案第21号についてご説明いたします。 

  議案第21号、公の施設の指定管理者の指定について。 

  八峰町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条の規定により、次

のとおり八峰町漁村コミュニティ市場の指定管理者として指定する。 

  １．指定管理者となる団体の所在地及び名称です。八峰町八森字横間156番地内 は

ちもり観光市組合 組合長 山口敬市さん。 

  ２．指定の期間です。令和７年４月１日から令和12年３月31日までまでの５年間で

す。 

  令和７年３月５日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  提案理由です。八峰町漁村コミュニティ市場の指定管理者を指定するため、地方自治

法第244条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  以上で議案第21号の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご可決くださいます

ようお願いいたします。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第21号について質疑を行います。質疑ありません

か。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第21号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 



 

- 52 - 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第21号は原案のとおり

可決されました。 

  日程第21、議案第22号、令和６年度八峰町一般会計補正予算（第10号）を議題とし

ます。 

  当局の説明を求めます。田村副町長。 

○副町長（田村 正君） それでは、議案第22号、令和６年度八峰町一般会計補正予算

（第10号）についてご説明いたします。 

  令和６年度八峰町の一般会計補正予算（第10号）は、次に定めるところによる。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,568万4,000円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ69億1,097万円とするものでございます。 

  補正後の歳入歳出の予算の金額につきましては、「第１表 歳入歳出予算補正」のと

おりでございます。 

  第２条、繰越明許費の追加につきましては、「第２表 繰越明許費補正」のとおりで

ございます。 

  第３条、債務負担行為の追加につきましては、「第３表 債務負担行為補正」のとお

りでございます。 

  第４条、地方債の変更につきましては、「第４表 地方債補正」のとおりでございま

す。 

  令和７年３月５日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  それでは、４ページをお開きください。 

  第２表、繰越明許費補正ですが、繰越明許費を追加するもので、入札不調による発注

の遅れや関係機関との協議に時間を要したことによる事業の遅れや県事業の繰越に伴う

ものなど、年度内に支出が終わらない事業や年度内に完成が見込めない事業を追加する

ものでございます。 

  次に、５ページをお開きください。 

  第３表、債務負担行為補正ですが、債務負担行為を追加するもので、４月１日に業務

開始や支払いが発生するもので、年度内に入札手続きや契約手続きを進める必要がある

ことから債務負担行為を設定するものでございます。 
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  次に、６ページをお開きください。 

  第４表、地方債補正ですが、地方債の変更でございます。各事業の起債額が確定ある

いは確定見込みとなったことに伴い、変更するものでございます。 

  それでは、10ページ・11ページをお開きください。 

  続きまして、歳入歳出の主な補正理由について、事項別明細書に基づいてご説明いた

します。 

  このたびの補正は、歳入歳出ともに事業の完了や事業費の確定見込みに伴う減額が多

数ございますので、この減額分につきましては説明を省略させていただき、追加で増額

となるものを重点にご説明いたします。 

  まず歳入についてでございますが、上から２つ目の10款１項１目地方特例交付金の

１節住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金は、いわゆる住宅ローン減税に伴う

個人住民税の減収分で、次の２節定額減税減収補填特例交付金は、昨年６月の定額減税

に伴う個人住民税の減収分をそれぞれ国が補填するための交付金であり、金額が確定し

たことにより、合わせて2,161万7,000円を追加するものでございます。 

  次の11款地方交付税は、今年度の普通交付税が確定したことにより4,582万円を追加

するものでございます。 

  12ページ・13ページをお開きください。 

  15款国庫支出金２項２目民生費国庫補助金２節児童福祉費補助金は、児童手当シス

テム改修費の補助金額が確定したことにより、子ども・子育て支援事業費補助金（児童

手当制度改正円滑化事業）の449万7,000円を追加するものでございます。 

  ２つ下の４目土木費国庫補助金１節道路橋梁費補助金は、水沢橋の橋脚の地質調査を

行うため、道路交通安全対策事業補助金250万8,000円を追加するものでございます。 

  14ページ・15ページをお開きください。 

  18款寄附金１項３目教育費寄附金は、旧峰浜村出身の中館カチヱ氏から八峰中学校

へ寄せられた300万円と、金谷信榮氏から図書購入として寄せられた150万円の合わせ

て450万円を追加するものでございます。 

  次に、21款諸収入５項５目助成金のうち花火大会運営助成金は、キリンビールから

の助成金が確定したため５万1,000円を追加するもので、また、住宅防火補助金は、町

営住宅の火災警報器を更新したものに対する補助金が確定したことにより４万4,000円

を追加するものでございます。 
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  16ページ・17ページをお開きください。 

  22款町債につきましては、中ほどにある５目土木債１節町道整備事業債ですが、町

道目名潟大沢線交差点改良事業分の過疎債130万円を追加するものでございます。 

  18ページ・19ページをお開きください。 

  続きまして、歳出をご説明いたします。 

  ２款総務費１項７目の電子計算費のうち17節備品購入費につきましては、令和７年

度の新規採用職員の事務用パソコンを購入するため85万8,000円を追加するものでござ

います。 

  ９目自治振興費ですが、３月27日に行う予定の自治功労者表彰式の被表彰者の人数

が確定したことに伴う経費の追加で、報償費、需用費、役務費合わせて11万円を追加

するものでございます。 

  22ページ・23ページをお開きください。 

  ３款民生費１項５目国民健康保険費27節繰出金は、金額が確定したことにより国保

財政安定化支援事業繰出金99万4,000円を追加するものでございます。 

  次の７目後期高齢者医療費12節委託料は、健診受診者が増加していることから後期

高齢者健診業務委託料42万7,000円を追加するものでございます。 

  ４款衛生費１項７目町営診療所費につきましては、特別会計との調整で繰出金261万

4,000円を追加するものでございます。 

  28ページ・29ページをお開きください。 

  ７款商工費１項２目商工振興費18節負担金、補助及び交付金につきましては、中小

企業融資及び小規模事業者経営改善資金融資の実績が増加となる見込みであることから、

保証金と利子補給補助金を合わせた140万7,000円を追加するものでございます。 

  次の３目観光費18節負担金、補助及び交付金のうち一番下の八峰町花火大会補助金

（助成事業分）は、キリンビールからの運営助成金が確定したことにより５万2,000円

追加するものでございます。 

  次に、30ページ・31ページをお開きください。 

  ７款商工費の７目温泉管理費12節委託料は、ハタハタ館の源泉ポンプに不具合が発

生して修繕費が掛かり増しとなっており、温泉施設管理業務委託料119万6,000円を追

加するものでございます。 

  次に、８款土木費２項３目橋梁維持費12節委託料は、現在通行止めとなっている水
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沢橋について、県と協議をして橋梁の補修工事を行う前に早急に橋脚部分の地質調査を

行うこととし、水沢橋地質調査業務委託料500万円を追加するものでございます。 

  34ページから43ページまでの10款教育費につきましては、後ほど教育長から説明い

たします。 

  44ページ・45ページをお開きください。 

  13款諸支出金２項１目財政調整基金費24節積立金は、歳入のところでご説明しまし

た、旧峰浜村出身の中館カチヱ氏から八峰中学校の教育活動へ寄せられた300万円につ

いて、88万9,000円をＡＩを活用した英語教育強化事業に充てることとし、残りを令和

８年度以降の事業に活用するため、中学校教育寄附金分として211万1,000円を積み立

てるものでございます。 

  次の２目減債基金費24節積立金は、令和６年度に普通交付税が追加で交付され、そ

の内訳に令和７年度と令和８年度の臨時財政対策債の元利償還金の交付税措置分を前倒

しで交付されたものが含まれており、総務省の通知に基づき減債基金に積み立てるもの

など減債基金積立金2,333万2,000円を追加するもので、令和７年度以降に取り崩して

公債費に充当するものでございます。 

  以上で10款教育費以外の説明は終わります。何とぞよろしくご審議いただきまして、

ご可決賜りますようお願いいたします。 

○議長（皆川鉄也君） 鈴木教育長。 

○教育長（鈴木洋一君） 続きまして、教育委員会所管関係分をご説明いたします。 

  少し戻りまして、34ページ・35ページをお開きください。 

  10款教育費１項３目教育助成費で９節旅費のうち職員旅費16万円、10節需用費のう

ち消耗品費27万5,000円、13節使用料及び賃借料のうちＡＩ英語アプリ使用料83万

2,000円の合計128万7,000円につきましては、詳細をタブレットの資料から説明しま

すのでご覧ください。 

  八峰町の子どもたちがグローバル社会をたくましく生きる力を育むため、ＡＩによる

英会話を行うことができるアプリを導入し、令和７年度から八森小学校、峰浜小学校の

５・６年生と八峰中学校の生徒を対象として英語の授業で活用するものであります。財

源につきましては、旧峰浜村出身の中館カチヱ氏から八峰中学校の教育活動へ寄せられ

た300万円のうち、八峰中学校に活用する分として88万8,000円を、残りの小学校に活

用する分などに一般財源を充てていますが、令和６年度の国の補正予算で措置された文
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部科学省の事業であるＡＩの活用による英語教育強化事業の実証事業に補助事業の申請

をしており、年度内に採択となった場合は事業費に国庫補助金を充当する予定でおりま

す。 

  次に、36ページ・37ページをお開きください。 

  中ほどになりますが、３項中学校費１目八峰中学校費のうち17節備品購入費は、中

学校の教科書が４年に一度改訂され、４月から使う教師用の教科書と指導書を購入する

必要があるため、教材備品180万円を追加するものであります。 

  38ページ・39ページをお開きください。 

  中ほどになりますが、５項社会教育費２目公民館費17節備品購入費は、金谷信榮氏

から寄せられた寄附金を活用して、ファガス及び峰栄館の図書充実するための図書購入

費151万円を追加するものであります。 

  40ページ・41ページをお開きください。 

  中ほどになりますが、６項保健体育費１目保健体育総務費18節負担金、補助及び交

付金のうちトップアスリート等育成派遣費補助金は、事業が確定したことにより39万

2,000円を追加するものであります。 

  説明は以上でございます。何とぞよろしくご審議いただき、ご可決くださるよう、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第22号について質疑を行います。質疑ありません

か。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） 29ページのですね中小企業等の保証金のところですが、今回

増額になってますけども、これは地元の中小企業が借り入れを多くしたことによっての

増額なってるんでしょうか。まあそれに合わせて中小企業が設備投資したのか、経営的

に悪くて負債整理のための借り入れなのか、その辺も含めて答弁願います。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの11番議員の質問に対し、答弁を求めます。成田商工

観光課長。 

○商工観光課長（成田拓也君） ただいまの山本議員のご質問にお答えいたします。 

  町が中小企業の経営安定のために実施しております、この中小企業融資の斡旋、小規

模事業経営改善の関係ですけれども、当初予算で見込んでいた時よりも年度中に借り入

れた実績が伸びたことによりまして、その利子補給に充てる金額、信用保証金の額が増

額となったということです。実際に借り入れた内容について、設備投資であるか、その
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他の経営に対するものなのか、ちょっと手元には確認取れるものがありませんので、後

ほど確認してお話したいと思います。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ありませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） もう１点、25ページ、補助金の地域おこし協力隊の支援補助

金200万円減額なっていますが、まあ地域おこし協力隊の隊員の方が起業するという前

提で、これ補助予算を取ったということで、それがならなかったというふうに解釈して、

するしかないと思うんですが、まあこの辺、非常に残念なわけですよね。ですからその

辺はどういうことなのか、答弁願います。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。高杉企画政策課長。 

○企画政策課長（高杉泰治君） ただいまの山本議員のご質問にお答えいたします。 

  当初予算で企画政策課分としましては１人当たり100万円の200万円を予算措置して

おりました。そのうち12月いっぱいで退任いたしました方については、今年度中に交

付いたします。また、３月末で退任される方につきましては、事業の進捗、新たに起業

する事業の進捗状況を鑑みた時に、令和６年度中ではなくて令和７年度中にいただきた

いという申し出がありましたので、令和６年度中には１件分の100万円を減額しまして、

令和７年度の新年度予算の方に100万円の方を計上しております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） ちょっと分からないのでちょっと教えてもらいたいんですけれ

ども、10ページの定額減税のところで、説明の中に町税の減額、定額減税ということ

で2,100万円、これはちょっとどのように振り分けられるのか。課税世帯に対する３万

円の定額減税１人当たりとか課税されるところにあるんですけれども、先ほど町税の定

額減税ということですので、どのくらいの人たちにどういうふうにこう割り振りされる

のか。そこら辺で分かる範囲内で教えてもらいたいと思います。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの８番議員の質問に対し、答弁を求めます。今井税務会

計課長。 

○税務会計課長（今井利宏君） お答えいたします。 

  定額減税で対象となったのは、当初賦課で2,422人、2,051万8,000円の減収となり

ます。 

  以上です。 
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○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第22号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第22号は原案のとおり

可決されました。 

  日程第22、議案第23号、令和６年度八峰町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第３号）を議題とします。 

  当局の説明を求めます。菊地福祉保健課長。 

○福祉保健課長（菊地俊平君） ご説明いたします。 

  議案第23号、令和６年度八峰町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）。 

  令和６年度八峰町の国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）は、次に定め

るところによります。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ99万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ８億7,274万5,000円とする。 

  令和７年３月５日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  歳入歳出の主な補正内容につきましては、事項別明細書に基づいてご説明いたします。 

  歳入の６ページ目をお願いいたします。 

  ６款１項１目一般会計繰入金99万4,000円の追加につきましては、６節財政安定化支

援事業の実績額の確定による補正となっております。 

  続きまして、８ページ目をお願いいたします。 

  歳出、８款１項１目予備費99万4,000円は、歳入歳出総額調整のための追加補正と

なってございます。 

  説明は以上でございます。よろしくご審議いただき、ご可決賜りますよう、よろしく
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お願いいたします。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第23号について質疑を行います。質疑ありません

か。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第23号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第23号は原案のとおり

可決されました。 

  日程第23、議案第24号、令和６年度八峰町営診療所特別会計補正予算（第４号）を

議題とします。 

  当局の説明を求めます。菊地福祉保健課長。 

○福祉保健課長（菊地俊平君） ご説明いたします。 

  議案第24号、令和６年度八峰町営診療所特別会計補正予算（第４号）。 

  令和６年度八峰町の町営診療所特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところに

よります。 

  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ500万1,000円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億32万4,000円とする。 

  令和７年３月５日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  歳入歳出の主な補正内容につきましては、事項別明細書に基づいてご説明いたします。 

  歳入、６ページ目をお願いいたします。 

  １款診療収入２項１目医科諸検査等収入から766万5,000円の減額ですが、これにつ

きましては、新型コロナウイルスワクチンの定期接種化に伴い750人分の収入を見込ん

でおりましたが、実績が244名となりまして約500人分の補正減ということになります。 

  次の３款１項１目繰入金261万4,000円の追加は、歳入歳出合わせのための一般会計
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からの繰入金となります。 

  次の５款諸収入１項雑入２目助成金につきましては、マイナ保険証利用促進のための

利用勧奨の取り組みにかかる助成金として５万円を追加するものであります。 

  続いて歳出、８・９ページ目をお願いいたします。 

  歳出、２款１項１目医科医業費の需用費、医薬材料費500万1,000円の減額は、新型

コロナウイルスワクチンの実績分の減額と、年度末までの必要な医薬品購入費を確保し

た上での補正予算となってございます。 

  説明は以上となります。よろしくご審議いただき、ご可決賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第24号について質疑を行います。質疑ありません

か。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第24号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第24号は原案のとおり

可決されました。 

  休憩いたします。２時５分より再開いたします。 

          午後 １時５６分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 ２時０５分 再  開 

○議長（皆川鉄也君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  日程第24、発議第２号、予算特別委員会の設置についてを議題とします。 

  事務局長に朗読させます。佐々木事務局長。 

○議会事務局長（佐々木高君） 発議第２号について説明させていただきます。 

  発議第２号 
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令和７年３月５日 

  八峰町議会議長 皆 川 鉄 也 様 

提出者 八峰町議会議員 水 木 壽 保 

賛成者 八峰町議会議員 見 上 政 子 

賛成者 八峰町議会議員 奈 良 聡 子 

賛成者 八峰町議会議員 芦 崎 達 美 

賛成者 八峰町議会議員 須 藤 正 人 

予算特別委員会の設置について 

  標記委員会の設置について、八峰町議会会議規則第14条の規定により別紙のとおり提

出します。 

  提案理由です。令和７年度八峰町一般会計、各特別会計予算及び公営企業会計予算を

集中的に審査するためであります。 

  次のページ、予算特別委員会の設置について。 

  予算特別委員会を次のとおり設置するものとする。 

  名称、予算特別委員会。 

  設置の根拠、地方自治法第109条及び八峰町議会委員会条例第５条の規定によります。 

  目的は、次の議案について審査することを目的とするとして、 

  議案第25号 令和７年度八峰町一般会計予算 

  議案第26号 令和７年度八峰町国民健康保険事業勘定特別会計予算 

  議案第27号 令和７年度八峰町介護保険事業勘定特別会計予算 

  議案第28号 令和７年度八峰町後期高齢者医療特別会計予算 

  議案第29号 令和７年度八峰町沢目財産区特別会計予算 

  議案第30号 令和７年度八峰町営診療所特別会計予算 

  議案第31号 令和７年度八峰町簡易水道事業会計予算 

  議案第32号 令和７年度八峰町下水道事業会計予算 

  設置の期間は、令和７年３月５日本日から令和７年３月19日まで。 

  委員の定数は、11名です。 

  予算審査に関する特別委員会分科会（各常任委員会）所管事項は、別紙のとおりとす

るとし、総務民生分科会の所管事項として、令和７年度八峰町一般会計予算のうち、総

務課、防災町民課、財政課、企画政策課、税務会計課、福祉保健課、町営診療所、議会
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事務局、選挙管理委員会及び監査委員の所管に関する事項並びに他の分科会の所管に属

さない事項。次の令和７年度八峰町特別会計予算に関する事項としては、沢目財産区特

別会計予算、国民健康保険事業勘定特別会計予算、介護保険事業勘定特別会計予算、後

期高齢者医療特別会計予算、町営診療所特別会計予算。 

  教育産業建設分科会の所管事項として、令和７年度八峰町一般会計予算のうち、農業

委員会、建設課、商工観光課、農林水産課及び教育委員会の所管に関する事項。次の令

和７年度八峰町公営企業会計予算に関する事項として、簡易水道事業会計予算、下水道

事業会計予算。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ただいま朗読のとおり、予算特別委員会を設置することにご異議

ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、予算特別委員会は設置される

ことに決定いたしました。 

  お諮りします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員選任については、八峰

町議会委員会条例第５条第４項の規定により議長より指名したいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。それでは当席から指名をいたします。 

  １番笠原吉範君、２番伊藤一八君、３番奈良聡子さん、４番芦崎達美君、５番水木壽

保君、６番菊地 薫君、７番腰山良悦君、８番見上政子さん、９番須藤正人君、10番

門脇直樹君、11番山本優人君、以上11名を指名します。 

  委員長・副委員長選任のため、暫時休憩します。協議いただきたいと思います。 

          午後 ２時１０分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 ２時１１分 再  開 

○議長（皆川鉄也君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第25、予算特別委員会委員長及び副委員長の互選結果の報告についてを議題と

します。 

  ただいま互選結果について本席に通知がありましたので報告します。 
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  予算特別委員長には６番菊地 薫君、副委員長には３番奈良聡子さんが互選されまし

た。 

  日程第26、議案第25号、令和７年度八峰町一般会計予算を議題とします。 

  ただいま議題となっています議案第25号については、予算特別委員会に付託したい

と思いますが、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第25号、令和７年度八

峰町一般会計予算は、予算特別委員会に付託することに決定いたしました。 

  日程第27、議案第26号、令和７年度八峰町国民健康保険事業勘定特別会計予算、日

程第28、議案第27号、令和７年度八峰町介護保険事業勘定特別会計予算、日程第29、

議案第28号、令和７年度八峰町後期高齢者医療特別会計予算、日程第30、議案第29号、

令和７年度八峰町沢目財産区特別会計予算、日程第31、議案第30号、令和７年度八峰

町営診療所特別会計予算、日程第32、議案第31号、令和７年度八峰町簡易水道事業会

計予算、日程第33、議案第32号、令和７年度八峰町下水道事業会計予算については、

会議規則第37条の規定により一括議題とします。 

  お諮りします。本議案は一括して予算特別委員会に付託したいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第26号から議案第32号

は、一括して予算特別委員会に付託することに決定しました。 

  日程第34、議案第33号、八峰町教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

  当局の説明を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） ご説明いたします。 

  議案第33号、八峰町教育委員会委員の任命について。 

  八峰町教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

  住所 八峰町八森字八森、氏名は秋田武英さんでございます。年齢67歳。 

  本日提出、私でございます。 

  提案理由でございます。八峰町教育委員会委員の秋田武英氏が令和７年５月16日で

任期満了となることから、引き続き八峰町教育委員会委員に任命いたしたく、関係法令
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に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 

  経歴等につきましてはタブレットに記載しているので、そちらをご覧ください。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第33号について質疑を行います。質疑ありません

か。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第33号を採決します。 

  この採決は無記名投票で行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、本案は無記名投票で行うこと

に決定しました。 

  議場の出入り口を閉めます。 

          （議場閉鎖） 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの出席議員数は12名です。 

  次に、立会人を指名します。 

  立会人は、八峰町議会会議規則第32条第２項の規定により、11番山本優人君、１番

笠原吉範君、２番伊藤一八君を指名します。 

  投票用紙を配ります。 

          （投票用紙配付） 

○議長（皆川鉄也君） 念のため申し上げます。本案に賛成の方は「賛成」と、反対の方

は「反対」と記載願います。 

  投票用紙の配付漏れはございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を点検いたします。 
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          （投票箱点検） 

○議長（皆川鉄也君） 異状なしと認めます。 

  ただいまから投票を行います。１番議員から順番に投票願います。 

          （投 票） 

○議長（皆川鉄也君） 投票漏れはございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 投票を終わり、開票を行います。 

  先ほど立会人に指名されました３名の方は、開票の立ち会いをお願いいたします。 

          （開 票） 

○議長（皆川鉄也君） 投票の結果を報告します。 

  投票総数11票、有効投票11票、無効投票ゼロ票。 

  有効投票のうち賛成11票、有効投票のうち反対ゼロ票。以上のとおり賛成が多数であ

ります。したがって、議案第33号は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

  議場の閉鎖を解きます。 

          （議場開鎖） 

○議長（皆川鉄也君） 日程第35、議案第34号、八峰町沢目財産区管理委員選任につい

てを議題とします。 

  当局の説明を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） ご説明申し上げます。 

  議案第34号、八峰町沢目財産区管理委員の選任について。 

  八峰町沢目財産区管理委員に次の者を選任したいので、八峰町沢目財産区管理会条例

第３条の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

  住所 八峰町峰浜沼田字家ノ下、氏名は斉藤久雄さん、74歳でございます。 

  本日提出、私でございます。 

  提案理由、現在の委員であります小林信夫氏が令和７年３月31日で辞任することか

ら、関係地区に推薦を求めたところ、斉藤久雄氏の推薦があり管理委員として選任いた

したく、関係条例の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 

  こちらも同様に、経歴等につきましてはタブレットに掲載してございます。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

  以上です。 
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○議長（皆川鉄也君） これより議案第34号について質疑を行います。質疑ありません

か。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第34号を採決します。 

  お諮りします。採決の方法については、八峰町議会会議規則第86条の規定により簡

易表決にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、採決は簡易表決で行うことに

決定しました。 

  お諮りします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第34号は原案のとおり

同意することに決定いたしました。 

  日程第36、議案第35号から日程第39、議案第38号までの４件については、いずれも

人権擁護委員候補者の推薦についての議案であるため一括上程したいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第35号から議案第38号

は、一括上程することに決定しました。 

  当局の説明を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） ご説明申し上げます。 

  議案第35号、人権擁護委員候補者の推薦について。 

  八峰町人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条

第３項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。 

  住所 八峰町八森字浜田、氏名は工藤金悦さん、67歳でございます。 

  本日提出、私でございます。 
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  提案理由といたしましては、現委員の工藤金悦氏が令和７年６月30日で任期満了と

なることから、引き続き八峰町人権擁護委員の候補者として推薦いたしたく、関係法令

に基づき、議会の意見を求めるものでございます。 

  同様にタブレットに経歴等は記載しております。 

  議案第36号、人権擁護委員候補者の推薦について。 

  こちらも同様でございますけれども、住所が八峰町峰浜塙字塙、太田たかねさん、

63歳でございます。 

  本日提出、こちらも私でございます。 

  提案理由といたしましては、現委員の太田たかね氏が令和７年６月30日で任期満了

となることから、引き続き八峰町人権擁護委員の候補者として推薦いたしたく、関係法

令に基づき、議会の意見を求めるものでございます。 

  同様に、議案第37号、人権擁護委員候補者の推薦について。 

  住所が八峰町八森字山内、氏名が藤田吉孝さん、65歳。 

  こちらも本日提出、私でございます。 

  提案理由といたしましても同様でございまして、現委員の藤田吉孝氏が令和７年６月

30日で任期満了となることから、引き続き八峰町の人権擁護委員の候補者として推薦

いたしたく、関係法令に基づき、議会の意見を求めるものでございます。 

  議案第38号、こちらも同様に人権擁護委員候補者の推薦でございます。 

  住所が八峰町峰浜塙字豊後長根、氏名が高杉誠さん、62歳。 

  こちらも本日提出、私でございます。 

  提案理由といたしましては、現委員の小林金則氏が令和７年６月30日で任期満了と

なることから、新たに八峰町人権擁護委員の候補者として推薦いたしたく、関係法令に

基づき、議会の意見を求めるものでございます。 

  全て経歴につきましてはタブレットに記載しているところでございます。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げます。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） お諮りします。日程第36、議案第35号から日程第39、議案第38

号までの４件については、いずれも人権擁護委員候補者の推薦についての議案でありま

すので、一括質疑を行い、その後、議案ごとに討論と採決を行いたいと思いますが、ご

異議ありませんか。 
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          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。 

  これより議案第35号から38号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論と採決を行います。 

  なお、採決の方法については、八峰町議会会議規則第86条の規定により簡易表決に

したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認め、採決は簡易表決で行うことに決定しました。 

  日程第36、議案第35号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 

  本件に対する討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第35号を採決します。 

  お諮りします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第35号は原案のとおり

同意することに決定しました。 

  日程第37、議案第36号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 

  本件に対する討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第36号を採決します。 

  お諮りします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第36号は原案のとおり

同意することに決定いたしました。 

  日程第38、議案第37号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 

  本件に対する討論を行います。討論ありませんか。 
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          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第37号を採決します。 

  お諮りします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第37号は原案のとおり

同意することに決定しました。 

  日程第39、議案第38号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 

  本件に対する討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第38号を採決します。 

  お諮りします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第38号は原案のとおり

同意することに決定しました。 

  日程第40、陳情第１号、「最低賃金法の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書」

の採択を求める陳情を議題とします。 

  内容の朗読を省略します。 

  お諮りします。本案は、八峰町議会会議規則第91条第１項の規定により教育産業建

設常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第１号は教育産業建設常

任委員会に付託することに決定しました。 

  日程第41、陳情第２号、デジタル・ベーシックインカム導入に関する意見書の提出

についての陳情書を議題とします。 

  内容の朗読を省略します。 

  お諮りします。本案は、八峰町議会会議規則第91条第１項の規定により総務民生常

任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第２号は総務民生常任委

員会に付託することに決定しました。 

  日程第42、陳情第３号、「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関す

る陳情を議題とします。 

  内容の朗読を省略します。 

  お諮りします。本案は、八峰町議会会議規則第91条第１項の規定により総務民生常

任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第３号は総務民生常任委

員会に付託することに決定しました。 

  これで本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日の会議を閉じます。 

  なお、次回の本会議は、17日午前10時より開会し、一般質問を行います。 

  これにて散会します。ご苦労様でございました。 
 
 

          午後 ２時３４分 散  会 
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署  名 

 

 上記会議の次第を記載し、これに相違ないことを証明するためここに署名する。 

 

 

             八峰町議会議長    皆 川 鉄 也   

 

 

              同 署名議員 ８番 見 上 政 子   

 

 

              同 署名議員 ９番 須 藤 正 人   

 

 

              同 署名議員 10番 門 脇 直 樹   
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令和７年３月八峰町議会臨時会会議録 
 
 

令和７年３月１７日（月曜日） 
 
 

議 事 日 程 第 ２ 号 

令和７年３月１７日（月曜日）午前１０時開議 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 一般質問 

第 ３ 陳情第 ６号 政府の責任で医療・介護施設への支援を拡充しすべてのケア労働

者の賃上げや人員増のため国に意見書提出を求める陳情 

第 ４ 陳情第 ７号 健康保険証廃止の中止について国に意見書提出を求める陳情 

第 ５ 陳情第 ８号 「小・中学校給食費の無償化」を国の制度として実施を求める意

見書提出の陳情 

第 ６ 陳情第１０号 「介護保険制度の抜本改善・介護従事者の処遇改善を求める」国

への意見書提出を求める陳情書 

第 ７ 陳情第 １号 「最低賃金法の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採

択を求める陳情書 

第 ８ 陳情第 ２号 デジタル・ベーシックインカム導入に関する意見書の提出につい

ての陳情書 

第 ９ 陳情第 ３号 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関する陳情

書 
 
 

出席議員（１２人） 

   １番 笠 原 吉 範   ２番 伊 藤 一 八   ３番 奈 良 聡 子 

   ４番 芦 崎 達 美   ５番 水 木 壽 保   ６番 菊 地   薫 

   ７番 腰 山 良 悦   ８番 見 上 政 子   ９番 須 藤 正 人 

  １０番 門 脇 直 樹  １１番 山 本 優 人  １２番 皆 川 鉄 也 
 
 

欠席議員（なし） 
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説明のため出席した者 

   町 長  堀 内 満 也   副 町 長  田 村   正 

   教 育 長  鈴 木 洋 一   総 務 課 長  和 平 勇 人 

   企画政策課長  高 杉 泰 治   建 設 課 長  浅 田 善 孝 

   防災町民課長  工 藤 善 美   農林水産課長  堀 内 和 人 

   商工観光課長  成 田 拓 也   税務会計課長  今 井 利 宏 

   福祉保健課長  菊 地 俊 平   教 育 次 長  山 本 節 雄 

   学校教育課長  山 本   望   生涯学習課長  石 上 義 久 

   農業委員会事務局長  内 山 直 光 
 
 

議会事務局職員出席者 

   議会事務局長  佐々木   高   議会事務局庶務係長  須 藤 佳奈子 
 
 

          午前１０時００分 開  議 

○議長（皆川鉄也君） おはようございます。 

  傍聴者の皆さんには、朝早くからご苦労様でございます。とりわけ三種町の議会事務

職員の皆さん、今日、八峰町までわざわざ傍聴に来ていただいております。少し緊張し

ておりますが、よろしくひとつお願いをいたしたいと思います。 

  ただいまの出席議員数は12名であります。定足数に達しておりますので、これより会

議を開きます。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、八峰町議会会議規則第124条の規定により、３番奈良聡子さん、

４番芦崎達美君、５番水木壽保君の３名を指名します。 

  日程第２、一般質問を行います。 

  順番に発言を許します。１番笠原吉範君。 

○１番（笠原吉範君） おはようございます。傍聴者の皆様におかれましては、お足下の

悪い中、傍聴に来てくださり、誠にありがとうございます。 

  議席番号１番、笠原吉範、通告に従いまして、本日は２点について質問をいたします。 

  まずは、ふるさと納税による財源の取得についてであります。 

  令和７年度予算は、一般廃棄物処理施設負担金や旧塙木小学校解体事業費などで町村
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合併以来２番目の規模となりました。町長は、財政の健全化に伴い、町単独自補助金の

見直しや新規事業実施時のスクラップ・アンド・ビルドの徹底による財源の捻出を掲げ

ています。それによって懸念されるのは、財源不足による行政サービスの低下や、少子

化、人口減対策の停滞であります。 

  昨年視察した茨城県境町は、ふるさと納税に特化しており、通年提供できる特産品を

町が主体となって開発して寄附額を伸ばし、一般会計予算に頼ることなく様々な事業を

展開していました。厳しい財政状況の中で、ふるさと納税額を伸ばすことができれば貴

重な財源となります。全国で人気の返礼品調査などを行い、八峰町独自の返礼品の開発

が急務であると思いますが、町長の見解を伺います。 

  次に、ハタハタ館の今後のあり方についてであります。 

  ハタハタ館の経営改善については、一般質問で令和元年９月議会において私が、令和

４年６月議会において山本議員が前町長に対して行っています。当時の町長は「存続に

全力を尽くす。」と答弁しましたが、コロナ禍の影響がなくなっても２年連続で赤字を

継続するなど、一向に改善に向かう兆しが見えません。 

  ハタハタ館に対する町の負担額は、直近５年間で指定管理料が１億5,959万2,000円、

修繕費が２億287万3,000円、合わせると３億6,246万5,000円にも上ります。令和７年

度においては、指定管理料が3,500万円、改修費に7,390万円、合わせると１億890万

円の負担額となります。さらに、令和７年度からは秋田銀行と町に対する借入金800万

円の返済が始まります。正に危機的な状況と言わざるを得ません。 

  藤里町では赤字が続く町振興協会が指定管理を受けている、まいたけ生産工場の経営

を引き継ぐ事業者を公募するとの報道があり、佐々木町長は、民間のノウハウやアイデ

アを発揮してもらいたいと話しています。正に今、ハタハタ館に必要なのは、民間のノ

ウハウやアイデアであると思います。 

  １月20日の議会全員協議会において、ハタハタ館の入湯料の値上げや、レストラン

の経営時間をコロナ禍前に戻すなどの経営改善方針により、今年度見込まれる赤字が約

1,600万円に対し、来年度は540万円の黒字に転ずる見通しを示しました。町長は、

「令和７年度に結果を出せなければ、会社の解散も検討する。」と述べましたが、結果

を出せなかった場合、その後のハタハタ館のあり方をどのように考えているのかを伺い

ます。 

  以上２点、よろしくお願いいたします。 
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○議長（皆川鉄也君） ただいまの１番議員の一般質問に対し、当局の答弁を求めます。

堀内町長。 

○町長（堀内満也君） おはようございます。笠原議員のご質問にお答えいたします。 

  はじめに、「ふるさと納税による財源獲得について」であります。 

  ふるさと納税制度は、平成20年度に設立され、地方公共団体が自らの財源を確保し、

様々な施策を実現するために有効な手段であり、人口減少が深刻化する中で、地域資源

を最大限活用し、地域経済を再生していく上で重要な役割を果たす制度であります。 

  本町においては、平成26年度に寄附者に対しての返礼品の送付が始まってから徐々

に納税額が増加し、今年度は３月10日現在で8,922万円となっており、過去最高額とな

ることが確実となっております。 

  町の返礼品については、平成26年当時、22品でありましたが、その後、町内事業者

の協力を得ながら徐々に返礼品の数を増やし、現在では267品の返礼品を揃えておりま

す。 

  また、納税方法については、当初は役場窓口による現金払いと郵便振替でありました

が、その後は、電子決済やポータルサイトの数を増やすなど、納税しやすい環境整備に

も努めてきたところであります。 

  こうした中、全国の他の自治体の状況を見ると、本町とふるさと逸品協定を締結して

いる大阪府泉佐野市や、議員ご指摘の茨城県境町などでは、多くの寄附金を集めており、

そうした自治体と比べると本町の取り組みは不十分であったと考えております。 

  また、全国の返礼品を見ると、ブランド牛や米、海産物等が人気であるほか、最近で

は物価高の影響もあり、ティッシュやトイレットペーパーなどの日用品にも人気が集

まっております。 

  一方、本町においては、返礼品となり得る商品を製造する工場や加工場等が限られて

いるため、返礼品の種類が少ないことが課題であると考えておりますが、こうした中に

あっても、最近ではサーモンや海産物の加工品、黒椎茸など、新たな返礼品も増えてき

ております。 

  今後、町では返礼品を増やしていくため、町内の事業者に対し積極的に協力を求めて

まいりますとともに、町の資源を掘り起こしながら新たな返礼品の開発についても支援

を行うなど、本町の税収が増加するよう取り組みを強化してまいります。 

  次に、「ハタハタ館の今後のあり方について」についてであります。 
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  ハタハタ館については、創業当初から多額の借入金を抱えるなど厳しい経営状況が続

き、平成19年４月のリニューアルオープンから５年間は黒字に転じたものの、平成29

年度以降は、電気料金や人件費の高騰、旅行トレンドの変化や施設の老朽化による利用

者の減少等により、３年連続で1,500万円を超える経常赤字となっております。 

  また、令和２年３月には、経営改善計画を策定し、経営体制の強化や赤字部門の縮小

等に取り組んだものの、新型コロナウイルス感染症の大流行や豪雨災害等の影響もあり、

業績は悪化の一途をたどり、令和７年１月末時点での累積赤字は１億円を超えるなど、

依然厳しい経営状況が続いております。 

  町では、このような状況を踏まえ、コロナ禍においては、国や県などの補助事業等を

有効に活用し、新規宿泊者やリピーターの獲得に努めたほか、指定管理料においても、

令和４年度から3,500万円に引き上げるなど、経営の安定化にも取り組んでまいりまし

た。 

  また、今年度は、温泉棟の大規模改修のほか、ビジネス需要に対応するためのシング

ルルームの新設や、インバウンド需要に対応するためのシャワーユニットを設置してお

り、特に、８月から供用を開始したシングルルームは、10月以降の稼働率が65％を超

える高水準で推移しており、宿泊部門全体としては、コロナ渦の宿泊支援があった期間

を除けば、過去最高の売上げ実績となる見込みであります。 

  しかしながら、経営改善に向けては、レストラン・宴会を中心とする飲食部門の低迷

や電気料金の高騰、組織体制のあり方など、様々な課題が山積しております。 

  まず、この数年間で最も数字を落としているのが飲食部門であり、その対策として実

施した大規模な人員整理が、結果的に営業日や営業時間の短縮、サービスの低下を招き、

これに原材料等の高騰も相まって、令和２年度以降、飲食部門の売上げは全盛期の２分

の１以下にまで落ち込んでおり、メニューの再考や営業時間など抜本的な見直しが急務

となっております。 

  また、電気料金や原材料等が高騰しているにもかかわらず、単価の見直しや各種料金

の改定などを行ってこなかったことも大きな問題と捉えておりおります。 

  今後、町といたしましては、部門責任者の質的向上や従業員向けの接遇研修等を通じ

て脆弱な組織体制の改善や強化を図りつつ、「飲食部門の立て直し」、「電気料金の削

減」、「適正価格の維持」を三本柱とし、ハタハタ館の再建に取り組んでまいります。 

  まず、飲食部門の立て直しについては、新規メニューの開発や宴会プランの見直し、
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営業活動の強化に取り組むことで集客力の向上を図るとともに、既に１月から実施して

いるレストランの夜営業についても、当面の間、利用者が低調に推移することが予想さ

れるため、人員配置やメニュー数を工夫しながら、夜営業の再開が町内外に周知される

よう継続して取り組んでまいります。 

  また、電気料金の削減については、令和６年３月に株式会社エナーバンクと締結した

電力利用に関する連携協定に基づき、このたび電力の競り下げ方式による「リバース

オークション」を実施したところ、当初目標としていた15％を大きく超える約30％の

削減が可能となり、令和７年度からこの新たな契約単価に切り替えることで、約500万

円の経費削減を図ることができるものと考えております。 

  さらに、物価高騰分の売上げへの価格転嫁についても、この３月から順次、宿泊料金

や入浴料等を中心に価格改定を進めており、今後も社会情勢等に応じた価格に修正し、

コストアップ分を販売価格に反映させていくことで、安定的な営業活動が推進されてい

くものと期待しております。 

  長年、赤字経営が続くハタハタ館において、金融機関への借入金返済が始まる令和７

年度は、例年以上に厳しい経営を強いられる１年になるものと覚悟しております。 

  町といたしましても、１月20日の議会全員協議会で説明させていただいたとおり、

黒字転換を目指し、部門ごとに詳細調査や分析等を行い、より実効性・実現性の高い施

策等を取りまとめたところでありますが、これまでの赤字体質からの脱却は容易ではな

く、適宜修正等を行いながら、粘り強く取り組んでいく必要があるものと考えておりま

す。 

  しかしながら、近年、第三セクターが運営する施設については、人口減少や物価高騰

等の影響により全国的に倒産が相次いでおり、県内においても直近１年で複数の施設が

営業を終了しており、本町においても決して看過できない状況にあることから、今後の

収支状況によっては新たな指定管理者の公募や一部部門の直営化等も含め、検討を進め

ていく必要があると考えております。 

  いずれにいたしましても、ハタハタ館の運営は第三セクターであり、公共性・公益性

の観点から黒字化することは難しいものと認識しておりますが、今後も地域のランド

マークとして、「町民が集い、町民によって利用される場所」であり続けるとともに、

同施設の設置目的である「観光振興と住民の交流、健康・福祉の増進に資する施設」と

しての役割をしっかりと果たしていけるよう、全庁一丸となって取り組んでまいりたい
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と考えております。 

○議長（皆川鉄也君） １番議員、再質問ありませんか。１番笠原吉範君。 

○１番（笠原吉範君） それでは、まず１問目のふるさと納税についての再質問を行いた

いと思いますが、その前にですね、ここに町のホームページから取った資料を見てます

と、まず右肩上がりで順調にふるさと納税が増えているなという感じがします。これに

対しては職員の皆様のこれまでの努力に感謝を申し上げるとともに、本当によく頑張っ

てくれたなという気持ちでおります。 

  さてですね、先ほど来言ってるように、町の財源が非常に厳しい中でふるさと納税を

伸ばすというのは、新たな財源としてやはり非常に大切なことだと思います。いろんな

ところのふるさと納税をちょっと見ましたけど、まずその前にですね、これはふるさと

納税だけでなく、議員から何回も言われてることですけど、ホームページです。ワンク

リックで行けないんですよ、ふるさと納税に。町長、後で見てもらいたいんですが、境

町のホームページはワンクリックでふるさと納税に飛びます。ですから、これを見ます

とですね、令和６年度で3,412件となっておりますけども、私はですねポータルサイト

から納税してくれてるお客さんの方が多いんじゃないかなと思います、ホームページよ

り。もしその辺分かりましたら、担当課長からでもいいですのでお願いいたします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの再質問に対し、当局の答弁を求めます。高杉企画政策

課長。 

○企画政策課長（高杉泰治君） ただいまの笠原議員のご質問にお答えいたします。 

  当町につきましては、確かにポータルサイトから直接ふるさと納税にアクセスする方

が大多数を占めているというふうに考えております。また、今ご指摘がありましたホー

ムページ上のことに関しましては、ホームページ上に直接すぐにアクセスできるような

バナー等で対応していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに再質問ございませんか。１番笠原吉範君。 

○１番（笠原吉範君） ふるさと納税だけではなくてですね、やはり移住・定住に関しま

しても、例えば空き家とかですね、そういう移住を考えてる人たちに必要なものもワン

クリックで出てこないんですよ。これは議員から再三指摘受けてるということなんです

けども、多少お金はかかりますけども、町長、もう一度ホームページリューアルするっ

ていう考えはないですかね。お願いします。 
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○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、当局の答弁を求めます。高杉企画政策課

長。 

○企画政策課長（高杉泰治君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  それこそ委員会の方でも議員の方から質問ございました。そのことにつきましては、

まず今の現在の保守管理業者の方と相談しまして、何ていいますか、ホームページの見

やすさについて変更の方を検討していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） １番議員、ほかに質問ございませんか。１番笠原吉範君。 

○１番（笠原吉範君） 何とかそのようにしていただきたいと思います。 

  それでまたふるさと納税なんですが、まあ当町では、八峰町では枕が一番人気だとい

うことなんですが、境町のランキングを見ると米なんですね。で、米の売り方が非常に

うまいんですよ。返礼品の一番がですね無洗米なんです。しかも、あきたこまちなんで

すよ。茨城県産あきたこまち。無洗米がですね１位、２位、３位を独占してるんです。

で、あとですね食べくらべセットといって、５ｋｇの袋をですね、すごくこう米の種類

作ってるわけですよ。で、そのある米の中から３つをセレクトして送るとか、そういっ

たですね非常にこうアイデアに富んだやり方をしています。それとあと、品物だけじゃ

なくてですね、美容院室の利用券とか飲食店の利用券とかもあるんですよ。で、やはり

ですね、そういう、もしそれが、納税してくれる人がそれを選べばですね、町に来てく

れるわけですよね。それ以外のお金も落ちると思っております。例えば留山の登山とハ

タハタ館の宿泊をつけたものとかですね、いろいろ考えようと思えば考えれるんですよ

ね。そういったアイデアをもった返礼品を是非考えていただきたいと思います。いかが

ですか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの１番議員の質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 笠原議員のご質問にお答えいたします。 

  先ほど私答弁でも申し上げましたけども、やはりこれまでの取り組みというのは町で

は不十分だったなというふうに私は考えています。したがいましてですね、先ほど議員

からもおっしゃられたとおりですね、やはりかなりの納税を集めているような自治体の

どういった取り組みをしているのかというところをしっかりと研究していきますととも

にですね、やはり返礼品の数も魅力あるものでなければならないというふうに私も考え

ているところでございます。 
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  いずれですね、これからですね、ふるさと納税というのは貴重な税収になることは間

違いないというふうに私も考えているところでございますので、いずれ町内の商工会、

あるいは商工会とか、おらほの館のメンバーとかですね、そういった関係者と一度集

まって、その返礼品のあり方とか、あるいは新たな返礼品の開発とか、そういった動き

をですね、しっかりと進めていきたいなというふうに思っているところでございます。 

○議長（皆川鉄也君） １番議員、ほかに質問ございませんか。１番笠原吉範君。 

○１番（笠原吉範君） こうやって返礼品、売れてる返礼品を見ますと、まあ八峰町は枕

ですけど、境町は米ですが、やはり通年提供できるものが売上げを伸ばしてるんですね。

例えば、きりたんぽも売れてますけども、これやっぱり鍋物ですので寒い時期にしか出

せないということもあります。やはり通年で出せる、しかも量の出せるものを開発する

必要があると思うんですよ。例えば、境町でいえば米が30億円、干し芋が８億円ぐら

い売ってるんですけど、最初ですね町外からサツマイモ買ってきて、加工場を建てて、

それで始まったものなんです。で、それが徐々に売れていって、今度、町の方で農家に

イモ作ってくださいと、全量買い上げますよということで今８億円まで来てるわけです。

ですから、そういった通年でできるもの、提供できるものが必要だなと。それでまた、

そういう農産物である農家なり、加工品であればそのやる気のある人にやっぱり町が手

を貸してあげるということが非常に大事なことだなと思っております。通年で提供でき

るヒット商品を何とか考えていただきたいなと思います。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの１番議員の再質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 通年で出すというのはやはり非常に大事なことだなというふうに

私も思ってます。とりわけですね、先ほど境町はお米ということでしたけれども、当然

ながら八峰町でもお米は通年出せるのかなというふうに考えています。で、農業者だっ

たり、集荷業者さんとかそのあたりですね、いろいろと相談させていただきながら、あ

る程度やはり通年出す量ですね町の方で先に確保しておく必要がありますので、そう

いったところも含めて営業をしっかりと頑張っていきたいなというふうに思っておりま

す。 

  そしてまた干し芋の話も出ましたので、ちょっとこれについて言わせていただきます

とですね、前回の全協でも私お話しましたけども、実は、おらほの館にですね干し芋が

ですね実は出ているところでございます。で、私も食べましたけども非常においしく仕

上がっているところでございますので、ただですね議員おっしゃったとおり、なかなか
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そのイモの品種っていうところも限られているところがあってですね、なかなか量が出

せないというようなところも事業者さんからは聞いているところでございます。いずれ

先ほど申し上げたような商工会とか各種団体等とですね、しっかりと協議をしながら、

そういった新たな開発、あるいはその継続的に通年を通して出せるような返礼品という

ところもしっかりと検討していきたいなというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（皆川鉄也君） １番議員、再質問ございませんか。 

○１番（笠原吉範君） １問目は終わります。 

○議長（皆川鉄也君） では引き続き、２問目の方の再質問ありますでしょうか。１番笠

原吉範君。 

○１番（笠原吉範君） まずハタハタ館に関して質問をする前にですね、ちょっとここに

東洋経済オンラインというネットで見れるやつなんですが、「自治体が「三セク」で失

敗を繰り返す３つの理由」っていうのがあるんですよ。まあ後で全文読んでいただきた

いんですが、これは前町長の時にも私読み上げたものです。なかなかこれが響かなかっ

たようであります。堀内町長に響くのかどうか、ちょっとかいつまんで、私の意見とま

るっきり同じですので、これかいつまんで読み上げますので、それに関する感想をいた

だければと思います。 

  「役員には事業をしたことのない役所絡みの人が就き、事業設計はコンサルに外注。

資金調達については、補助金だけでなく、自治体から直接借り入れたり、もしくは損失

が出た場合の補償を、自治体にしてもらう条件で金融機関から融資を受けたりしてしま

うわけです。そもそもこうした三セクは、本来は経営責任を負うべきなのに、経営責任

を持たない、あるいは事業をしたことのない人が行うことが大半です。そのため、他人

に任せるにしても、誰に任せたらいいのかということさえ分からない。損失が出ても、

結局は自治体がどうにかしてくれると思っている「環境」のため、まともな経営ができ

ないわけです。そもそも事業も資金も、全てにおいて責任が不明瞭なわけです。最悪な

のは、もし失敗しても、再建計画もまた別のコンサルに依頼することです。そして「潰

してはいけない。潰すと大変だ。」というような話で、自治体がだらだらと救済策を講

じ続けることです。こうした場合、三セクの失敗は潰して終わりにならず、むしろ潰れ

かかってからの支援の方が高くつくことさえあります。」ということです。これについ

て感想を求めます。 
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○議長（皆川鉄也君） ただいまの１番議員の質問に対し、当局の答弁を求めます。堀内

町長。 

○町長（堀内満也君） 笠原議員のご質問にお答えいたします。 

  今、東洋経済オンラインの記事を読み上げていただきましたけども、正におっしゃる

とおりだというふうに思っております。したがいましてですね、これまでの体質という

のを今回改めてですね改善していくというようなお話の中で、私たちもですね、かなり

しっかりとした説明をさせていただいているというふうに認識しているところでござい

ますし、そしてまた先ほどの答弁で申し上げましたとおり、令和７年は金融機関への返

済等も始まりますので、危機感を持ってですね取り組んでいくというようなところをお

誓い申し上げたところでございます。 

  いずれにしましてもですね、その東洋経済オンラインの記事はそのとおりだというふ

うに思っておりますので、そうならないようにですね我々もしっかりと、このハタハタ

館の事業を進めていきたいというふうに思っております。 

○議長（皆川鉄也君） １番議員、再質問ございませんか。１番笠原吉範君。 

○１番（笠原吉範君） まず商売をしたことがない人がやってるんだということでですね、

町長も先ほど言いましたけど、堀内町長が町長になる前ですけど、その策としてですね

従業員を減らしてサービスの低下を招いて、券売機を置いて社員食堂のようにですね、

自分で料理を取りに入って自分でさげるというような、それとレストランを時短、時間

を短縮するといったですね、正に何を考えてるんだというようなことをやったわけです

よ。それによってまた赤字が膨らんできた。これはね、やはり民間のノウハウやアイデ

アがなければ立ち直らないと私は思います。 

  まあ先ほど言いました藤里の例ですけども、まず経営者を公募するということなんで

すが、令和７年度、結果が出せなかった場合は公募に踏み切る考えはないですか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの１番議員の再質問に対し、当局の答弁を求めます。堀

内町長。 

○町長（堀内満也君） 先ほどの答弁で繰り返しになるところでございますけども、なか

なか結果が出なかった時でございますけれども、新たな指定管理者の公募、あるいは一

部門の直営化、そういったところも含めてですね検討を進めてまいりたいというふうに

考えているところでございます。 

○議長（皆川鉄也君） １番議員、ほかに再質問ございませんか。１番笠原吉範君。 
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○１番（笠原吉範君） 町の財政もですね、だらだらとハタハタ館を支援していく余裕は

ないはずだと私は思っております。やはりですね民間の力がないと無理だというふうに

思っております。もしですね、令和７年度結果が出さなかった場合はどういうふうに対

応するつもりなんでしょうかね。先ほど私の一般質問でも、どう対応するのかと、今後

のあり方、まあ頑張る、頑張るって言うだけで、ただ頑張るだけで結果を出せなかった

らどうするのかということなんですが、その結果が出せなかった場合に民間に経営を公

募するのかどうか、そこをですね伺いたいわけです。で、これはハタハタ館のあり方次

第では、御所の台の再構築にも大きな影響を及ぼすと考えています。ですから何とか立

ち直らせるには民のアイデアしかないんですよ。これは私も山本副議長も再三一般質問

だったり全協で話してきたんですが、一向に動こうとしない。そして赤字が続いていっ

てる。この今まで直近５年間で、今、ハタハタ館につぎ込んだお金があればですね、ど

れだけの住民サービスができますか。そろそろですね、ここら辺で本気になって変える

か、やめるかしていただきたいと私は思います。もう一度答弁をお願いします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの１番議員の再質問に対し、当局の答弁を求めます。堀

内町長。 

○町長（堀内満也君） 当然ながらですね、令和７年度は黒字化を目指して各種取り組み

を進めていくところでございますけれども、先ほども申し上げましたとおりですね、経

営厳しいというところも皆さん認識しているところでございますし、そしてまた結果が

あまり芳しくなかったというような場合にはですね、先ほども申し上げたとおり新たな

公募、そしてまた飲食部門においては、これは由利本荘市の件でありますけれども、温

泉部門は直営化するような報道等もありますので、そういった各自治体の状況等も見な

がらですね、そういった取り組みを検討せざるを得ないというふうに考えております。 

○議長（皆川鉄也君） １番議員、再質問ございませんか。１番笠原吉範君。 

○１番（笠原吉範君） これで最後にしたいと思いますが、最後に私の思いを。 

  私はですね、ハタハタ館やってもいいっていう会社なりが手を挙げたらですね、１年

間の指定管理料つけても無償譲渡した方いいと思います。これ以上やってると、まず指

定管理料も3,500万円は毎年出ていくわけですから、それにまた老朽化してきてますし、

修繕費もそこそここれからもかかっていくものと思うんですよ。ですから、そのくらい

のことをやってですね公募していただきたいということを申し上げまして、質問を終わ

ります。答弁要りません。 
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○議長（皆川鉄也君） これで１番議員の一般質問を終わります。 

  次に、11番議員の一般質問を許します。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） おはようございます。 

  議席番号11番、山本です。通告に基づき、一般質問いたします。 

  はじめに、外国人労働者の行政対応についてであります。 

  今春、商工会会員と意見交換会を行う機会がありました。その中で最も多く出た話は、

昨今の原油、原材料価格の高騰と人手不足の問題でした。少子化により八峰町でも企業

の人材不足、人手不足の様相が見て取れ、事態は深刻です。中小零細企業が多い八峰町

ともなると、設備投資もままならず、高齢化でＩＴ化にもＤＸにも対応できず、人手不

足、人材不足からの倒産・廃業も否定できない状況であると推察されます。 

  八峰町では、地域経済を支える上で必要不可欠な人手の確保について、地元労働者の

雇用もさることながら、今後、人手不足を補う外国人労働者の雇用に対してどういう認

識を持っているのでしょうか。 

  八峰町で働く外国人労働者の在留資格別人数や国籍、そして在留資格別での職種の把

握をしているのでしょうか。 

  町内の企業では、既に外国人労働者の雇用をされている経営者もおりますが、地元労

働者雇用を含む外国人の雇用ニーズの調査を商工会とともに相談会・説明会など実施さ

れているのでしょうか。  

  人手不足を外国人労働者で補うならば、町内企業も外国人労働者の雇用も増えること

となります。少子化減少が続く町は、その外国人労働者と地域とが共存共栄し、八峰町

の経済を共に支え合うことが、人材不足、人手不足に対する対策として重要であると考

えます。行政の役割は、地域コミュニティの受け入れをし、相互理解、交流を通じて、

技能実習生たる外国人労働者に選ばれる企業、選ばれる町となるよう、行政は率先して

取り組むべきと考えますが、町の意向を問うものであります。 

  次に、高付加価値観光の取り組みについて。 

  八峰町で育った者として、町への思いは人一倍強く、何としてもこの町の個性や魅力

を守り、さらに伸ばして元気にしていきたい。私だけでなく、多くの町民は考えている

はずであります。  

  何を実践すればいいのか。私たち町民が良いとする、魅力とする、生き生きとした八

峰町の個性を伸ばすためには、従来の慣例に抵抗し、その方法にあらがい、新しい高付
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加価値が観光をつくらなければならないと考えます。そのために、八峰町の観光行政の

役割として、町民意識として自慢できる高付加価値な観光の受け入れ環境を整え、つく

ることではないでしょうか。 

  八峰町には、商店街や飲食街、駅前の商業街、神社周辺の観光街、そして温泉街など

魅力的なエリアがありません。名所旧跡、鑑賞施設もなく、魅力を欠くこの町にあって、

唯一希望になれるのが世界遺産白神山地のネーミングを用い、インバウンドに対応した

白神観光の開発であると思うのです。白神山地ネームバリューは大いに役立つのに、フ

ル英語表記でのＳＮＳ発信すら見つけられない広域での実施しているＤＭＯ事業の内容、

これは検証が必要ではないのでしょうか。毎年多額の能代山本観光連携のＤＭＯに多額

の支出をしているのに、その実績たる令和５年度では、能代山本地区で宿泊者586人、

これで宣伝した効果があったと言えるのでしょうか。もう連携を中止して、八峰町独自

に町内在住の外国籍の人からＳＮＳ発信をしてもらうことの方が、移住外国人による魅

力の発信力と効果が伴うものと思いませんか。 

  魅力をつくるプロセスは一朝一夕に築けるものではありませんが、基本は職員が主体

的に事業改善し、各自治体の真似をする観光改革ではなく、外部の力を借りてでも八峰

町ならではの独自の観光ビジョンを職場間で無駄のない活動、むらなく共有、無理ない

持続を進め、特異な町の高付加価値な観光コースを商品化できると確信しています。 

  今年、二ツ森線の開通に合わせ、二ツ森登頂と留山入山にインバウンドの増加による

環境保全の目的のため、入山料徴収。観光賦課への負担軽減のための車両制限、外国語

翻訳アプリなどでのガイド、３点をセットした高付加価値観光の商品を企画することを

提唱します。 

  以上２点、町の対応を問うものであります。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの11番議員の一般質問に対し、当局の答弁を求めます。

堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 山本議員のご質問にお答えいたします。 

  はじめに、「外国人労働者の行政対応について」であります。 

  日本で働く外国人労働者は、昨年10月末時点において約230万人と過去最高を更新し

ており、情報サービス業や建設業を中心に人手不足が解消されない状況にあって、外国

人は国内の産業を支える貴重な労働力となっております。 

  また、過疎化が進む地方にあっては、若年層の流出や高齢化の進行を背景に、生産年
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齢人口の減少に歯止めがかからず、労働者不足による地域産業の衰退が深刻化しており

ます。 

  本町においては、今年の２月末時点で、技能実習生が44人、特定技能者１人が住民

登録されており、国籍別では、ベトナムが36人で最も多く、次いでネパールが５人、

インドが４人となっており、縫製業や土木・建設業、介護福祉関係を中心に、町内５つ

の事業所において、貴重な戦力として重要な役割を果たしていると聞いております。 

  こうした中、町では昨年度から、母国を離れて暮らしている外国人労働者等を対象に

した多文化交流会を開催しており、昨日にも峰栄館を会場に、地域住民や外国人労働者

など約20人が参加し、ベトナム料理づくりやフェルトアートづくりを楽しみながら親

睦を深めたところであります。 

  また、厚生労働省では、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人

労働者の職場定着に取り組む事業主に対し、その経費の一部を助成する「人材確保等支

援助成金」を実施しているほか、県においても、外国人介護人材とのコミュニケーショ

ン支援などに要する経費を補助する環境整備事業を実施しております。 

  さらに、白神八峰商工会でも、地域の活性化により自立を目指す「アクションプログ

ラム」に取り組んでおり、その中の住環境整備部会では、「外国人労働者の受入体制の

強化」に関する検討が進められております。 

  しかしながら、本町においては、これまで、事業所向けに外国人労働者の受け入れに

関する相談会や説明会、アンケート調査を実施したことがないため、外国人雇用に関す

る課題や要望等の集約には至っていないほか、外国人労働者との関わりも限定的である

ことから、職場環境や住環境、日常生活での困りごとなど、労働者側の実情についても

把握できていない状況であります。 

  今後、町といたしましては、地域住民と外国人労働者が気軽に交流し、互いの文化を

学び合う機会の創出を継続していくほか、毎年、商工会で実施している会員向けの景気

動向調査に、人材確保や外国人雇用に関する設問を追加してもらうことで、町内事業所

が抱える課題や要望等を集約するとともに、町内の事業主と意見交換を行い、現状や課

題の把握に努めてまいります。 

  また、昨年６月に開設した「秋田県外国人材受入サポートセンター」では、相談サ

ポート体制や専門家による個別支援体制が整備されており、出前講座や出張相談会にも

対応しておりますので、町といたしましても、様々な機会を捉えて、町民や町内事業所
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に広く周知してまいります。 

  さらに、他市町村においては、技能実習生の送り出し費用や教育費等の一部を支援す

る仲介料助成事業や、外国人労働者の地元消防団への加入など、様々な取り組みが進め

られていることから、本町においても、商工会や自治会等と連携しながら、新たな多文

化共生のあり方について検討を進めてまいります。 

  加えて、現在、国では、日本語教室の設置・開設を目的にした「地域日本語教育ス

タートアッププログラム事業」に取り組む市町村を募集しており、本町においても、県

や国際交流協会等と連携し、外国人との交流の場にもなる日本語教室開設に向けた可能

性について検討を進めてまいります。 

  次に、「高付加価値観光の取り組みについて」であります。 

  国内の観光業は、コロナウイルス感染症の５類移行を契機に、国内旅行や訪日旅行を

中心に賑わいを取り戻しはじめ、特にインバウンド需要の回復は目覚ましく、訪日外国

人旅行客の2024年の消費額は、過去最高だった2019年の4.8兆円を上回る８兆円に到達

する見込みとなっております。 

  しかし、こうした観光需要の回復は三大都市圏や一部観光地に偏在しており、地方部

においては、地域の核となる観光施設や豊かな自然、伝統行事、特産品などの地域資源

をこれまでよりも一歩踏み込んだ形で活用していくことにより、新たな地域コアバ

リューが創出され、特色ある高付加価値が生み出されているものと認識しております。 

  また、国では、現在「地方における高付加価値的なインバウンド観光地づくり」の実

現を目指し、地域特有の文化や自然を生かした体験型観光の整備に注力しており、町と

しても、今後、インバウンド需要の獲得に向け、こうした社会情勢の変化に対応した取

り組みを推進していく必要があります。 

  町では、コロナ禍以降、新しい取り組みとして、観光協会やガイドの会等と連携して

トレッキングと音楽を融合させた「留山・森の音物語」を実施するなど、新規観光コン

テンツの開発に取り組んでおります。 

  また、昨年12月には、県とＪＲ秋田支社が合同で企画した大型観光キャンペーンの

中で、冬の臨時列車｢ストーブ八峰｣が運行され、約80人の鉄道ファンがあきた白神駅

で下車し、八峰町の自然や食を満喫したところであります。 

  さらに、能代市山本郡の１市３町で構成される地域連携ＤＭＯでは、白神ツーリズム

を核とした海外旅行会社向けの商品開発ツアーに取り組んでいるほか、外国人観光客へ
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の対応能力を向上させる接遇研修等も実施しております。 

  加えて、インバウンド対応として、ハタハタ館とポンポコ山バンガローにＷｉ-Ｆｉ

環境を整備しているほか、今年２月には、既存のツインルーム４部屋に大型のシャワー

ユニットを設置したところであります。 

  しかしながら、八峰町に訪れる観光客の多くは、複数の観光スポットを短時間で回る

通過型観光であり、今後、経済効果の高い体験型観光や滞在型観光を推進していくため

には、白神山地をはじめとする豊かな自然資源を生かした魅力的な体験・交流メニュー

の開発や、付加価値の高い選ばれる商品づくり、インバウンド需要に対応できる体制づ

くり、効率的に観光ポイントを回るための移動手段の確保等が急務となっております。 

  今後、町といたしましては、人気の高いトレッキングコースである留山・三十釜の充

実を図るとともに、ガイドの会やＪＲ等と連携した日帰りツアーを予定しているほか、

豪雨災害により通行止めとなっている二ツ森登山口への唯一のアクセス道路である町道

白神二ツ森線についても、今年11月には全ての区間で工事が終了する見込みとなって

おり、これにより、同エリアと周辺地域を訪れる観光客数は一定程度回復するものと考

えております。 

  また、今月１日より供用を再開しているハタハタ館のツインルーム４部屋についても、

このたびの改修によりシャワーユニットが設置されたことで、ＤＭＯが販売する外国人

向けツアーの宿泊先として選択されやすくなり、これにトレッキング等の体験型事業を

組み合わせることで、滞在型観光が推進されるものと期待しております。 

  さらに、近年は、輝サーモンや黒椎茸、日本酒の醸造所を併設したカフェなど、対外

的に評価や注目度の高い取り組みが推進されており、今後も、地元の若者や民間事業者

等が取り組む新規事業を支援しながら、魅力的で付加価値の高い観光コンテンツの開発

に努めてまいります。 

  一方、現時点においては、複数の移動手段を用意することは難しい状況にありますが、

デマンドタクシーを活用した周遊観光の可能性等も含め、観光客にとって快適かつ利便

性の高い移動手段を提供できるよう検討を進めてまいります。 

  いずれにいたしましても、人口減少や観光ニーズが多様化する中で、これまでと同じ

ような取り組みでは効果が期待できず、今後は、将来にわたり持続的に誘客が促進され

るよう、地域資源を活用した収益性が高い観光コンテンツの開発に取り組んでいく必要

があるものと考えております。 
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  また、国では、「第四次観光立国推進基本計画」において、「地方誘客に効果の高い

コンテンツづくり」を強力に支援するとなっていることから、本町においても、事業対

象になり得る安定的な利用実績が見込める施設等の洗い出しや、高付加価値化に向けた

検討を進めて、引き続き、国の動向を注視しながら、再整備に必要な財源の確保等に努

めてまいりたいと考えております。 

○議長（皆川鉄也君） 11番議員、再質問ございませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） はじめにですね、これ、外国人実習生の数、まあほとんどの報

告があったんですが、現実に私が今質問したいのはですね、町内にいる、要は嫁さんに

なった外国人もいるわけですよ。で、まあ私の近所に確かフィリピンだったと思うんで

すが、フィリピンから嫁さんなって地元で子どもも生んでいるわけですが、その彼女と

話している時に、私ら外国人の話もよく聞いてほしいことがあると言われたことがあっ

て、能代山本でも結構そのフィリピンに限らず、いろんな外国人がいて、結構交流があ

るらしくてですね、で、その方、その彼女らの話によると、私らの仲間でもやっぱり日

本に来たいと、来てみたい、もし仕事があれば勤めてみたいというふうな話があるとい

うことなんですね。ということは、現実には制度的に実習生というスタイルしか世間的

にはないように見られているわけですが、来たいというそういう外国人の要望というも

のもあると。実際には来てすぐ就業できるかどうかっていう詳しいことは手続き的に分

かりませんがですね、その辺のことをやっぱり実態としてまず理解しているのかどう

かっていうことなんですよね。まあ行政でも、その事業をしている事業者でもですね、

その辺の事情はどの程度把握をしているんでしょうか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの11番議員の再質問に対し、当局の答弁を求めます。

成田商工観光課長。 

○商工観光課長（成田拓也君） ただいまの山本議員のご質問にお答えいたします。 

  町内に就業されております技能実習生の数は先ほど申し上げたとおりですけれども、

答弁にもありましたとおり、町内の事業者の皆さんがどの程度外国人労働者というもの

を期待されているかという具体的な数字とかはまだ捉えておりませんので、商工会さん

の景気動向調査の方に設問を追加して、そういったところを把握していきたいと思いま

す。また、実際に海外の方が日本での就業を希望している声があるということについて

は、全国的な、国内に外国人の就業者の数も伸びておりますので、そういったものを的

確に捉えて、当町においてもそういった数字を踏まえながら取り組んでいきたいと思い
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ます。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） 11番議員、ほかに再質問ございませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） そういうふうな現場っていうか女性の声もある。なのにかかわ

らずですね、地元の企業の、まあ中小事業者の方が人手不足って言うけども、本当に募

集してるんですかということが分かってないんですよね。伝わらないんですよ。まあ私

も最近、まああちこちの募集状況を調べてみたら、八峰町でネット環境で募集してるの

は大森建設とサン縫製だけですよ。それ以外に募集かけているというのは全然出てこな

いんですね。ですから、町内企業の中で人手不足だ、人材不足だと言いながらもですね、

それは口だけであって、実際には何にも募集してないんじゃないかなというふうな印象

も受けるわけですよ。ですから、もし本当に募集しているんであれば、我々つたない議

員であってもですね、ここで募集してるがらどうだとかって紹介もできるわけだけども、

その辺の状況、まあ商工会なり町としてどこまでつかんでるんでしょうか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの再質問に対し、当局の答弁を求めます。成田商工観光

課長。 

○商工観光課長（成田拓也君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  町が能代市と三種町と共同で実施しております求人サイトへの登録事業に関してです

けれども、昨年が登録者が６社でありましたけれども、今年度のところが７社というこ

とで、それについてはほぼ横ばいの求人の応募の状況になっております。また、ハロー

ワークの方で掲載しておりますそういったサイトにつきましても、相当数の人数は把握

できておりますので、町内におきましても、ほかの自治体と変わらない、やっぱり人手

不足という状況は相当あるのかなと感じております。 

○議長（皆川鉄也君） 11番議員、ほかに再質問ございませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） 人手不足と言いながらね、その辺さっぱり伝わってこないと思

いますよ。例えば、ある左官に業者の人、人足りねして大変だなって言いながらも、

じゃあ本当にすぐでも雇用する気が、まあ雇用する気がっていうか、体制にあるのかど

うか。まあ大工さんでもそういう話はありますが、それは本当なのかどうか全然伝わっ

てこないんですよね。単にその場、その短期的に不足してて欲しいのか、本当に正職員

として周年雇用ができているのか、それすらもこう伝わってこない状況である。そのた

めに、まあ町内の子どもら、まあ県外に全部仕事を求めて行くような感じになってるん
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ではないかなって私は思うわけですよ。やはり地元の建設でも左官でもトタン屋でも、

本当に周年雇用するという意識がちゃんとあるんであったら、町の広報でもどんどん出

してですね、年中募集と、こういう形で出してもらう必要があるんではないかなって思

うわけですよ。そうすることが必要だと思うんですね。で、もしそれでも足りないとい

うことであれば、やはり外国人にその補充、補いを求める、そういうふうにしていくと

いうことが必要なんではないかなと思うんですが、その辺について。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの再質問に対し、当局の答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 人手不足につきましては、これだけですね人口減少、あるいは少

子高齢化が進んでおりますので、どこの事業者も同じような話は私も聞いているところ

でございます。ただ一方で、今、その外国人の話でございますけれども、やはり縫製業

とか介護関係の方で八峰町に入ってきていただいておりますけれども、やはりいろいろ

と聞くとですね、言葉の壁とか、まあ覚えるのがちょっと時間かかるとか、いろいろと

いった課題はあるように、まあ我々もちょっと聞いているレベルですので、実際のとこ

ろしっかりとした状況把握までは至っていないといった状況でございます。ただいずれ、

これだけですね人口減少、あるいは少子高齢化が進んでいくと、人手不足になるのは

もっともっと顕在化してくるところでございますので、そうなりますとやはり外国人の

労働者というのは非常に貴重な戦力になるというふうに私は考えているところでござい

ます。 

  したがいまして、この外国人登用にあたっては、我々も情報がかなり不足していると

ころもありますので、そういったところの情報収集に努めながら、しっかりと町内事業

者へそういったのをフィードバックしてまいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

○議長（皆川鉄也君） 11番議員、ほかに再質問ございませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） もう一つ、外国人を雇いたい事業者がいっぱいいると思うわけ

ですけども、そのやり方が本当に個人営業とか小さい会社がなかなか難しいですよね。

まあそれともう一つは、宿泊する場所ですよね。それを確保しないでですね雇いますか

ら来てくださいって言っても、泊まる場所も確保できないままそういう話を進んでいっ

ても、これは無理な話であると思うんですよ。ですから、ちゃんと宿泊も大丈夫という

ことを示してやらなければならないし、で、来てもらったからには地元のこう楽しく過

ごせる環境っていうものが必要だわけですね。そうすると、それは何が必要だかという
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と、やはり話せる、母国語を話せる人。まあ地元でもフィリピンなり韓国なり中国人も

いるわけですよ。だからそういう人方との交流っていうものはやっぱり図っていかない

と、ああ、一人も話せないまま孤立させれば結局は逃げていくというふうなことになっ

てしまうので、その辺を重点的に商工会とともに話し合いしていくべきだと思うんです

が、その辺、意識の問題、答弁願えますか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの再質問に対し、当局の答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 当然ながら、この問題は私も重く受け止めているところでござい

ますので、引き続きですね商工会等としっかりと連携しながら、その対応に努めてまい

りたいなというふうに思っております。 

  いずれその住むところに関してなんかいいますと、やはり事業者がですね自らやはり

用意するというのが私は基本だと思っておりますけども、やはりそれにやはり費用を要

するとすればですね、例えば空き家を活用したリフォーム事業なんかも本町でやってお

りますので、そういった既存の事業なんかをですね、しっかりとアピールしながら、事

業者さんがですね、あまりこう負担のない形で外国人さんを労働者として迎えられるよ

うな体制づくりといったところを支援してまいりたいなというふうに思っています。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに再質問ございませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） その外国人の日本での就業というのは非常に期待してるものが

あってですね、ていうのは、国内に女性がいないです。まあ外国の方からお仕事に来て

もらえる女性の方が割と若い。そういう人方が日本人とくっついてもらえれば非常にあ

りがたいわけですね。まあそういうこともあって、まあそういう外国人の女性方が多く

入ってくる、そして日本人の男性とくっついてもらう。そうすることも移住・定住の一

つのきっかけにはなるかと思うので、是非外国人の受け入れということをもうちょっと

真剣に考えてほしいなというふうに思います。答弁はいいです。 

  次に、高付加価値の観光ということですけども、インバウンドっていうことで、私、

冒頭で質問いたしましたが、皆さん全部覚えているようにね、八峰町については観光地

という場所が一つもないわけで、唯一、ハタハタ館をそういうふうなものにしようとし

たんですが、結果は先ほど質問されたようにですね、ハタハタ館の運営状況があのよう

な状況だということで、非常に八峰町としての観光地の魅力というものが何にもない。

で、まあいろいろ考えたんですが、唯一、今それを使えるコンテンツとしては世界遺産

と、白神山地というふうなものがあってですね、これは町内で、町内というか町として
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はあまり使われてない名前ですけども、海外においてはこの世界遺産のネーミングって

いうのはやっぱり厳然としたものがある。ただ、アクセスや宣伝がないためにほとんど

来てない。まあ唯一来てるとすれば青森県側。秋田県側にはほとんど来ていない。まあ

藤里には若干来てるけども、秋田県は道路も悪いし、車の便もないというふうな状況の

中でほとんど使われてないんですが、海外には非常に有名だわけです。これを何とかし

よう。ということは、これのアクセスなり観光を強化すると、これはインバウンドとい

うところで高い料金設定で客を呼べるということだわけですよ。そのためには、そこに

対して、例えば今、今年度、二ツ森線が開通しますが、ここに対しては電気自動車なり

水素自動車でなければ行けないようにする。なおかつそれを行くための自然保護を壊さ

ない保護活動のために入山料も取る。そういうふうなスタイルにしてしまう。で、なお

かつインバウンドですから他言語を話さないと駄目なわけですけども、それについては

英語教育、まあもし最初は無理ですからタブレットでガイドを英語で見せるような形で

もいいんだろうと思いますが、いずれ何か会話していくうちにはですね、片言では通ず

ることもできるし、補完的には翻訳アプリもあるわけですから、そういうふうな英語対

応をすると。で、そういうふうな環境的な部分でＥＶなり水素自動車にそういうふうな

ものを導入する。そういうふうなことを考えているわけです。で、併せて、二ツ森線は

いつも雨とかで不通になることが多いので、その代替として現在も使われている留山と

いう場所があるわけですが、あそこの散策コースはですね１時間足らずで終わるわけで

すよ。それだと滞在時間があまりにも短くて八峰町にとどまる時間が少ないために、今、

留山の中に別な散策をできるルートを拡大しようと今もくろんでおるところです。そう

いうことによって１時間を２時間、３時間まで広げることができれば、そこもかなり先

ほど言った車のＥＶでのガイド並びに自然保護のための入山料の設定、そういうような

ものができる。で、なおかつちゃんとガイドもして高付加価値をつけることができる。

ということを今進めて検討している最中です。ていうのは、これはネイチャー協会のガ

イドの団体と話し合ってるところです。まあそういうことが一つあってですね、その後

に、今、白瀑のやってる酒ラボですか、あそこが今、結構外国人が来てるということと、

結構高付加価値的な食事提供をしているわけですね。ああいうふうな、今、点である、

白瀑神社も今、外国人や何だ、ヘルメットのあれで結構人が来てるわけですが、あれが

点でしかないわけですよ。それを一つのルートとして、まあ観光バスに近いものを回せ

れば、これでかなりいい金が取れる。まあ外国人は４万円、５万円、10万円なんて普
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通に小遣い程度って考えていますので、そういう観光をつくることが非常にこれから必

要なんではないかなと。で、それに併せてもくろんだのがハタハタ館のシャワールーム

だと思うんで、まあああいうふうなところも当然使うことになるわけですから、そうい

うふうな白神山地の観光という高付加価値な部分を私はこれから進めるべきではないの

かなというふうに思ってますが、それに対して、長くなりましたが、ちょっと返答をく

ださい。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの再質問に対し、当局の答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） まずはじめに、白神山地の入山の件からちょっと触れたいなとい

うふうに思っております。 

  実は、私が町長に就任してからですね、ずっとアクセス道路が通行止めがずっと続い

ておりまして、なかなか皆さんが行けてないといった状況でございますけれども、実は

ですね、私、町長に就任した時に白神山地は30周年を、自然遺産登録30周年を迎えた

ところでございまして、マスコミ各社からいろいろな取材を受けました。その際ですね

秋田県側はやはり入山禁止だというようなところを大きく報じているものですから、な

かなか観光客が入りづらくなっていると、そういった話を聞いたところでございます。

ただ一方でですね、同じ青森県側でございますけども、青森県側はガイドつきであれば、

まあ条件つきでございますけれども入山が可能だというふうなところ、30年間ずっと

やっているところでございまして、そういった話がですね、どうも観光客の皆様には青

森県側だったら入れるというような印象があってですね、やはりそちらの方が観光客が

相当増えてきているんだろうなというふうに思っております。したがいまして、私もで

すね取材を受けるたびに、なかなかこの八峰町には核心地域等ございませんので発言す

る立場にはあまりないんですけれども、できることならばですね青森県側と同様に、ガ

イド同伴つきでですね入山規制できるようなその体制づくりが確立されればですね、今

よりも、少なくても今よりは観光客が増えてくるのかなというふうに期待しているとこ

ろでございますので、引き続きこれは環白神とか県なんかにも、対しましてもですね、

こういった働きかけをしていきたいなというふうに思っているところでございます。 

  また、留山のルートの拡大につきましてはですね、ちょっと私も情報はまだ把握して

おりませんけれども、あそこ非常にですね、だんだんメジャーになりつつあるなという

ふうに思っておりますので、そういった面も含めましてですね、更なるルートの拡大と

いうのは私も非常に賛成したいないというふうに思っております。いずれ今後もですね
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ガイドの会々とですね、関係機関とそういったところを連携しながら、更なる拡大につ

いても努めてまいりたいなというふうに思っております。 

  そしてまた、先ほど議員からご提案のありました電気自動車とか、あるいは入山料を

取るというようなところのご提案でございますけれども、やはり自然環境に優しいとい

うようなコンセプトでいくならばですね、そういった取り組みも非常に魅力的だなとい

うふうに思っているところでございます。ただ、やはり多くの課題はあろうかというふ

うに思いますので、そういった課題の整理等を進めながらですね、そういったことが実

現できるように関係団体ともしっかりと連携を強化してまいりたいというふうに思って

おります。 

  以上でございます。 

○議長（皆川鉄也君） 11番議員、再質問ありませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） 非常に前向きで答弁もらったんですが、例えば入山料を取ると

なると県とか国とかが多分いろいろ言ってくるんだろうと思いますけども、それに対し

てやっぱり地元としてあらがってそれを成し遂げるというふうな意気込みでかからない

とですね、なかなかこういうふうな、まあ八峰町単独でやるっていうふうなことについ

ては難しくなるんだろうというふうに思いますけども、それは是非頑張ってやってもら

いたいなと思うんですね。 

  あと、そのバスについてもですね、まあほかの、まあ言っちゃ悪いですが、能代から

でもほかからでもどんどん車で入って、何だ、散策している人もいるわけですよ。それ

をストップするっていうことによって、まあその価値っていうものが出てくるわけです。

ですから、バスという交通手段というのはやはり是非入れてほしいというふうに思いま

す。 

  それともう一つはですね、海岸ですよ。体験センターで子ども向けにしかやっていな

いシーカヤックがあるんですが、あれを大人向け、インバウンド向けで対応すれば、私

はあれは非常に興味あるんじゃないかなと。まあ二ツ森に行くより私個人だったらシー

カヤックの方に体験したいな。あれも非常に価値ある体験ではないのかなって思ってる

んですよ。ですからそういうふうなことを考えれば、いろんなまあチャンスがあるわけ

ですから、それを必要であればそういうプロジェクトチームでも立ち上げてですね、そ

ういうふうなものを企画立案してもらいたいと思いますが、その辺について答弁願いま

す。 
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○議長（皆川鉄也君） ただいまの再質問に対し、当局の答弁を求めます。 

○町長（堀内満也君） すいません、１回休憩をお願いします。 

○議長（皆川鉄也君） 休憩いたします。 

          午前１１時２１分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午前１１時２１分 再  開 

○議長（皆川鉄也君） 休憩前に引き続き一般質問を継続します。 

  ただいまの11番議員の質問に対し、当局の答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 山本議員の質問にお答えいたします。 

  いずれですね、この八峰町は山だけでなく、やはり海も魅力的なスポットだというふ

うに私は思っております。したがいまして、議員のご提案のとおりですね、シーカヤッ

クにつきましても、先ほど大人向けのシーカヤックもできるというようなところもあり

ますので、できるとすればですね、もう少しＰＲが不足していたということでございま

すので、そういったところも含めてですね、しっかりと進めていきたいなと思ってます

し、いずれ部局がですね観光部局、あるいはその体験センターですと教育部局というふ

うに分かれているところでございますので、そういった壁を取っ払ってですね、全庁一

丸となってこの観光振興にしっかりと努めてまいりたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） 11番議員、ほかに質問ございませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） いずれ私はプロジェクトチームをつくった方がいいと思います

よ。ていうのは、いろいろな課があって、これ分かれてやってるとね、いろんな、こっ

ちでは問題ないけども、こっちの課ではこういう問題があるというのが出てくるわけで

すよ。そういうことをやってるからなかなか進まないのであって、やはり、まあ何か一

つこうやろうとした時に、一つのプロジェクトをつくってスムーズになるように、しか

も早くなるようにでやった方がいいと思いますが、それで、その質問を求めて最後の質

問にしたいと思います。 

○議長（皆川鉄也君） ただいま11番議員の再質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 今議員の方からプロジェクトチームの提案がありましたけれども、

いずれですね庁内でそうしたプロジェクトチームをつくれるようですね検討を進めてま

いりたいというふうに思っております。 
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  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） これで11番議員の一般質問を終了いたします。 

  休憩いたします。11時30分より再開いたします。 

          午前１１時２４分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午前１１時３０分 再  開 

○議長（皆川鉄也君） 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  次に、３番議員の一般質問を許します。３番奈良聡子さん。 

○３番（奈良聡子さん） 議席番号３番、奈良聡子です。通告に基づきまして一般質問を

行います。 

  峰浜培養の経営状況と今後の対応について、当局の見解を伺います。 

  有限会社峰浜培養は、発足から約30年になろうとしていますが、この間、町の農産

物の主力品目であるしいたけ出産の基盤を担う施設として重要な役割を果たしてきまし

た。直近の令和５年度営業報告書によると、東京中央卸売市場のしいたけ市況は、中国

菌床の原産地表示制度の廃止や新型コロナウイルス感染症の５類移行による業務需要の

回復などの追い風を受け、キロ単価は前年度よりも59円増の985円と活況を呈した旨、

報告されています。一方、当地区の令和５年度出産量は、栽培の減少や７月の大雨によ

る断水やその後の高温と干ばつの影響により、前年比87.5％の576.2ｔにとどまりまし

たが、販売額は前年並みを確保、キロ単価は前年比105円増の1,046年と大幅に上昇し、

10年ぶりの千円台となりました。ホダの製造販売については、管内の栽培本数は196万

本から184万本に減少したものの、ジャパンアグリテックの協力により、千葉県の業者、

弘前、能代への販売など、過去最高の約255万本、工場稼働率約85％となり、地区外へ

の販売本数が伸びたようです。工場の収支については、運賃や資材価格の上昇、光熱費

の高騰を受け、１ホダ３円の値上げの実施や、65歳定年のショート継続雇用により人

件費の削減に取り組むなどの企業努力により、例年の収益を確保、税引き後約400万円

の黒字決算となったとしております。 

  議会に届いております平成28年度から令和５年度までの営業報告書を読む限りでは、

増減がありながらも売上高は伸びており、この間、毎年黒字決算であり、経営に問題は

ないように見えます。 

  しかし、ここ数年の動きとして、高級しいたけの生産に取り組み、販路を拡大してい
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る出産者がいる一方で、高齢化や廃業、摘み取り手不足、令和２年度から令和４年度に

かけてのコロナ禍やロシアのウクライナ侵攻を契機に起きた燃料や資材価格の高騰等、

経営を巡る環境が厳しさを増しています。 

  また、故森田町長が令和２年６月定例会の行政報告会において、「入金不足の発生に

よる未収金を借入金等で補っている現状には問題があり、今後は回収する仕組みを改善

するよう指導する。」と発言しているように、平成30年度にホダ販売代金がＪＡによ

る立替え払いから生産者との直接取引となったことにより、入金の遅れが生じ、借入金

に頼った資金繰りの実態が明らかになりました。 

  令和５年度の長期借入金は約1,600万円で、平成28年以降では最少額となっており、

こちらの返済は順調にいっているように思われますが、短期借入金については、平成

30年度が570万円、令和元年度は一桁増えて約3,100万円、令和２年度、令和４年度、

令和５年度が2,000万円台となっており、令和５年度は長期借入金を上回っています。

ホダ代金の未収金によって短期借り入れをしなければ資金が回らないのが実情のようで

す。 

  培養の令和５年度の総売上げは、平成28年度比で26％伸びたにもかかわらず、黒字

額は87％近くも減っています。営業利益は、令和３年度以降1,000万円を割り込み、燃

料費等の高騰による経費の増大が収益を圧迫しています。特に令和元年度以降、純利益

率が大きく落ち込んできており、平成28年度は8.8％だった純利益率が令和５年度にな

ると0.93％と、製造業の利益率目安である５％から10％にはほど遠く、培養をはじめ

とするしいたけ生産者は、かつてない苦境に立たされており、不安の声が上がっていま

す。 

  そこで２点お尋ねいたします。 

  現時点でのホダ代金の未収金と回収の見込みはどうなっているでしょうか。 

  そして、今後もし峰浜培養が経営不振や赤字決算に陥った場合、町としてどのように

対応していくのか、考えをお聞かせください。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの３番議員の一般質問に対し、当局の答弁を求めます。

堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 奈良議員のご質問にお答えいたします。 

  峰浜培養は、旧峰浜村において盛んに行われていた、しいたけ栽培の拡大を図るため、

当時の峰浜村椎茸生産組合員や峰浜村農協、峰浜村の出資により、しいたけ栽培農家へ
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低価格で高品質のホダ菌床を提供するため、平成９年７月に設立された第三セクターで

あります。 

  また、平成28年度からは、「あきた未来づくり交付金」を活用した「おがる八峰し

いたけプロジェクト」を進め、培養第二工場を建設し、生産量を100万菌床増やし、合

計300万菌床の製造能力を有する施設となっております。 

  ホダの配荷個数につきましては、平成11年度の137万本から、令和５年度の254万本

と着実に増加してはおりますが、本年度につきましては、町内事業者の廃業等により

234万本と20万本減少する見込みとなっており、大変厳しい状況にあると認識しており

ます。 

  しかしながら、峰浜培養としましても、県外の事業者との契約を結び、販売を行うこ

ととしており、令和７年度の計画では252万本と令和５年度実績まで回復できる見込で

あり、今後も販路の拡大に努めると聞いております。 

  ご質問のホダ代金の未収金と回収の見込みにつきましては、ホダの代金は峰浜培養と

生産者及び農協との三者契約により販売しており、契約書で決済方法が決められている

ほか、２月末現在の未収金については約8,900万円であり、今後、しいたけの販売収入

により未収金を回収することとしております。 

  また、今期の決算については、前述の要因等により約1,500万円の赤字を見込んでお

りますが、利益余剰金や短期借入金を活用しながら経営の安定化を図っていくと聞いて

おります。 

  いずれにいたしましても、しいたけ栽培は町の基幹産業である農業振興には欠かせな

い品目であるほか、峰浜培養では50名以上の雇用があることや、何よりもしいたけ栽

培を行っている農家の継続的な安定経営のためにも重要な施設でありますので、町とし

ましては引き続き支援を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（皆川鉄也君） ３番議員、再質問ございませんか。３番奈良聡子さん。 

○３番（奈良聡子さん） ホダ代金の回収については、今現在、その未収金の回収に何か

月ぐらいかかっているんでしょうか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの３番議員の質問に対し、答弁を求めます。堀内農林水

産課長。 

○農林水産課長（堀内和人君） ただいまの奈良議員のご質問にお答えいたします。 

  ホダ代金の回収といたしましては、先ほど町長が答弁したとおり、契約より150日以
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内に個人の方からは完済いただくという契約となっております。また、企業さん４社ご

ざいますけど、企業につきましては翌月までに完済という契約と伺っております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ３番議員、ほかに質問ございませんか。３番奈良聡子さん。 

○３番（奈良聡子さん） しいたけの売上金が出産者に渡るのは３カ月後だと聞いてます

けども、その３カ月後というのが間違いないのかっていうのがまず一つと、その３カ月

後というこの期間を早くするということはできないのでしょうか。この２点ちょっとお

願いします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、当局の答弁を求めます。堀内農林水産課

長。 

○農林水産課長（堀内和人君） ただいまのご質問ですが、売上代金の入金に関しまして

は、農協さんと経営者さんの契約でございますので、申し訳ございません、そこまで私

として今答えを持っておりません。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。３番奈良聡子さん。 

○３番（奈良聡子さん） 未収金のその回収、150日以内に完済の契約で、企業４社はそ

の翌月までに完済ということですが、これは、まあこれがうまくいっていないから短期

借入金ということになると思うんですけども、この返済がどれくらい滞っているのか、

その状況が分かりましたらお願いします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、当局の答弁を求めます。堀内農林水産課

長。 

○農林水産課長（堀内和人君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  滞ってるといいますか、結局は、しいたけの販売が終わってから菌床分のお金を入金

いただくという契約になっておりますので、そういう形でまず菌床を売った金額が、し

いたけ入れるとまた入金いただくような形で対応を取っております。 

  で、現在の未収金としましては、まず8,900万円の未収金という回答をさせていただ

いておりますが、延滞となっておるのが約2,500万円ほどございます。で、こちらにつ

きましても順次、しいたけの販売が終わりましたら回収いただくことと確認しておりま

すので、ご報告いたします。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。３番奈良聡子さん。 

○３番（奈良聡子さん） 生産者とのホダ代金の直接取引が始まってから短期借入金とい
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うのが決算報告書に計上されるようになってるわけですけども、この培養の方の短期借

入金の返済は、これは順調にちゃんと行ってるんでしょうか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、当局の答弁を求めます。堀内農林水産課

長。 

○農林水産課長（堀内和人君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  短期借入金の返済については、順調に返済を行っていると伺っております。 

○議長（皆川鉄也君） ３番議員、ほかに質問ございませんか。３番奈良聡子さん。 

○３番（奈良聡子さん） 短期借入金と設備投資などに使う長期借入金とあるわけですけ

ども、この第三セクターの借り入れにあたりまして、町当局としてはどのようにこう関

与をしているのか、その辺教えていただけたらと思います。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。堀内農林水産課長。 

○農林水産課長（堀内和人君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  借入金につきましては有限会社峰浜培養で借りておりますので、町としまして関与と

いうことはしておりませんが、地方自治法の方に地方公共団体の長による調査権という

のがあります。こちらは、地方自治法第221条第３項により、地方公共団体の長は、収

入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を調査し、又は

その結果に基づき必要な措置を講ずるよう求めることができるというのと、議会による

経営状況の把握ということで、地方自治法第243条の３第２項により、地方公共団体の

長は、毎事業年度、経営状況を説明する資料を作成し、議会に報告しなければならない

ということが定められておりますので、町としましてはタブレットの方に決算書の掲載

をいたして、議会の皆様に状況についてご説明しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。３番奈良聡子さん。 

○３番（奈良聡子さん） まず経営状況についての報告は、まあ議会にはするけども、そ

の借り入れにあたって事前にその何ていいますか、承認であるとかそのようなものは要

らないということでよろしいですね。 

  はい。では、ちょっと次の質問行っていいですか。 

○議長（皆川鉄也君） はい、どうぞ。 

○３番（奈良聡子さん） ちょっと経営不振の問題についてお伺いします。 

  平成28年から令和５年度までの８年間で、売上高が1.6倍になっております。しかし、
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光熱水費が約1.8倍になっております。光熱水費が利益を圧迫している状態です。培養

の令和６年度事業計画書の基本方針に、「今後の電気料金価格は、再生エネルギーなど

の影響で厳しい状況である。ホダのコスト低減、電気料軽減対策としてソーラーパネル

の設置も検討する必要がある。国、県の関係事業を利用して工場の再整備を図りた

い。」とあります。 

  先日の町長の行政報告で、役場庁舎やハタハタ館で電力のリバースオークションを実

施したところ、電気料金削減の結果が得られたということでありますけども、峰浜培養

でも採用する考えはありますか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの３番議員の質問に対し、当局の答弁を求めます。堀内

町長。 

○町長（堀内満也君） 奈良議員のご質問にお答えいたします。 

  リバースオークションの実施でございますけども、役場庁舎、そしてまたハタハタ館

で実施したところでございますけれども、この状況をですね峰浜培養に話をしたところ、

非常にいいなというふうな感覚、感触でございましたので、今後検討する余地はあるの

かなというふうに思っています。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに再質問ございませんか。３番奈良聡子さん。 

○３番（奈良聡子さん） しいたけの栽培って、私も芹田さんのとこに10カ月ほどいた

ことありますけども、摘み取りで。やっぱり非常な労働集約型の産業で、重労働なんで

すよね。経費もすごく莫大にかかって、儲けのちょっと少ない産業ですので、是非その

培養さんの方でいい反応示されたということなので、進めていただけたらと思います。 

  それと、平成30年に始まりました地元のナラ材を使ったおが粉の栽培実証実験、こ

れから時間は経ってるわけですけども、この事業化をすると報告書には毎年のように書

いております。この検討はどこまで進んでいるのか。そして、おが粉製造工場の誘致や

建設は実現可能なのか。この点についてお願いします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。堀内農林水産課長。 

○農林水産課長（堀内和人君） ナラ材を活用したおが粉の製造工場の現状ですけど、い

ろいろと探りましたところ、まず今のところこれといった進展はない状況にございます。

で、まあ町内には材があるということで森林組合さんの方からはご報告をいただいてお

りますが、まず工場建設にあたっての補助事業等をまだ探している状況に今のところは

あります。今後、しいたけ農家さんとも情報共有しながらそれに進めていくようにはし
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ておりますが、まだ今の現状といたしましては、これといった進展はないという結果で

報告させていただきます。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） 堀内町長。 

○町長（堀内満也君） ちょっと私から補足で。 

  いずれ検討はずっと進めているところでございますけども、先ほど課長が言ったとお

りですね、町内の材はあるだろうというところも調べてもらいましたし、また、少し範

囲を広げて、能代市、山本郡までちょっと広げた場合どうかっていうところまで実は調

査お願いして、その結果はもう来ております。それだけを見ますと、やはりナラの材は

結構あるので、20年ぐらいでナラの木が伐採できるとするならば、ずっと今の材の中

でやりくりができるというような報告までは上がってきております。 

  ただ一方で、それをですね伐採して、そしてまた単価がいくらなのかとか、あるいは、

それをどこでやるんだっていうところまでがまだちょっと検討が進んでいない状況でご

ざいまして、今後そうしたところの課題を整理しながら、実現に向けた検討を進めてま

いりたいなというふうに思っております。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。３番奈良聡子さん。 

○３番（奈良聡子さん） 岩手県の西和賀森林組合の方から、今、おが粉を提供しても

らってますけども、やはり赤字事業なのでやめたいということを言われたり、一部機械

の停止により生産量が間に合わないとかそういうことで、何ていうんですか、まあいろ

んなその時々の、向こう側の都合でやはり安定した供給ができない。培養さんとしては、

なるべくその原材料費を下げたい。そのためにはやっぱり地元産のナラ材を使って、自

社のおが粉で自社の菌床をつくりたいと思ってるわけで、やっぱりこの営業報告書とか

事業計画書を見ると培養の悲鳴が聞こえてくるようで、私、非常に読みながら切ない思

いだったんですよね。毎年のように事業化を検討するとか事業化を要請する、あるいは

国、県の補助事業を探すとかいうことを書いてますけども、やっぱりもうちょっとス

ピーディーに実現化に向けて頑張ってほしいなと思いますけども、その点についてお考

えをお聞かせください。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの再質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 当然ながらですねスピード感を持ってやっていきたいところでご

ざいますけども、やはりですね事業費を積算してもらってますけども、かなり高額な事
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業費になりそうだというような話も聞いております。したがいましてですね、国、県の

何か補助金がないかとか、そういったところですね、いろいろとこう探りながら今進め

ているところでございますけども、なかなか先ほど議員からも申し上げられたとおりで

すね、培養としてもなかなかその多くの収益が上がっていかないというようなところも

ありますので、そこのところはちょっとスピード感を持ってやっていけてないのかなと

いうふうに私は捉えているところでございます。 

  いずれしましてもですね、このしいたけのブランド化には必要な事業であるというふ

うに私は考えているところでございますので、引き続き町としましてもアンテナを高く

しながらですね、国、県、そういったところの情報収集に努めてまいりたいというふう

に思っております。 

  以上でございます。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ありませんか。３番奈良聡子さん。 

○３番（奈良聡子さん） 三セクの経営っていうのはどこも非常に厳しいわけですけども、

培養の実態は赤字企業と言ってもいいんじゃないかと思うんですよね。で、まあハタハ

タ館も非常に苦しいですけども、早め早めに対策を打って収支の改善を目指すべきだと

思います。いま一つ、その町長の考えをお聞かせください。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） ハタハタ館と大きく違うところはですね、やはり指定管理料を

払っていないというところだというふうに私は思っております。そうした中で、苦しい

ながらもですね農家の皆さんに寄り添って事業を経営しているというようなところがご

ざいますので、先ほど答弁の中でも申し上げましたけども、雇用も50人以上いると、

そしてまた町の特産品であるしいたけには欠かせない会社であるというふうに思ってい

るところでございますので、引き続きですね町としましても支援してまいりたいという

ふうに考えております。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。３番奈良聡子さん。 

○３番（奈良聡子さん） これで最後の質問にしますけども、町長就任以来ですね、行政

報告で峰浜培養について言及されてないんですよ。で、森田町長は毎年、峰浜培養につ

いて言及されてたんですけども、峰浜培養に関心薄いんじゃないかなと思ったりもする

んですけども、そうではないですよね。という確認です。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 
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○町長（堀内満也君） しいたけですね、町の特産品でありますので、看板商品だと私は

思っております。したがいまして、これまでも力を入れてきたつもりでございますけど

も、行政報告にないからといって全く関心がないとかそういったことではございません

ので、引き続き、しいたけ農家、そしてまたこの培養をしっかりと支援してまいりたい

というふうに思っております。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ありませんか。 

○３番（奈良聡子さん） ありません。 

○議長（皆川鉄也君） これで３番議員の一般質問を終了します。 

  休憩します。午後１時より再開し、一般質問を行います。 

          午前１１時５８分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 １時００分 再  開 

○議長（皆川鉄也君） 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  次に、４番議員の一般質問を許します。４番芦崎達美君。 

○４番（芦崎達美君） 傍聴者の皆さんには、足下の悪い中、どうもご苦労様です。 

  議席番号４番、芦崎です。通告書に従いまして一般質問をさせていただきます。 

  質問事項、大きくは２点ほどであります。 

  まずは第１点、空き家対策について、次の３点をお伺いします。 

  １点目であります。現在、町にどれぐらいの空き家があるのか。町ではその所有者ま

たは管理者を全て把握できているのか。また、空き家の固定資産税収納状況は。 

  ２問目といたしまして、管理放棄された空き家が増えているように感じる。管理放棄

状態にある空き家の所有者は、実情を把握しているのでしょうか。 

  小動物の住みかとなり、トタンが剥がれているなど強風時には大変危険な状態にあり

ます。雑草が生え、さらには異臭がするなど、近隣住民からは環境面や衛生面で日常生

活に大変苦慮しているとの声があります。町では、管理放棄状態にある空き家の所有者

に、どのような説明をし、管理を求めているのか。また、そのような状態にある空き家

はどれぐらいあるのか伺います。 

  ３点目、令和元年度調査で516戸の空き家のうち、現在67戸が解体されたと聞いてお

ります。まだまだ空き家が残っておるということは言うまでもありません。これは、町

が実施している「危険な空き家対策事業」で、解体する方に対して解体費用の半分、
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100万円、上限50万円を助成していることが一つの要因と考えます。空き家の解体が進

むことは、今後管理放棄され危険な空き家となることを防ぐことにも繋がり、環境や衛

生面において町にもメリットがあります。 

  ２月19日の議会全員協議会では、空き家解体に対する補助金は減額となり、600万円

となり、また、空き家対策事業でも800万円で予算到達で打ち切りとの説明がありまし

た。厳しい財政事情であることは十分理解できますが、空き家解体を進めることは、危

険な空き家となるリスクを抑え、環境面、衛生面でも地域に及ぼす影響は大きく、住民

が安全に安心して暮らしていくことにも繋がります。昨今の物価や人件費の高騰、木材

廃棄物の受入先が大館や秋田になったことにより移送費用費の高騰などで、解体工事費

もどんどん高くなっております。 

  空き家解体に対する助成を町の主要施策の一つと捉え、解体費に対する助成を工事費

用高によって増額することを考えないか伺います。 

  質問事項の２番目といたしまして、不登校の現状とその対策について伺います。 

  八峰町の小・中学校にも不登校の児童生徒がいると伺っています。 

  不登校については全国的に確かな統計はないようですが、そのきっかけは、本人、家

庭・学校のほか、いじめなどの様々な理由が複合してあると考えます。不登校となって

からの対応では遅く、いち早く察知し未然に防ぐことが最善の策と捉えるが、教育委員

会として、どのような対策を行い、学校と連携・指導しているのか伺います。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの４番議員の一般質問に対し、当局の答弁を求めます。

堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 芦崎議員のご質問にお答えいたします。 

  はじめに、「空き家対策について」であります。 

  近年、人口減少や既存の住宅・建物等の老朽化、社会的ニーズの変化等に伴い空き家

等が年々増加しており、空き家対策は、本町だけでなく全国的な課題であると考えてお

ります。 

  このため、町では令和３年度に「八峰町空家対策計画」を策定し、空き家等の発生抑

制や適正な管理、利活用のほか、老朽化した空き家等の自主的な除却や管理不全の空き

家対策などの５つを基本方針と定め、空き家対策に取り組んできております。 

  現在、町では432棟の空き家があり、その所有者及び管理者については全て把握でき
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ておりますが、そのうち管理不全により危険な状態にある空き家は63棟あり、破損状

況等を写真撮影するとともに、文書により所有者等に対し改善や解体等の依頼を行って

おります。 

  また、固定資産税については、相続や納税管理人の届け出により所有者等の把握はで

きているため、賦課及び徴収は適正に行われております。 

  一方、管理不全の空き家については、これまでも「八峰町安全安心なまちづくり推進

事業」により空き家の解体に要する経費を補助するなど、町民の安全・安心の確保及び

生活環境の保全を目的とした対策に取り組んでまいりましたが、町の厳しい財政事情等

もあり、令和７年度は前年と比較し減額した予算案としております。 

  いずれにいたしましても、議員ご指摘のとおり、管理不全の空き家は周辺住民の生活

環境に悪影響を及ぼしていることも認識しておりますので、町としましては、今後も計

画に沿った取り組みを進めるとともに、国や県に対し、空き家解体に要する費用の助成

制度の働きかけを行うなど、引き続き適切な空き家対策に努めてまいります。 

  私からは以上であります。 

○議長（皆川鉄也君） 鈴木教育長。 

○教育長（鈴木洋一君） それでは、私の方から芦崎議員の２つ目のご質問にお答えいた

します。 

  文部科学省では、毎年「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する

調査」を実施しており、その調査結果では、全国においても、秋田県においても、不登

校児童生徒数は年々増加している状況にあります。 

  本町の不登校児童生徒数は、本人及びその家族の心情に配慮し、詳しい数字について

の公表は控えさせていただきますが、数名いる状況です。 

  不登校のきっかけは、議員ご指摘のとおり、家庭環境や友人問題、学校でのトラブル

など様々な理由によりますが、不登校を未然に防ぐためには、子どもたちが学校や家庭

で充実した生活が送れることや、子どもの変化にいち早く気付くことが重要と考えます。 

  そのため、各小・中学校では、児童生徒が主体的に授業や行事に取り組むことができ

るような教育活動の実践に努めているほか、学校生活の満足感や意欲の状況を把握する

ため、アンケート調査や年３回の個人面談、保護者との二者面談等を行っております。 

  教育委員会においては、毎月実施している校長会と保育園長との連絡会で児童生徒の

状況などについて情報共有を行っており、不登校傾向が見られた場合には、幼児から中
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学校までの成長過程を確認しながら、その原因を解決できるような対策を講じておりま

す。 

  なお、学校や教育委員会だけで対応が難しい場合には、町福祉保健課や北教育事務所

のスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーと連携を取りながら支援できる

体制を整えております。 

  実際に「不登校児童生徒」が発生したときは、学校管理職と主任教諭による運営委員

会や職員会議で対応を協議し、担任教諭と教頭や養護教諭等の複数で家庭訪問や面談を

行っております。このほか、能代市の適応指導教室や民間のフリースクールを利用して

復学を目指す取り組みや、授業の様子を家庭でも見られるようにタブレットを活用した

オンライン配信を行っております。 

  いずれにせよ、不登校対策には、その傾向をいち早く対応することが必要となります

ので、学校と家庭、教育委員会、関係機関が連携しながら進めてまいります。 

  文部科学省が推進している、誰一人取り残さない学びの保証に向けた不登校対策「Ｃ

ＯＣＯＬＯプラン」を活用し、不登校や集団生活に不適応傾向のある児童生徒等を支援

する「校内教育支援センター」の設置を検討してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ４番議員、再質問ありませんか。４番芦崎達美君。 

○４番（芦崎達美君） ただいま答弁をいただきました。それにしても、まだまだ、まず

最初の１問目でありますが、税の収納がほとんど、まあ100％といえども、ほとんど納

税されてるということの答弁でありましたので、非常にうれしく思っております。 

  まあ１問目、２問目、３問目とも関連あるわけで行き来するかもしれませんが、放棄

されてる解体空き家がまだ四百三十何軒と、そのうちの特に悪いというか63軒ほどの

報告がありました。私の感じとしては令和元年の調査だと思っておりましたが、今の答

えですと令和３年、まあこれはいいわけですが、50万円の上限ということも一つの手

法だろうと思いますが、やはり先ほど質問したとおり、いろいろ物の運搬等やら、工賃

等、いろいろな関係で、高騰の関係でですね単価も上がってございます。そういう環境

過程からですね、ただ50万円という上限でなくて、やはり家庭によって、坪数によっ

てですね、まあ小さくかかるところもあるだろうし、多くかかるところもあると思いま

すので、工事費にね、工事費に見なした、まあ例えば段階的に150万円以内であったら

今の50万円、それ以上、200万円以上、300万円程度であったら60万円、70万円とか、
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で、300万円以上かかるところは思い切って100万円出すとか、いろいろそういうふう

な50万円の頭打ちでなくて、もうちょっと段階をつけてやったならば、もう少し解体

のやる意欲というか、じゃ、俺も解体してやるかなと、そういう気持ちにもなるだろう

と思いますので、まあ今まで六百十何軒のうち、ここ五、六年で約60軒ぐらいが解体

したということでありますので、１年で換算すると大体五、六軒だと思います。ですか

ら、段階をつけてやっていただくことに、町長の考え、もう一度お願いしたいと思いま

す。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの４番議員の質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 芦崎議員のご質問にお答えいたします。 

  まず私の考えでございますけども、本来やはり空き家というのは所有者がおりますの

で、その人の責任で解体と行うというのが、私、原理原則だと思っているところでござ

います。ただ一方で、先ほど答弁の中でもお話いたしましたけども、あまりにも危険な

空き家になってしまいますと、風、あるいは暴風等でですね隣近所に迷惑がかかってし

まう、あるいは住んでる方の安全を脅かしてしまうと、そういった状況を回避するため

に、町としましてはそういった危険な空き家の解体には補助すると、そういった制度で

ございます。したがいまして、空き家だからといってすぐ補助するわけではなくて、危

険になった状況のものであれば、町が今補助するといった制度でございますので、そこ

を一回ご理解いただきたいなというふうに思っております。 

  そしてまた解体に関して今補助をしているわけでございますけれども、やはり解体と

いうのはその先がありませんので、なかなか、県、あるいは市町村で補助するという自

治体は全部が全部やってるわけではございません。本来であれば、その解体をした後に

何かしらの利活用があるとするならば、それは県なり市町村で補助をしていくというの

は大事なことかなというふうに思いますけども、解体後の計画がないままにですね解体

に金を出していくというのは、やはり先ほど来申し上げましたようなですね厳しい財政

状況でございますと、なかなか難しいのかなといったところがございますので、そう

いったところも含めてご理解いただければというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（皆川鉄也君） ４番議員、ほかに質問ありませんか。４番芦崎達美君。 

○４番（芦崎達美君） まあ十分とは言いませんが、まず理解できました。 

  ただですね、やはりこのまま放置されてると、地域住民はですね本当に大変なんです
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よ。まあ皆さんのとこにも隣近所あるかと思いますが、やはり風が強い日とかね、トタ

ンとか破風のずれとか外壁とか、そしてまた冬はいいわけですけど、夏はですね非常に

異臭がします。小動物が入っていくのも見ます。本当に大変ですよ。ただ、でもあくま

でも危険なところに補助をするという見解ですので、まあこれはいざ仕方ないと思いま

すが、ただもう一点はですね、その解体も危険もですけれど、あくまでも放置してもよ

いということではないだろうと思いますので、その辺のところは県からも国からも若干

のまあ何かしらの指導があるかと思いますが、ただやはり八峰町、町としてね、やっぱ

り景観も大事ですよ。よそから人が来てほしい。景観が悪い。来てほしい、ほしいだけ

では、やはりそういう景観、環境面も考えたならば、やはりですね１軒でも２軒でもそ

ういうところは解体に力を入れていただきたいと、このように思いますので、私の考え

ている以上に良い案、補助があったらどんどん出して、１軒でも２軒でも解体できるよ

うにお願いしたいと思います。 

  それから、重複するようですが……空き家対策については終わりたいと思います。 

  それでは、２問目の不登校の現状について再質問させていただきます。 

  今、教育長の方から縷々説明がありましたとおり、いろんなその不登校者に対しての

策というものは先ほどの答弁でいっぱいあるようです。いっぱいあるようですが、八峰

町にも何人かおるということでありまして、まあこれは比較してもどうにもならないわ

けですが、私たち子どもの頃は不登校という言葉とか学校に行かないというそういう状

況はなかったわけですよね。もし学校休むとすれば、農作業で忙しい時休むとか、健康

上悪いとかぐらいであって、学校を不登校するという、不登校というそのものを考え、

まあ私ばかりでしょうか、ほとんどそうだと思いますが、昨今はこれだけ時代が進んで

ね、いいものがもって、教育もよくて、それなのにこういう状況があると、不登校が出

ておると。まあ簡単に申しまして、教育委員会としてはそれなりのこう形にはまった指

導要領というものがあるだろうし、それに沿ってやってるものだと思いますね。やはり

その枠以上、指導というか教育の立場で超えた場合に、いろいろな問題点、そういうも

のが起きてくるのが嫌なために、枠以上のことは、言葉悪いけど教えない、教育しない、

指導しないという気持ちはないかもしれませんが、我々に言わせると少しはあるのかな

と。腫れ物には触りたくないというふうな、若干そういう気持ちもなきにしあるのかな

と、そういうことは考えるわけであります。 

  まあ勉強も大事ですがね、大事ですが、やはりそういうその道徳と申しますか、そう
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いう教育も少しは必要ではないんだろうかと、このように思うわけでありまして、あく

までも、まあそれは指導、県や国からの指導要綱ですので、それに従っていくのが建前

でしょうが、その辺の教育というものについても若干答えられる範囲でお願いします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、当局の答弁を求めます。鈴木教育長。 

○教育長（鈴木洋一君） 芦崎議員のご質問にお答えします。 

  まず日頃から先生たちは、子どもたちの良さを見つけて、良さに声をかけていくとい

うことと、あと自己有用感といって、ほかの人にほめられることによってその子どもた

ちが自分でこう自信を持てるということで、この２点について、道徳教育ではいろいろ

心のいろんな場面のあり方について勉強するわけですが、普段の生活の中ではそういう

良さに目を向けることと、自分を大切に、ほかの人にほめられて自分を大切にしていく

ということを特に意識しながら子どもたちを育てています。 

  で、先ほど、そういう児童生徒が出てきた時に遠慮してるんでないかというお言葉も

ありましたが、学校としては、とにかく最終ゴールは登校できること。そこに向けて、

子どもたちの状況に応じて必ず保護者との連絡は絶やさないように、絶やさないように

努力をしています。ですから、その対応する時にも担任一人が負担がかかるということ

で、先ほどお話しましたが、教頭先生や養護教諭の方も、または学年主任と複数で対応

しているというところが現状であります。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ありませんか。４番芦崎達美君。 

○４番（芦崎達美君） 聞き逃したかもしれませんが、例えば今の不登校の子どもさんら

に、まあ今日、明日といろいろ計画、計画というよりも勉強の時間があるわけですよね。

その点はどのような状況で、その休んでる子どもに伝達、あるいは宿題的なもの、教育

的なそのものを行っておるのか。随時学校の方から物を届けて、また出してもらうとか、

いろいろその辺のところちょっと。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、当局の答弁を求めます。鈴木教育長。 

○教育長（鈴木洋一君） 芦崎議員の質問にお答えいたします。 

  学習課題につきましては、プリントを渡すことによって学習する生徒もいますし、タ

ブレットを活用して練習問題解く生徒もいますし、あと先ほどもお話しましたが、タブ

レットで授業の様子を映像で流して、で、うちの部屋にいながら授業に参加するという、

いろんなパターンがあります。で、プリントを渡しても、生徒の気持ちが学習に向かな
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い場合にはなかなかこう返ってはこないんですが、でもこうやりとり、プリントのやり

とりも情報のやりとりも学校側では丁寧に行ってるというのが実情であります。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ありませんか。４番芦崎達美君。 

○４番（芦崎達美君） 今のそのやりとりの場面ですよ、それは担当の先生と、また教育

長との、見たことありますか、そういう状況、返答、回答と申しますか、担当の先生が

その不登校の子どもに出したものに対しての答弁というか、その通知書というか、見た

ことありますか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの４番議員の質問に対し、答弁を求めます。鈴木教育長。 

○教育長（鈴木洋一君） ある生徒に関しては、学校でこう持っていっても学習に意欲を

示さない結果、返ってくる、なかなかプリント等が返ってこないという場合もあります。

ですから、全てそれ私見てるわけではありませんが、学校としては常にこう、うちの人

と連絡取りながら本人と話せる時には話すし、うちの人だけと情報交換する場合にはう

ちの人だけということで、まずその対応は切らさないように気持ちの繋がりはしっかり

と持っているように努力しているところであります。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ありませんか。４番芦崎達美君。 

○４番（芦崎達美君） 最後になりますが、そういう点をですね、やはり担当の先生から

と教育長との関係もですね、やはりこのままでいいのか。やはり子どもも学校に来てな

いけど、何ていいますか、内容といいますか、雰囲気といいますか、うちに行ってもい

い状況におるよとか、あるいは逆にますます悪くなっていたなとか、いろいろあると思

いますので、その点はですね、やはり十分に気をつけながら、そして担当の先生方とも

いろいろコミュニケーション取りながらですね、一人でも増やさないように、いろんな

これ見ますと、先ほどの答弁見ますと、いろんな策いっぱいありますので、この策に恥

じないように一生懸命努力して不登校を少なくすることをお願いして終わります。 

○議長（皆川鉄也君） これで４番議員の一般質問を終わります。 

  次に、７番議員の一般質問を許します。７番腰山良悦君。 

○７番（腰山良悦君） 傍聴者の皆さん、お忙しいところ、どうもご苦労様です。よろし

くお願いします。 

  それでは、通告によりまして２問質問させていただきます。 
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  はじめに、しいたけ生産農家の現状と支援について伺います。 

  しいたけ生産農家の廃業が数件あったと最近噂で聞きました。関係者や当事者に会う

機会があり聞いたところ、光熱費の高騰、人件費や雇用の確保、販売価格など、いろい

ろな問題を抱え、これ以上続けられなくなり辞めたということでした。廃業された人の

中には、夢と希望を持った新規就農の若者もおり、非常に残念なことだと思います。今

後もこのような事態が危惧されます。また、生産者の廃業により、雇用やホダを供給し

ている峰浜培養の経営にも大きな影響を及ぼすと考えられるが、町長はこのような状況

をどのように認識され、前向きに支援される考えがあるのか伺います。 

  次に、２問目です。災害時における要配慮者の避難支援について伺います。 

  近年、我が国では30年前の阪神淡路大震災以来、新潟県中越地震、東日本大震災、

熊本地震、能登半島地震など多くの甚大な災害が続けざまに起きています。いつ、どこ

で、またこのような事態が起きるか分かりません。 

  そこで、災害が発生し、また、災害が発生する恐れがある場合に自ら避難することが

困難な方々の支援について、次の３点について伺います。 

  １点目ですが、保護するために必要な名簿の作成を国から努力義務として指導され、

作られていると思うが、定期的に更新されていますか。 

  ２点目、警察、消防、社会福祉協議会、自治会などとの名簿の共用、また、連携はど

うなっているのか伺います。 

  ３点目です。避難は健常者以上に大変だと考えるが、訓練などはどうなっているのか

伺います。 

  以上、よろしくご答弁をお願いします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの７番議員の一般質問に対し、当局の答弁を求めます。

堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 腰山議員のご質問にお答えいたします。 

  はじめに、「しいたけ生産農家の現状と支援について」であります。 

  議員ご指摘のとおり、近年の光熱費や資材等の高騰に加え、人口減少や高齢化に伴っ

て、しいたけ生産農家の経営は厳しい状況にあると認識しております。 

  こうした中、町では、令和４年度に八峰町農作物次期作支援事業補助金として10の

経営体に268万円を補助したほか、令和５年度には八峰町農業生産費高騰対策支援事業

補助金として12の経営体に対し755万円の交付を行っております。 
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  また、県で行っている「あきたの園芸省エネ化支援事業」を活用し、既存ハウスの燃

料や電力の削減を高める取り組みの支援を行うなど、しいたけ農家の営農継続を後押し

してまいりました。 

  しかしながら、令和６年度は新規就農者を含め３つの農家が廃業しており、峰浜培養

の菌床を使用している町内のしいたけ生産農家数は、平成25年度の19経営体から６経

営体へと減少するなど、峰浜培養への影響も危惧されております。 

  一方で、町内の若手生産者の中には、しいたけのブランド化に取り組み、販路の開拓

を行い、生産規模の拡大を図っている生産者もおりますので、町としましては、引き続

き農家や農協等と情報を共有し、しいたけ農家の生産の規模や販売額の拡大を支援して

まいります。 

  次に、「災害時における要配慮者の避難支援について」についてであります。 

  東日本大震災を教訓に、平成25年に災害対策基本法が一部改正され、高齢者や障が

い者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方、いわゆる要配慮者のうち、災

害発生時の避難等に特に支援を要する方の「避難行動要支援者名簿」の作成が義務付け

られました。 

  本町では、平成23年度に「災害時要援護者名簿」として作成し、令和３年度にその

名簿台帳の更新作業を行ったほか、令和４年度からはその情報を地図システムに落とし

込む作業を進め、現在は住民異動情報を基に定期的な更新を行っております。 

  これらの情報につきましては、警察や消防、社会福祉協議会へ提供しており、関係機

関の役割に応じて適正に利用されているものと考えているほか、自治会への提供は、個

人情報保護管理の観点から紙等による提供を避けているものの、災害時においては迅速

に提供することとしております。 

  また、避難訓練につきましては、地震と津波・火災を想定した防災訓練を毎年５月に

実施しておりますが、その際には、要支援者の避難を想定した車椅子やリヤカーを利用

しての訓練も行っております。 

  近年の自然災害においては多くの高齢者や障がい者が被災しておりますが、本町では

避難困難者を想定した訓練を継続して実施し、災害から町民の命を守るよう努めてまい

ります。 

○議長（皆川鉄也君） ７番議員、再質問ありませんか。７番腰山良悦君。 

○７番（腰山良悦君） ただいまの町長の答弁によりますと、当初19経営体であったの
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が今６経営体といいますか、ありましたけれども、やはりかなりの減り方だと思います。

それで、これまで何回か補助金の助成しておりますけれども、やはりそれでもなおかつ、

この何ていいますか、燃料費の光熱費の高騰とか、それからいろいろ諸経費の値上がり

によってなかなか経営が大変だ、そして思うような生産も伸びていかないと、生産量が

伸びていかないということで辞めていく人がいると。やはりそういう人方は、やはりこ

のまま続けていくのがやはり大変だということで辞めざるを得ないということだと思い

ます。そういうことで、まだまだこれ以上厳しくなるというか、今後厳しくなることが、

何ていいますか、想定されますけれども、このままでは峰浜培養ももちろん大変になっ

ていきますし、特産品としてあれしてるって、しいたけそのものが町から消えるという、

極端ではないですけれども、そういう心配されるわけなんですが、この後、何らかのま

た補助金とか何かで支援してやらなければいけないのではないかと思います。それで、

今回培養には100万円の補助金の給付するわけなんですけれども、やはり本来であれば

生産者があっての培養ですので、生産者のそういう何ていいますか、経営基盤を立て直

す意味でも生産者に対する支援といいますか、それをもっと払うべきだと思うんですが、

その点、そういう考えがないか伺います。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの７番議員の質問に対し、当局の答弁を求めます。堀内

農林水産課長。 

○農林水産課長（堀内和人君） 腰山議員のご質問にお答えいたします。 

  町長の答弁でも先ほどからございましたとおり、町の財政も大変厳しい状況にありま

す。それで、まあ今回峰浜培養には町の指定管理施設という形で補助をさせていただい

ております。で、町長の答弁にありましたように令和４年、令和５年につきましては、

しいたけの生産農家の方々に電力の補助と、あとは何でしたっけ……次期作支援という

形で補助をさせていただいてるところでございます。今後につきましては、国、県の動

向を注視しながら、このような補助がありましたらまた、しいたけ農家さんのために補

助を行っていきたいという形で考えております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに再質問ございませんか。７番腰山良悦君。 

○７番（腰山良悦君） それでですね、もしもですね今後また廃業する方がおった場合で

すね、新規就農の場合、これまでいただいた補助金とかそれは返還しなければならない

というそういう何か規定がありますか。 
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○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、当局の答弁を求めます。堀内農林水産課

長。 

○農林水産課長（堀内和人君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  新規就農者の補助金をいただいてる以上、補助金の返還等々ございますが、現在の方

に関しましては、補助金の返還が伴わないような形で今手続きを行いたいと考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ありませんか。７番腰山良悦君。 

○７番（腰山良悦君） １問目は、まず終わります。 

  続きまして２問目の再質問させていただきます。 

  先ほどの答弁で、名簿の作成はしているということで、まずそれで安心といいますか、

それだとよろしいと思いますけれども、結局それがどのように生かされているかですね。

まず何といいますか、警察とかそういう関係機関、社協とかそういう関係機関との連携

で名簿を提供されなんかするということで、それはもちろんあれですけれども、いざと

いう時にその連携というのがうまくいくのかどうか。何か訓練も年に、あ、５月ですか、

やってるということなんですが、それだけでも、例えば自治会においては訓練も何年も

やっていない自治会もあるようです。そういうことで、結局名簿だけ作ってやったとし

ても、それが生かされるか、生かされないか、そこいら辺、もっとその訓練等を通して

実際生かされるようなそういう方向で、何といいますか、生かされるようにしていただ

きたいと思うんですが、もう一度答弁をお願いします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、当局の答弁を求めます。工藤防災町民課

長。 

○防災町民課長（工藤善美君） 腰山議員のご質問にお答えします。 

  先ほど町長が答弁いたしました５月における要支援者の避難を想定した訓練というの

は、5.26、日本海中部地震を想定した訓練の際に行ってる避難の件でございます。あ

と、そのほかの要支援者の避難訓練等に関しましては、各地区で行います避難訓練等で

も合わせて行ってはおるんですけれども、どちらかといいますと各地区で構成しており

ます自主防災組織、そちらの方で訓練の方を行っていただけるのが一番よろしい形かと

は思っております。自主防災組織の中で各地区におきましてどのような要支援者がいる

のか、そういうのを把握しておいた中での本当の地域においての共助、お互いに助け合
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うところというのが一番の避難の重要点になってまいると思います。それに合わせまし

て、町の方でも自主防災組織の組織の編成にお願いに、まだ組織なっておらない自治会

もございますので、そちらの自治会の方に組織していただけるよう働きかけを続けてま

いってるところでございます。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ありませんか。７番腰山良悦君。 

○７番（腰山良悦君） 考え方として今の課長の答弁、そのとおりだと思います。ただで

すね、実際ですね、うちの方の自治会のこと言うのも何ですけれども、うちの方の自治

会、全然やってないですよ。組織はつくってあるんですが、全然ここ十数年もやってね

えってねがね。それが実情なんですよ。せっかくそういうね考え方であれしてやって、

行政の方でそう考えていたとしても、やはりそれが宝の持ち腐れでもないけれども、や

らなければ何もならないと思うんですよね。そういう点、やはりもう少し各自治体、よ

その自治体分かりませんけれども、おそらくやってない自治体結構あると思うんですよ

ね、毎年ね。やはりせめて年に１回くらいはやらなければ、何もやらないと同じなんで

すよね。そういうことで、もう少し行政として自治会を指導していただければ幸いに思

うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの７番議員の再質問に対し、当局の答弁を求めます。工

藤防災町民課長。 

○防災町民課長（工藤善美君） 腰山議員のご質問にお答えします。 

  腰山議員おっしゃるとおりだと思います。実際に行われておらない自治会もあるとい

うこと、私の方でも把握しております。ですので、実際に行わなければ、どこをどう

やって逃げたらいいのか分からない。避難訓練は何度やってもよろしいとは思っており

ますので、全自治会に対しまして避難訓練の方、時期はいつでもいいですので年１回は

少なからず行うように皆さんの方に働きかけてまいりたいと思います。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ありませんか。７番腰山良悦君。 

○７番（腰山良悦君） いずれ私もそういう対象になると思いますので、今後ともひとつ

よろしく、きめ細かな指導といいますか、支援していただければ幸いに思います。 

  以上をもって私の質問を終わらさせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（皆川鉄也君） これで７番議員の一般質問を終わります。 

  休憩いたします。55分より再開いたします。 
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          午後 １時４９分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 １時５５分 再  開 

○議長（皆川鉄也君） 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  次に、８番議員の一般質問を許します。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 傍聴の皆さん、長い間の傍聴ありがとうございます。私で最後

になりますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。 

  私は３点について町長に考え方を伺います。 

  まずはじめに、国民健康保険の資格確認書、まあ今まで資格証明書の廃止ということ

ですけれども、これについて伺いたいと思います。 

  国民健康保険証は、改定ナンバー法により短期保険証がなくなり資格証明書だけが残

り、特別療養費の支給型資格確認書となるのではないでしょうか。短期保険証が廃止さ

れるにあたって、私の調べでは、昨年か一昨年か33世帯があったと思うんですけれど

も、この人たちの滞納していた保険料はどのように処分されたのでしょうか。資産差し

押さえなど無理な支払いを求めたのではないか危惧します。 

  この制度に移行するにあたり、国は特別療養型、名前が長いので旧資格確認書の発行

にあたって、１年以上の滞納世帯が窓口10割負担になることから、よく話し合って、

連絡がつかない場合は訪問するなどするように、また、減免申請を行う、その際、生活

保護の申請にも繋げるように慎重に必要最小限に特別療養型給付資格確認書を行うとい

うことが通知、通達しているのではないでしょうか。この方々は何世帯あるのでしょう

か。 

  また、減免申請は生計を一にする家族全員の資産調べ、いわゆる金融機関調べに同意

することを求めています。徹底した話し合いによって生活状況は把握できるのではない

でしょうか。他市町村はそこまでの判断で金融機関調べは行っていません。生活保護申

請時に必要な行為を当町は行っています。５年以上の滞納を出さないための対策は今後

しっかりと取り、資格確認書、いわゆる特別療養支給型資格確認書の発行することの廃

止を考えませんか。安心して医療にかかれる体制をつくることを考えないでしょうか。 

  改定ナンバー法によりマイナンバーカードを持たなくとも資格確認書が発行されます。

特別療養費資格確認書の方は窓口で10割負担しなければなりません。病院の行き渋り

が始まります。病気を悪化させてしまいます。重篤化してからでは保険者にも負担が多
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くなります。 

  また、マイナンバーカードを初期に取得した人たちは、更新の時期に入ってきていま

す。更新にもう行かれないという人の声を多く聞きますが、特に交通手段を持たない後

期高齢者医療保険証はどのようになるのでしょうか。役場で申し込めば日曜日も手続き

できると言いますが、循環バスは走っていません。施設入居者も同じことです。対策を

教えてください。 

  次に、一人暮らし高齢者・障がい者の非常時対策について伺います。 

  高齢人口の比率が高い当町において、一人暮らし世帯もかなり多いのではないでしょ

うか。付け加えて身体・精神障がい者の一人暮らしもかなり多いことが配食弁当の質問

で分かりました。 

  最近、能代市での高齢者緊急24時間通報システムが１月28日付けの北羽の記事に載

り、皆さんの関心が高まっています。それによると、ふれあい電話の利用が減少したこ

とから、ペンダント型の通報システムがあり、利用したい方は申請できるということで

す。ペンダントの貸与や設置は全て無料となっています。緊急時に際して親族的な方に

通報協力してもらう必要があるため、３人以上登録しなければなりません。 

  当町では、一人暮らしの方は民生委員などよく訪ねてくれるから助かるという声も聞

きます。社協の運営時間が、営業時間が平日の時間外であったり、平日の日中以外何か

あったら不安だという声を聞きます。 

  また、宮城県角田市はもっと詳しく具体化されています。一人暮らし老人緊急通報シ

ステムの事業のしおりには、家庭用緊急通報器と警備会社に設置された電話回線がオン

ラインで結んでいます。緊急通報装置本体の緊急ボタンやペンダント型緊急ボタンリ

モートスイッチを押すと、警備会社から安否確認の出向者、登録者３人の誰かに要請が

かかって、24時間以上このセンサーが動かない時は警備会社が自動的に通報されます。

設置時の通報器の費用は、生活保護世帯や非課税世帯は無料です。ほかは所得に応じて

負担額が増えるようになっています。 

  参考になる点をピックアップすると、休日・夜間はペンダントを身に付けることや、

常に３人以上の知り合いの確保をしておくこと、能代市のように無料にするとか角田市

のように低所得者に配慮している、こういうシステムがあることです。身近にある警備

会社、アルソックやセコムに支援してもらい、費用を援助するということも考えられま

す。高齢者が少しでも長く自立した生活を地域社会で送れることは、今後非常に大事に
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なってくると思います。 

  以上のことから町長の施策はないでしょうか、考えをお聞かせください。 

  ３つ目は、第三セクターについて、ハタハタ館は町民の福祉と健康に繋がっているか

ということです。 

  第三セクターの経営が、破綻が相次いでいます。これにより自治体財政への大きな負

担も住民へしわ寄せが行っていると言われております。帝国データバンクの調べでは、

第三セクターの倒産は2000年がピークで、25年前ですが、この年は22件です。 

  国の民活法、1986年施行は、中曽根内閣の民間活力路線に基づき、地方公共団体と

民間事業者が共同出費する第三セクターをつくり、事業を推進し、翌年にはリゾート法

として、共に税、財政優遇対策で大型開発を展開し、破綻が明らかになるにもかかわら

ず、ＰＦＩ、民間活用した公共事業と看板をすえ替えて事業を継続してきました。正に

ハタハタ館は、この波に乗って観光施設としてホテル型に変え、一時的な宿泊や宴会を

頼りに進めてきました。 

  町民が利用してにぎわっていた時期は1990年から2000年の頃ではないでしょうか。

今は高齢者が湯っこランドの代わりもなく、日帰り温泉の楽しみもなくなりました。あ

の頃、せめて湯っこランドに代わるものをと発言していましたが、健康器具のあった場

所にでもできないかも、これも実現かないませんでした。温泉好きの人は、700円に

なったらあと行かない、温泉ゆめろん、くららと名前を挙げる人もいます。入浴料を安

くし、休憩者無料で何時間もゆっくり楽しめるものと言います。ホテル宿泊室にシャ

ワーを取り付けることで、温泉宿泊を閉鎖していたにもかかわらず、レストランを今ま

でより営業時間を長く行ったメリットはあったのでしょうか。経営者としての社長は、

利益を度外視したこのやり方でよかったのでしょうか。利用客はあったのですか。この

ようなやり方では今後の影響が心配になります。 

  来年度から町への借金300万円、令和７年度からですが、銀行返済600万円で、900万

円返済が始まります。これも心配です。今後、道の駅、モンベル社の誘致、ぶりこ、産

直課題は大詰めに入ります。モンベルは店舗の提供がハタハタ館になるのか、また、個

別に物を建てるのか分かりませんが、膨大な費用がかかります。町民の要望とかけ離れ

たところで展開していきます。まず、ぶりこを町民が買いやすい地産地消の農水産物に

なってほしい。また、入浴料700円に値上がってしまいましたけれども、町民が我が家

の、また私の記念日入浴サービスなどやるとか、巡回バスを利用したサービスがあると
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か、いろいろ考えられるのではないでしょうか。町民に対する施策をお願いします。 

  また、ぶりこ、ハタハタ館の、ぶりこが今後どうなるのか、これも大変心配ですけれ

ども、ぶりこ、ハタハタ館運営協議会みたいなものを立ち上げ、女性の声を大いに反映

させるようなこういう場も必要だと思います。 

  以上、いろんなことが考えられると思いますが、今のままでは町民から町民離れがま

すます広がっていってしまいます。以上について町長の考え方を伺います。どうかよろ

しくお願いいたします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの８番議員の一般質問に対し、当局の答弁を求めます。

堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 見上議員のご質問にお答えいたします。 

  はじめに、「国民健康保険の資格証明書」についてであります。 

  特別療養費制度は、督促や納付勧奨したにもかかわらず、特別な事情がなく１年以上

滞納されている場合で、医療機関を利用の際は、窓口で一旦全額自己負担いただき、後

日申請により給付割合相当額をお返しする制度であります。 

  税の減免につきましては、罹災や貧困、著しい所得の減少等による担税力の有無によ

り判断され、税の時効が５年から３年に短縮となる滞納処分の執行停止につきましては、

行方不明や著しい生活の困窮、処分する財産がないなどの理由が認められ適用されるも

のであります。 

  特別療養費の支給対象である方は、特別な事情がなく１年以上滞納されている方です

ので、そうした方に対して国民健康保険税の減免や滞納処分の執行を停止した事例はな

いものと認識しております。 

  しかしながら、当該制度の趣旨は滞納となった方との折衝の機会を設けることにあり、

状況によっては減免事由に該当する場合や、分納計画等により特別療養費の対象外とな

る場合もありますので、引き続き粘り強く交渉に当たってまいりますが、国民健康保険

法で定められているとおり、特別療養費を町が廃止するということはありません。 

  また、マイナンバーカードの更新につきましては、高齢の方や施設入居の方にはご難

儀をおかけしておるものと考えますが、国の制度であることから、利用者にはご理解を

いただけるよう努めてまいります。 

  一方、更新手続きが行われない場合には、自動的に通常の資格確認書が送付されるこ

とになりますので、議員ご指摘の後期高齢者医療制度含め、更新しないから窓口負担が
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10割になるということはないものと考えております。 

  次に、「一人暮らし高齢者・障がい者の非常時対策」についてであります。 

  現在町内では、高齢・障がいのある方が安心して日常生活が送れるよう、「ふれあい

安心電話」、「一人暮らし高齢者見守り事業」、「配食サービス」、民生委員による定

期訪問に加え、介護・障がい福祉サービスをご利用の方へは、ケアマネージャーやヘル

パーの方が定期的に訪問を行っております。 

  また、町社会福祉協議会内の地域包括支援センターは、転送電話により24時間体制

となっております。 

  高齢者・障がい者の一人暮らしの夜間・休日時における緊急事態につきましては、緊

急連絡先を各自備えておりますので、ご自分で連絡できる場合はご自分で、救急要請に

ついては「躊躇なく」通報することを前述の事業を通じて伝えております。 

  しかしながら、電話も難しい場面なども想定されることから、通報システムにつきま

しては、スマートフォンアプリから24時間見守りタイプのものなど多種多様となって

おりますので、それら製品等の情報収集に加え、近隣自治体の状況等を踏まえながら、

費用の一部助成について検討してまいります。 

  次に、「ハタハタ館」についてであります。 

  ハタハタ館については、非常に厳しい経営状況が続いており、１月20日の議会全員

協議会でも説明させていただいたとおり、飲食部門の衰退と、電気料金等の高騰による

経費の増加が主な原因であり、経営健全化に向けた対策が喫緊の課題となっております。 

  一方で、施設についても、平成18年度の大規模改修から既に18年経過しており、温

泉設備を中心に施設の老朽化が進んでいることから、引き続き、設置目的である「観光

振興と住民の交流、健康・福祉の増進に資する施設」としての役割を果たせるよう、適

宜必要な改修等を行い、施設の長寿命化を図っていく必要があると考えております。 

  こうした中、町としましては、ハタハタ館の存続を目指して、入浴料の改定や電気料

金の削減、飲食部門の見直し等を盛り込んだ「経営改善方針」を作成したところであり、

レストランの夜営業再開や電気料金削減に向けたリバースオークションの実施など、一

部施策については既に取り組んでいるものもあります。 

  また、施設の維持についても、有利な事業債を活用しながら、年次計画により改修・

更新等を行っており、今年度は、温泉設備の主要機器である、ろ過装置や制御盤等の交

換工事を実施したところであります。 
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  しかしながら、改善方針で示した電気料金削減や宿泊部門の売上げ増加など、一部施

策については一定の効果があったものの、飲食部門の改善については、２月中は日帰り

入浴を中止していたこともあり、利用者が極端に少なく、特にレストランの夜営業につ

いては僅か10人程度の利用にとどまり、再開の効果は限定的なものとなっております。 

  また、施設の維持管理については、これまで改修工事に充当していた合併特例債が令

和７年度で終了するため、今後予定している温泉ボイラーや受変電設備、非常用設備等

の更新に際しては、新たな財源の確保が急務となります。 

  このため、重要課題である飲食部門の立て直しについては、新規メニューの開発や宴

会プランの見直し、営業活動の強化に取り組むことで集客力の向上を図るとともに、先

行して実施しているレストランの夜営業については、人員配置やメニュー数を工夫しな

がら、夜営業の再開が町内外に周知されるよう継続して取り組んでまいります。 

  また、施設の維持管理については、現在、ハタハタ館直営で実施している保守点検業

務をメンテナンス業者に業務委託し、予防保全を徹底することで、故障頻度の多い温泉

設備の延命化を図るとともに修繕費用の削減にも努めてまいります。 

  いずれにしましても、ハタハタ館の存続については今正に大きな岐路に立っており、

想定を上回る物価高騰の影響により売上げの上昇率を経費の上昇率が大きく上回ってお

り、このような状況下にあっては、売上げの上昇が逆に赤字幅を膨らませてしまうため、

どうしても物価高騰の影響額を販売価格に転嫁させる必要があります。 

  言い換えれば、物価高騰により経費の削減が難しい状況の中で、経営の黒字化を目指

すためには、高騰分を考慮した適正価格を維持していくことが必要不可欠であり、当然、

入浴料についても例外ではなく、町といたしましても今回の料金改定は苦渋の選択であ

りましたが、今後、この料金改定に見合うサービスをしっかりと提供できるよう、従業

員の接遇向上など、利用者の満足度に繋がる取り組みを推進してまいります。 

  また、議員のご質問にもあるように、このハタハタ館は町民の福祉・健康増進に資す

るための施設でもありますので、今後は、町民に喜ばれるサービスの提供やイベントの

開催にも取り組んでまいりたいと考えております。 

  以上であります。 

○議長（皆川鉄也君） ８番議員、再質問ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） まず１問目の国民健康保険のことについて伺います。 

  私はまず一番心配しているのは、まあ決算の時とか予算の時とか聞いてますけれども、
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資格証明書何人いるのか、それから短期保険者証何人いるのかということで、まあ私の

中では短期保険証は33世帯、それから資格証明書は16世帯、合わせてその人数は60人

か70人くらいではなかったかと思うんですけれども、このマイナ法によって短期証明

書はもうやめますと。資格証明書もやめてくれれば一番いいんですけれども、ここは

残ってしまいました。その世帯の人たちが資格証明書に行かないでなくなったというこ

とは、どのようにしてその滞納が処分されたのか。まあ差し押さえとか、強制的な執行

停止はなかったということですけれども、この人たちに対してどういうふうな説明をし

て、それで保険証が、滞納が全部なくなったのか。そのことをまず聞きたいと思います。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの再質問に対し、当局の答弁を求めます。今井税務会計

課長。 

○税務会計課長（今井利宏君） ただいまのご質問にお答えします。 

  短期三十何件というお話でしたが、現在、療養費に切り替わった方は３件あります。

それ以外については分納とか特別事情の申し出があり、滞納解消というわけじゃないん

ですけども、通常の資格確認書が出ております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） ちょっと私もちょっと今、耳ちょっとあれだったんですけれど

も、じゃあ資格、まあ前の資格証明書というのが３世帯っていうことですか。で、短期

保険者証の人たちの支払いは、まあ当然減免申請とか行われたと思うんですけれども、

減免申請の際の同意書に繋げる金融機関調べとかそういうところが詳しく詳細に行われ

たんでしょうか。で、資格証明書、特別療養給付何とかかんとか資格確認書ってなって

ますけれども、その人たちを、なるべく国の方でもこれを出さないために、私の調べた

通達とかを見ると、まずとにかくよく話し合ってほしい、そして電話で、電話も出な

かったら訪ねていって、訪問して支払えるような状況をつくってほしい。で、その際、

減免申請とか、それから生活保護に結びつけるようなそういうことをやってほしいとい

うことで、こういうことが行われたんでしょうか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。今井税務会計課長。 

○税務会計課長（今井利宏君） 最初の資格関係の話ですけども、資格証明書から特別療

養費に変わったのは７件、特別療養費の何だ、特別療養費の対象者になったのは７件で、

短期から特別療養費に変わったのが３件ということです。で、その滞納額がなくなった
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のではなく、納税分納の手続きとか、あと特別事情の申し出等があったりして、その関

係で通常の資格確認書が出されております。滞納がなくなったわけではありません。 

  それから、その人たちの対応ですけども、10割負担、大変重い制度ですけども、こ

ちらからの通達に反応がないといっても、やはり小さな町ですので、そういう方の状

況っていうのは、職員が顔見知りであったりすることもあるし、あと、ある程度仕事や

家庭の状況は分かってます。長年の滞納がある方には、これまでも納付相談、分納計画

やったこともありますし、直接お会いして電話でお話したりしたこともありました。ま

た、確定申告、この相談を受けたりして状況を把握得ておりますけども、やはり本人か

らの納付相談、そういうのがなければ10割の特別給付対象者ということでなっていき

ます。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 減免申請したのかということではちょっと答えがありませんけ

れども、徴収猶予の制度がいろいろあるんですけれども、こういう制度があってこうい

うふうな支払い方ができるんだよっていうことを説明しましたか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。今井税務会計課長。 

○税務会計課長（今井利宏君） 督促とか納税勧奨、そういう際に、常に状況が厳しい場

合には納付相談してくださいということでお話しています。場合によっては減免の対象

なったり、それから分納誓約出すことで10割負担にならないような方向で、できるだ

け10割負担ならないように対応しております。 

  ただ、減免の話ですけども、減免は当然申請によるものですので、申請がない方につ

いては受け付けておりませんので、当然対象にはなりません。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 申請がないからとかじゃなくて、この改定ナンバー法に代わる

にあたって、やはり国の方でもかなり強く言ってるのは、とにかく話し合ってください、

訪ねていってください、それで電話が繋がらなかったら訪問してください、こういうこ

とが書かれて、それでその、まあ短期保険証をなくするということは、まあ町では努力

して、移行して支払い計画とか立てて短期保険証少なくしてる努力は分かりますけれど

も、ただやっぱり来ないからではなくて、国では行ってくださいっていうこういうもの
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になってるんです。で、今、短期保険証の人たちもまだ滞納があるということですけれ

ども、これが１年以上になると、この人たちはもうまた特別療養給付支給資格確認書み

たいなものが発行されて窓口で別のものを提出しなければならないということになる予

備軍が、やはり今の話ではいるんだということです。ここにもう一つやっぱり担当課の

努力をお願いしたいと思います。そのことについて一言答弁をお願いします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。今井税務会計課長。 

○税務会計課長（今井利宏君） とにかくお話をという話でしたけれども、私どもも電話

とか、また会ったりした時に、当然文書を出す時も、とにかく相談してくださいという

ことにしております。 

  で、臨戸訪問の話ですけども、最近は全国的に訪問時のトラブルとかが多かったりし

て、さらに本来納税は自主納税だということで積極的に臨戸訪問することはだんだんな

くなってる流れです。そういうことでご理解いただきたいと思います。 

  あと短期の１年延びた場合はどうなるのかというお話ですけども、短期の方も１年延

びても、やはり特別の事情があったり、それから納付相談の中でのその分納計画、それ

がきちんとできていれば、10割負担にはならないように対応しております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） まあ今まで予算・決算の時にも詳しく聞いてきたんですけれど

も、当町の場合は10年先まで払わなければならなかった人もいたと、そういうちょっ

と考えられない事態があって、まあ５年、支払い方も先の方でなくて手前から消して

いってほしいっていうことを再三言ってきたんですけれども、このマイナ保険法の改正

とともに、ここをやはり整理するところを整理して、短期保険証がなく、昔の資格証明

書の方に移ったっていいところもあるんですけれども、やはりこの点は慎重にというこ

とです。 

  そしてですね、まあ資格証明書の人たちが10割負担になるということ、これはやは

りもう最低限度を減らしていく、そしてそのために減免申請の際のこの同意書を求める、

家族全員の金融機関調べっていうことは、まず国の方で言ってるとおり、とにかく話し

合って、それで家庭状況を把握してほしい。これが、これをやってるのが、ほかの他市

町村はせめてこれでやってるわけです。よく話し合って、それで窓口でもどこででも、

その上で家族の金融調べは行わない、その家族の状況が分かるということです。是非こ
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の点を力を入れて、まあ金融機関調べをやらなくともいいように、そして特別給付支給

型資格確認書の発行がなされないように努力してもらいたいと思います。 

○議長（皆川鉄也君） 答弁必要ですか。 

○８番（見上政子さん） 答弁まずいいです。同じ回答ですので。 

  それで、マイナンバーカードの更新ですね、５年ごとの更新がもう始まって更新の通

知が来てるっていう人がかなりいます。その際、え、あどだってもう行きてぐねってい

う、もう嫌だ、役場までは行かれないという人がかなり多くこれから出てくると思うん

です。いずれ今、このマイナ保険法の改正に伴って全国各地からいろんなその苦情が出

て、まあこれが資格確認書としてマイナンバーカード持たなくとも持っても全対象者に

は資格確認書が発行されるということですので、これはひとつ前進した面ですけれども、

当町の場合、これをもし更新しなければどういうことになるのかお聞かせ願いたいと思

います。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。菊地福祉保健課長。 

○福祉保健課長（菊地俊平君） ただいまのご質問にお答えします。 

  町長答弁にもありましたけれども、更新手続きが３カ月過ぎても行われない場合には、

自動的に通常の資格確認書が送付されることとなります。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） それは分かります。そのためのまあ日曜日に窓口を開くという

ことですけれども、これの効果はあるのかなっていう、こんな感じがします。巡回バス

も通りません。80歳、85歳以上の人たちがどうやってやるのか。更新するのか。その

ままにしておけばいろんなところで不具合が出てくると思うんですけれども、町長、こ

の点について、まあ私は進める方ではないんですけれども、更新できねばどうならんだ

がということは保険証の場合は分かりました。これに対する手立てですね、いま一つ何

か、日曜日だけ、申し込みがあった人たちに対しては日曜日を行うっていうことは不十

分じゃないですか。 

○議長（皆川鉄也君） 休憩いたします。 

          午後 ２時２９分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 ２時３０分 再  開 
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○議長（皆川鉄也君） 休憩前に引き続き一般質問を再開いたします。 

  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。工藤防災町民課長。 

○防災町民課長（工藤善美君） 見上議員のご質問にお答えします。 

  マイナンバーカードの更新というふうなことでよろしいかと思っておりますが、日曜

窓口に関しましては、まずどちらの方がいらっしゃっても結構なものでございます。う

ちの方で去年、年変わりましたので去年変更となりました延長窓口に関しましては、あ

くまで前もってお話しいただければどういう方でも対応できるというふうなことになっ

ております。 

  で、見上議員が今おっしゃった高齢者の方の場合であれば、日中、巡回バスを使って

いらっしゃっていただければ、帰りは町の方でお送りすることもしておりますので、平

日いらっしゃっていただくことは可能ではないかなと思ってるんですが、そちらの方で

対応できればと思っております。あと、もし何か更新に関しましてこうしていただきた

いというふうなご要望がありましたら、ご相談の方いただけると大変助かります。よろ

しくお願いします。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） そのことを詳しくやはり周知してほしいと思います。どうやっ

て行けばいいのかっていうふうなこととか、やっぱりいろいろあると思いますので、そ

の辺は周知してください。 

  この１問目についての質問はこれで終わります。 

○議長（皆川鉄也君） 引き続き２問目の質問に入ってください。 

○８番（見上政子さん） はい。２問目について行います。 

  町の方でも、一人暮らしの高齢者の方々には、町民の人たちもよく訪ねてきてくれる

し、いろんな人が来てくれるっていうふうなことは言われてます。ただその人たち、ま

あそれは大変結構なんですけれども、やはり一人暮らし、風呂に入った時とか寝てる時

に具合悪くなったりとかそういう時に心配だよなっていう、それに合わせて、北羽の記

事を見て、ああいうのあればいいよなっていう、やはり一人暮らしの方々の声が聞こえ

ます。そのためにもですね、方法はいろいろあると思うんですけれども、まあ警備会社

と連携したり、能代市のように設置から何から全て無料にすることもできますけれども、

まあ社協、具合悪いと社協に繋がるようなシステムにはなってます。ふれあい電話も

24時間体制っていうのは分かります。これは何か県の方に繋がるみたいですけれども、
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利用もかなり減ってる、このふれあい電話の利用がかなり減って、電話を取り外した件

数もすごく多くなったので能代市は始めたということですけれども、やはり24時間体

制、これがあれば安心して一人暮らしが過ごせるのではないか。まあ自分で自立して地

域の中で生活するっていうのは非常に、今後高齢化がどんどん進んでいく中で、私たち

町でサポートしていかなければならないことがかなり増えると思います。そういう点で

ですね、いま一つ、夜間型とか休日型とかそういうことを考えた場合、必要に思いませ

んかっていうことをちょっと伺いたいと思います。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、当局の答弁を求めます。菊地福祉保健課

長。 

○福祉保健課長（菊地俊平君） ご質問にお答えします。 

  基本的には見上議員考えるとおりだと思いますけれども、ちょっと付け加えさせてい

ただければ、ふれあい安心電話なんですけれども、これは県社協が中心となって行って

いた事業なんですけれども、令和３年度に県社協がこの事業をやめましたことにより他

自治体では違うサービスを行っていることになっております。八峰町が実施しているふ

れあい安心電話事業なんですけれども、こちらは県社協に繋がるのではなくて別の委託

業者さんに繋がっていくということになっておりまして、形を変えながら当町ではこの

事業を実施しているということでありますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 私が聞いてるのはふれあい電話もそうですけれども、休日型と

か夜間型、そういう場合のことを考えませんかということを質問してます。ふれあい電

話で連絡できるっていうこともありますけれども、電話までたどり着くことができれば

いいんですけれども、こういうことが非常にやっぱり高齢化社会とともに困難になって

きているということからこういう制度が生まれてきてると思いますので、まあ費用もそ

んなにかからないと思うんですが、民間であったら設置のいくらかを補助するとかそう

いうことも考えられると思いますが、その点についての考えは全くないのか、それとも、

まあ町長が少し検討してみたいということもありましたけれども、どのように前向きに

検討されるのか伺いたいと思います。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。菊地福祉保健課長。 

○福祉保健課長（菊地俊平君） ふれあい安心電話のお話がちょっと長くてあれだったか

もしれないんですけれども、その前段で見上議員の考えていらっしゃるとおりだという
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ふうに述べたことを申し添えます。また、町長答弁にもありましたように多種多様なシ

ステムがありますので、そちらの状況等について、一部助成を含めて検討させていただ

きたいと思います。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 前向きに考えてくださるということで、この質問は終わりたい

と思います。 

  次に、ハタハタ館は町民の福祉と健康に繋がっているのかということについて、もう

少し質問をさせていただきます。 

  まあ温泉を経営するにあたってというか、まず経営者としてですね、まあ考えられな

いようなその、温泉がないのにレストランの営業をやってしまった、これは何日間これ

をやったのか。そして、それにレストランには何人を配置していたのか。そして夜の営

業に人は来ていたのか。そこの点について伺います。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、当局の答弁を求めます。成田商工観光課

長。 

○商工観光課長（成田拓也君） ただいまの見上議員のご質問にお答えいたします。 

  レストランの夜間延長の関係ですけれども、温泉が工事に入りましてから再開するま

での期間でありますけども、答弁にありますとおり10人程度という大変少ない人数で

ございました。あ、ですので、およそ３週間程度ということになります。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ありませんか。 

○商工観光課長（成田拓也君） あ、すいません。 

○議長（皆川鉄也君） どうぞ。 

○商工観光課長（成田拓也君） あ、すみません。回答漏れました。従業員の配置につき

ましては、ちょっと現場の方から私話を聞いておりませのんで、申し訳ありませんけれ

ども何人で対応したかはちょっとお答えできません。申し訳ありません。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） ３週間ですね。レストランは１人で夜間も、２人、１人ってい

うことはあり得ません。２人か３人かだったんではないでしょうか。まあ12人という

ことだったと思うんですけれども、夜間はゼロだったんですよね。で、ゼロなのに３週
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間続けなければならなかったのか。そこら辺の判断の仕方が、私はその一つの事業を経

営する社長としてあり得ないと思うんです。まあ節約節約と言いながらですね、人員を

配置して、ますます赤字をふくらましてしまっていってる。こういうやり方が本当にこ

れは官僚、まあ公務員的な考え方ですよね。こういう赤字になることを分かっていて、

そしてもうこれじゃあ駄目だといったら早期にやっぱり１週間だったら１週間で見切り

をつけて、人件費、これに人件費とか光熱費がかなりかかっていてと思います。こうい

う判断ができない人がどうしてこのハタハタ館の経営ができるんでしょうか。私はそう

いうことに対して大変疑問を感じます。 

  で、今、町長の方から健康と福祉の増進を図るとは言いましたけれども、700円に見

合ったそのハタハタ館の状況、これはほとんどもうどこを改善したのか、まあタイル張

りとか危ないところとか直したと思うんですけれども、あ、700円なった、これで少し

変わったなって、こう思えるようなハタハタ館になってないと思うんです。で、700円

になるからには、やはり町民に対して、これはもともと町民のものであるから、あなた

たちも恩恵与えますよって、700円なったらこういうふうになりましたよっていうよう

なことが全く見えてこないんですよね。これでいいのかっていう、この先どうなるの

かっていうことは大変心配です。 

  以上についてちょっともう一度、町長の考えを伺います。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、当局の答弁を求めます。 

○町長（堀内満也君） ちょっと休憩。 

○議長（皆川鉄也君） 休憩します。 

          午後 ２時４２分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 ２時４３分 再  開 

○議長（皆川鉄也君） 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  当局の答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 見上議員のご質問にお答えいたします。 

  レストランの夜営業の件についてでございますけれども、実はですね、このレストラ

ンの夜営業、１月から実はスタートしたところでございます。ただスタートしたばっか

りですので、まあ温泉がやめるから、まあ中止っていうか休止するから、じゃあレスト

ランもやめましょうというような決断には至らなかったところでございます。いずれに
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しましてもですね、結果は10人程度ということではございましたけれども、引き続き

町内外に対してですね、夜営業もやってんだというところをしっかりと周知して更なる

誘客に繋げてまいりたい、そのように考えております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 町民サービスとして、まあ通告にも出してましたけれども、

700円になるにあたって何らかの町民に対する、まあ回数券もありますけれども、回数

券っていうのはほら、長年ずっと使ってる人、ずっと使ってる人には便利ですけれども、

まあ寒いから行ってみるかとか、孫が来たがら行ってみるがというそういう場合にです

ね町民の人たちも利用しやすいようなものにするためには、まあ記念日みたいなものを

作ったりとか、それから１カ月に１回、大広間を開放するとか、そういうことは通告に

も出してますので、そういう点についてサービスを行うつもりはないか伺います。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 先ほどの答弁でも申し上げましたけれども、繰り返しになります

けども、いずれ議員ご指摘のとおりですね、このハタハタ館、町民の福祉、健康増進に

も資するための施設でもございますので、今後ですね町民の皆様に喜ばれるサービス等、

あるいはそのイベント、そういったものにもしっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） まあ町民に直接何らかのサービスを行うっていう答弁は返って

きません。イベントを行うと、そのことだけです。それではやはり町民離れをしていく

のは必須のことだと思います。もう少しですね町民に寄り添った、まあ１カ月１回何曜

日に、何日には大広間を全部開放するよとか、それから利用料、まあ町民に限って何か

の記念についてのサービスを行うよというそういうふうなこと、何らかのものが全くな

いという答弁ですので、これ以上突っ込んでもお答えは返ってこないと思いますが、意

見ありますか。お願いします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 先ほど、何度も言ってますけども、町民に喜ばれるサービスの提

供、ここまで言ってます、私。そういったところでですね、具体的には大広間の無料開

放等々、今ここでですね具体的にお示しすることはできませんけども、そういったとこ
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ろも含めて町民の皆様に喜ばれるようなサービスの提供をしっかりと進めてまいりたい

と思います。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 是非ですね、やはり具体的なものを出していかないと、町民は

納得しないと思いますよ。こうなりましたとか、今度こういうふうにしましたとかって、

そういうのを早めに出してもらって、それで町民に寄り添ったものであるということを

町自ら示していく、こういう姿勢をもっと早く具体的に示してほしいと思います。答弁

は要りません。これで終わります。 

○議長（皆川鉄也君） これで８番議員の一般質問を終わります。 

  休憩いたします。55分から再開いたします。 

          午後 ２時４８分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 ２時５５分 再  開 

○議長（皆川鉄也君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第３、陳情第６号、政府の責任で医療・介護施設への支援を拡充しすべてのケア

労働者の賃上げや人員増のため国に意見書提出を求める陳情を議題とします。 

  本件については、令和６年12月議会定例会において総務民生常任委員会に付託し、

継続審査となっておりますので、総務民生常任委員会委員長より審査の経緯と結果につ

いて報告を求めます。菊地総務民生常任委員会委員長。 

○総務民生常任委員会委員長（菊地 薫君） ご報告いたします。 

  令和６年12月議会定例会において総務民生常任委員会に付託となっておりました、

政府の責任で医療・介護施設への支援を拡充しすべてのケア労働者の賃上げや人員増の

ため国に意見書提出を求める陳情について、３月10日、総務民生常任委員会を開催し、

慎重に審査いたしました。 

  その結果、賃上げが中小企業倒産の要因となっているなど反対意見もありましたが、

この陳情については賛成多数で採択と決定いたしましたので、ご報告いたします。 

○議長（皆川鉄也君） 委員長は、しばしお待ち願いたいと思います。 

  これより陳情第６号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 
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  これより討論を行います。討論ありませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） この陳情に反対いたします。 

  はじめに、医療・介護現場すべての人の賃上げ、それから人員の増員を求めるという

ことでありますが、まず賃上げについては、これは労働者と雇用側との交渉によるもの

でありまして、賃上げに対する財源っていうものは経営能力、経営規模、まあ経営の利

益から生み出すものであってですね、国がそれを強制的に上げるというふうなことはな

じまないものであるということであります。また、人員配置の増をすれ、やれというこ

とはね、病院経営に対して人員を増やせと強制的に言ってるということと同じでありま

して、人員増を増えるということは病院の経営に支障が出るということになるわけであ

りますから、こういう矛盾した陳情書というのはあり得ないということで、私は反対い

たしますし、もう一点、この労働賃金を上げるということについて認められるというこ

とはですね、我々国民の負担も医療費として、まあ逆に負担増になるということに繋が

りますので、私は反対いたします。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ありませんか。３番奈良聡子さん。 

○３番（奈良聡子さん） 私は、この陳情に賛成いたします。 

  コロナ禍の３年間で証明されたように、このように国民の命に直結するエッセンシャ

ルワークというもの、こういったものに一般の企業のような資本主義的な論理を持ち込

むこと自体、非常に無理があると思います。このようなエッセンシャルワークの労働賃

金が上がっていかない限り、ほかの産業にも波及していかないと思いますので、その観

点からもこの陳情に賛成いたします。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 私も賛成討論を行います。 

  医療とか介護施設、これは福祉の仕事でありまして、国からの補助金・負担金、こう

いうものが引き下げられたことによって経営の破綻が起きているということで、診療報

酬、それから介護の、それから訪問介護の報酬が下がってます。これによって倒産して

いる事業所が増えてきております。これは本当に先ほども言われた命に関わる大事な問

題であって、経営努力で済むような問題ではありません。是非このことを鑑みて、この

陳情に賛成してくださるようお願いいたします。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ないようですので、これで討論を終わります。 

  これより陳情第６号を採決します。この採決は起立で行います。この陳情に対する委

員長報告は採択とするものです。陳情第６号、政府の責任で医療・介護施設への支援を

拡充しすべてのケア労働者の賃上げや人員増のため国に意見書提出を求める陳情を採択

することに賛成の方の起立を求めます。 

          （賛成者起立） 

○議長（皆川鉄也君） 賛成多数です。したがって、陳情第６号は採択することに決定さ

れました。 

  日程第４、陳情第７号、健康保険証廃止の中止について国に意見書提出を求める陳情

を議題とします。 

  本件については、令和６年12月議会定例会において総務民生常任委員会に付託し、

継続審査となっておりましたので、総務民生常任委員会委員長より審査の経緯と結果に

ついて報告を求めます。菊地総務民生常任委員会委員長。 

○総務民生常任委員会委員長（菊地 薫君） ご報告いたします。 

  令和６年12月議会定例会において総務民生常任委員会に付託となっておりました、

健康保険証廃止の中止について国に意見書提出を求める陳情について、３月10日、総

務民生常任委員会を開催し、慎重に審査いたしました。 

  その結果、資格確認証として保険証を残すのであれば賛成との意見もありましたが、

マイナンバーカードの普及率も上がり利便性もあることから、この陳情については賛成

少数で不採択と決定いたしましたので、ご報告いたします。 

○議長（皆川鉄也君） 委員長は、しばしお待ち願います。 

  この陳情第７号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  委員長はお席にお戻りください。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより陳情第７号を採決します。この採決は起立で行います。この陳情に対する委

員長報告は不採択とするものです。陳情第７号、健康保険証廃止の中止について国に意
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見書提出を求める陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

          （賛成者起立） 

○議長（皆川鉄也君） 起立少数です。したがって、陳情第７号は不採択することに決定

されました。 

  日程第５、陳情第８号、「小・中学校給食費の無償化」を国の制度として実施を求め

る意見書提出の陳情を議題とします。 

  本件については、令和６年12月議会定例会において教育産業建設常任委員会に付託

し、継続審査となっておりましたので、教育産業建設常任委員会委員長より審査の経緯

と結果について報告を求めます。笠原教育産業建設常任委員会委員長。 

○教育産業建設常任委員会委員長（笠原吉範君） ご報告いたします。 

  令和６年12月議会定例会において教育産業建設常任委員会に付託となっておりまし

た、令和６年陳情第８号、「小・中学校給食費の無償化」を国の制度として実施を求め

る意見書提出の陳情について、３月７日、教育産業建設常任委員会を開催し、慎重に審

査いたしました。 

  その結果、無償化しても少子化対策に繋がるか疑問などの反対意見もありましたが、

この陳情については賛成多数で採択と決定いたしましたので、ご報告いたします。 

○議長（皆川鉄也君） 委員長は、しばしお待ち願います。 

  これより陳情第８号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  委員長はお席にお戻りください。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより陳情第８号を採決します。この採決は起立で行います。この陳情に対する委

員長報告は採択とするものです。陳情第８号、「小・中学校給食費の無償化」を国の制

度として実施を求める意見書提出の陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

          （賛成者起立） 

○議長（皆川鉄也君） 起立多数です。したがって、陳情第８号は採択することに決定さ

れました。 
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  日程第６、陳情第10号、「介護保険制度の抜本改善・介護従事者の処遇改善を求め

る」国への意見書提出を求める陳情書を議題とします。 

  本件については、令和６年12月議会定例会において総務民生常任委員会に付託し、

継続審査となっておりましたので、総務民生常任委員会委員長より審査の経緯と結果に

ついて報告を求めます。菊地総務民生常任委員会委員長。 

○総務民生常任委員会委員長（菊地 薫君） ご報告いたします。 

  令和６年12月定例会において総務民生常任委員会に付託となっておりました、「介

護保険制度の抜本改善・介護従事者の処遇改善を求める」国への意見書提出を求める陳

情書を、３月10日、総務民生常任委員会を開催し、慎重に審査いたしました。 

  その結果、離職等の人手不足は社会全体の問題で、介護現場に限られたものではない

との反対意見もありましたが、この陳情については賛成多数で採択と決定いたしました

ので、ご報告いたします。 

○議長（皆川鉄也君） 委員長、少しお待ちください。 

  この陳情第10号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  委員長はお席にお戻りください。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） この陳情に対して反対いたします。 

  はじめに、介護保険は自らの親等の介護を任せるという前提からこういう制度ができ

たものであります。とすれば、自ら働いて自分の給料からその介護負担料を支払うのは

当然であります。まあそれが今回、この負担を引き上げず国にその負担の全てを任せる

ということは、自らの心情に反するものであります。まして、この全額負担ということ

になりますと、介護の保険料というのはさらにまた上がるということになれば、高齢者

自らももちろん負担になるわけですから、現状をあまりに負担せずやるっていう制度の

見直しそのものが問題だと私は思いますので、この陳情に対しては反対いたします。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） この陳情に賛成いたします。 

  介護保険は2000年に行われ、25年経ちました。当初は大変珍しい、珍しいっていえ

ばあれですけれども、喜ばれておりましたけれども、だんだんそれが国の支援が減らさ
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れていきまして、今では１割負担さえも払えない、利用料が１割負担、まあですけれど

も、グループホーム、それから介護施設、それから医療型に入るにしても10万円以上

かかります。１割負担でですよ、全額じゃないですよ。１割負担でこうです。そして、

私たちの年金は、本当にここの八峰町の場合、最低賃金で、特に最低賃金で働いてきた

女性にとってはとても賄える金額ではありません。これを今２割にしようとしています。

とんでもないことです。自らのお金で払えるようなものであったらあれですけど、とて

も払えるものではありません。 

  今、介護現場が崩壊してきてますけれども、介護現場で働く人たちはもう何十人、何

百人いるわけです。能代市の場合も非常に多いです。この人たちの行きどころがなく

なってしまう。介護保険があることによって事業が成り立つすれすれのところに来てま

す。この人たちの労働も奪われるということになります。 

  ということから、今、この介護制度を抜本的に見直して、まず最低年金を上げて自分

の年金で賄えるような利用料にしていくことにしないと、今行われてる特養、デイサー

ビス、これも全部なくなってしまいますので、是非この陳情に賛成していただき、国に

意見書出していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ないようですので、これで討論を終わります。 

  これより陳情第10号を採決します。この採決は起立で行います。この陳情に対する

委員長報告は採択とするものです。陳情第10号、「介護保険制度の抜本改善・介護従

事者の処遇改善を求める」国への意見書提出を求める陳情を採択することに賛成の方の

起立を求めます。 

          （賛成者起立） 

○議長（皆川鉄也君） 起立多数です。したがって、陳情第10号は採択することに決定

されました。 

  日程第７、陳情第１号、「最低賃金法の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書」

の採択を求める陳情書を議題とします。 

  本件については、３月５日の本会議において教育産業建設常任委員会となっておりま

したので、教育産業建設常任委員会委員長より審査の経緯と結果について報告を求めま

す。笠原教育産業建設常任委員会委員長。 
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○教育産業建設常任委員会委員長（笠原吉範君） ご報告いたします。 

  ３月５日の本会議において教育産業建設常任委員会に付託となっておりました、陳情

第１号、「最低賃金法の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳

情書について、３月７日、教育産業建設常任委員会を開催し、慎重に審査いたしました。 

  その結果、最低賃金法の改正は中小企業にとって大きな負担になるなどの意見があり、

この陳情については賛成少数で不採択と決定いたしましたので、ご報告いたします。 

○議長（皆川鉄也君） 委員長は、しばしお待ち願います。 

  これより陳情第１号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  委員長はお席にお戻りください。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより陳情第１号を採決します。この採決は起立で行います。この陳情に対する委

員長報告は不採択とするものです。陳情第１号、「最低賃金法の改正と中小企業支援の

拡充を求める意見書」の採択を求める陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

          （賛成者起立） 

○議長（皆川鉄也君） 起立少数です。したがって、陳情第１号は不採択とすることに決

定されました。 

  日程第８、陳情第２号、デジタル・ベーシックインカム導入に関する意見書の提出に

ついての陳情書を議題とします。 

  本件については、３月５日の本会議において総務民生常任委員会に付託となっており

ましたので、総務民生常任委員会委員会委員長より審査の経緯と結果について報告を求

めます。菊地総務民生常任委員会委員長。 

○総務民生常任委員会委員長（菊地 薫君） ご報告いたします。 

  ３月５日の本会議において総務民生常任委員会に付託となっておりました、デジタ

ル・ベーシックインカム導入に関する意見書の提出についての陳情書について、３月

10日、総務民生常任委員会を開催し、慎重に審査いたしました。 

  その結果、制度導入に対する賛成意見はなく、この陳情については不採択と決定いた
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しましたので、ご報告いたします。 

○議長（皆川鉄也君） 委員長は、しばらくお待ちください。 

  これより陳情第２号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  委員長はお席にお戻りください。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより陳情第２号を採決します。この採決は起立で行います。この陳情に対する委

員長報告は不採択とするものです。陳情第２号、デジタル・ベーシックインカム導入に

関する意見書の提出についての陳情書を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

          （賛成者起立） 

○議長（皆川鉄也君） 起立少数です。したがって、陳情第２号は不採択することに決定

されました。 

  日程第９、陳情第３号、「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関する

陳情書を議題とします。 

  本件については、３月５日の本会議において総務民生常任委員会に付託となっており

ましたので、総務民生常任委員会委員会委員長より審査の経緯と結果について報告を求

めます。菊地総務民生常任委員会委員長。 

○総務民生常任委員会委員長（菊地 薫君） ご報告いたします。 

  ３月５日の本会議において総務民生常任委員会に付託となっておりました、「選択的

夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関する陳情書について、３月10日、総務

民生常任委員会を開催し、慎重に審査いたしました。 

  その結果、生まれてくる子どもの姓に問題があるといった反対意見もありましたが、

この陳情については賛成多数で採択と決定いたしましたので、ご報告いたします。 

○議長（皆川鉄也君） 委員長は、しばしお待ち願います。 

  これより陳情第３号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 
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  委員長はお席の方にお戻りください。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） 私は、この陳情には反対いたします。 

  婚姻をする際、どちらかの姓を選択するという自由があるわけですね。それなのにか

かわらず今さらこういうふうな要望ということは、俺は不必要ではないのかと。まあ女

性が男性の姓を名乗るということも含めて婚姻という問題だと思うわけです。その逆の

例もあるわけですから、女性の姓を男が名乗るということもそれ自由で、そういう例も

あるわけです。それなのに今さらこういうことを私は出すということ自体がナンセンス

な話だと思いますし、また、子どもがどちらかの姓を選ぶということが躊躇するのでは

ないかというふうに思いますし、それがもし今時点で緩和されたとしてもですね、それ

はいじめの対象になっていくのではないかということを非常に私は危惧いたしますから

反対いたします。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） この陳情に賛成をいたします。 

  ちょっと男性にはちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、私も結婚するにあ

たって、ここに書かれてますように、その人の名前、生まれた時の名前とかそういうも

のが人格の一部となっております、私自身は。それで、結婚するにあたって非常に違和

感を感じました。何で見上にならなくちゃいけないのかということですけれども、私は

そこの家に来たのではなくて、その夫と結婚したのであって、まるで自分の人格を否定

されて、そこの家に嫁がされてしまったというそういう感覚は女性にあります。そして

この今、どちらの姓を名乗ってもそれは全然不思議ではないし、世界各国、この夫婦別

姓ということ、どちらの姓を名乗ってもいい、そこの夫の姓を必ず名乗らなくてもいい

というふうなことがもう常識になっております。日本だけが、やはりこの昔からの旧日

本国憲法の名のもとにおいて女性を蔑視されてきた、こういうことが未だに繋がって、

これは憲法でも民法でも保障されていること、当然のことですので、是非男性たちも理

解していただいて賛成していただきたいと思います。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ありませんか。３番奈良聡子さん。 

○３番（奈良聡子さん） 私は賛成の立場で討論します。 

  まずこの陳情の名前をよく見てください。選択的ですよ。これは義務ではないんです。

夫婦別姓というこの議論が沸き起こるまで、私も結婚すればどちらかの姓に変える、ま
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あ大抵は女性が男性の姓に変えるわけですけども、それはおそらくどこでもあることな

のかなと思ってましたが、そうではなくて、これは非常に珍しく日本、おそらく日本は

じめ少数の国でしかやられていないことだと思います。で、通称使用を拡大すればいい

ではないかという意見もありますけども、それではやはり法的に非常に不都合があると

いうことで、これを法的にちゃんと夫婦別姓を認めてほしいということです。嫌ならや

めればいいんですよ。義務ではないですから。で、この選択的に夫婦別姓にしたい人を

邪魔する権利は誰にもありません。ということで私は賛成いたします。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより陳情第３号を採決します。この採決は起立で行います。この陳情に対する委

員長報告は採択とするものです。陳情第３号、「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意

見書」採択に関する陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

          （賛成者起立） 

○議長（皆川鉄也君） 起立少数です。したがって、陳情第３号は不採択とすることに決

定されました。 

  これで本日の日程は全部終了しました。 

  本日の会議を閉じます。 

  なお、次回本会議は、19日午前10時より開会し、議案審議等を行いますので、これ

にて散会します。ご苦労様でございました。 
 
 

        午後 ３時２６分 散  会 



 

- 144 - 

署  名 

 

 上記会議の次第を記載し、これに相違ないことを証明するためここに署名する。 

 

 

             八峰町議会議長     皆 川 鉄 也   

 

 

              同 署名議員 ３番  奈 良 聡 子   

 

 

              同 署名議員 ４番  芦 崎 達 美   

 

 

              同 署名議員 ５番  水 木 壽 保   
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令和７年３月八峰町議会臨時会会議録 
 
 

令和７年３月１９日（水曜日） 
 
 

議 事 日 程 第 ３ 号 

令和７年３月１９日（水曜日）午前１０時開議 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 日程の追加について 

第 ３ 議案第２５号 令和７年度八峰町一般会計予算 

第 ４ 議案第２６号 令和７年度八峰町国民健康保険事業勘定特別会計予算 

第 ５ 議案第２７号 令和７年度八峰町介護保険事業勘定特別会計予算 

第 ６ 議案第２８号 令和７年度八峰町後期高齢者医療特別会計予算 

第 ７ 議案第２９号 令和７年度八峰町沢目財産区特別会計予算 

第 ８ 議案第３０号 令和７年度八峰町営診療所特別会計予算 

第 ９ 議案第３１号 令和７年度八峰町簡易水道事業会計予算 

第１０ 議案第３２号 令和７年度八峰町下水道事業会計予算 

追加日程第１ 議案第３９号 物品の取得について（住基ネットワークシステム機器） 

追加日程第２ 議案第４０号 損害賠償の和解について 

追加日程第３ 議案第４１号 令和６年度八峰町一般会計補正予算（第１１号） 

追加日程第４ 諸般の報告 

第１１ 発議第 ３号 政府の責任で医療・介護施設への支援を拡充しすべてのケア労働

者の賃上げや人員増を求める意見書 

第１２ 発議第 ４号 「小・中学校給食費の無償化」を国の制度として実施を求める意

見書 

第１３ 発議第 ５号 介護保険制度の抜本改善・介護従事者の処遇改善を求める意見書 

第１４ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務の調査について 

第１５ 常任委員会の閉会中の所管事務の調査について 
 
 

出席議員（１２人） 

   １番 笠 原 吉 範   ２番 伊 藤 一 八   ３番 奈 良 聡 子 

   ４番 芦 崎 達 美   ５番 水 木 壽 保   ６番 菊 地   薫 
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   ７番 腰 山 良 悦   ８番 見 上 政 子   ９番 須 藤 正 人 

  １０番 門 脇 直 樹  １１番 山 本 優 人  １２番 皆 川 鉄 也 
 
 

欠席議員（なし） 
 
 

説明のため出席した者 

   町 長  堀 内 満 也   副 町 長  田 村   正 

   教 育 長  鈴 木 洋 一   総 務 課 長  和 平 勇 人 

   財 政 課 長  堀 内 敬 文   企画政策課長  高 杉 泰 治 

   建 設 課 長  浅 田 善 孝   防災町民課長  工 藤 善 美 

   農林水産課長  堀 内 和 人   商工観光課長  成 田 拓 也 

   税務会計課長  今 井 利 宏   福祉保健課長  菊 地 俊 平 

   教 育 次 長  山 本 節 雄   学校教育課長  山 本   望 

   生涯学習課長  石 上 義 久   農業委員会事務局長  内 山 直 光 
 
 

議会事務局職員出席者 

   議会事務局長  佐々木   高   議会事務局庶務係長  須 藤 佳奈子 
 
 

          午前１０時００分 開  議 

○議長（皆川鉄也君） おはようございます。 

  秋田銀行さんには本当、毎日の議会傍聴、ご苦労様でございます。本年度最後の最終

日でありますので、よろしくお願いをいたします。 

  ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達しておりますので、これより会議を開

きます。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、八峰町議会会議規則第124条の規定により、６番菊地 薫君、７

番腰山良悦君、８番見上政子さんの３名を指名します。 

  日程第２、日程の追加についてを議題とします。 

  議事日程の追加につきましては、議会運営委員会に諮問し意見を求めておりますので、

その結果を議会運営副委員長よりご報告願います。見上議会運営委員会副委員長。 

○議会運営委員会副委員長（見上政子君） おはようございます。議会運営委員会副委員
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長の見上です。 

  委員長に代わってご報告申し上げます。 

  当委員会は、本日、議長同席のもと、議会運営委員会を開催し、議事日程の追加につ

いて協議いたしました。 

  その結果、議案第39号から議案第41号及び議会改革検討委員長の諸般の報告を本日

の日程に追加することを決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

○議長（皆川鉄也君） お諮りします。ただいまの議会運営委員会副委員長報告のとおり、

議事日程を追加し、議題とすることにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員会副委員長報告

のとおり議題とすることに決定しました。 

  お諮りします。本日の議事日程のうち、３月５日の本会議において予算特別委員会に

付託となっておりました、日程第３、議案第25号、令和７年度八峰町一般会計予算から

日程第10、議案第32号、令和７年度八峰町下水道事業会計予算までの議事につきまし

ては、予算特別委員長の報告の後、適時、八峰町議会会議規則第37条の規定を運用しな

がら進行してまいりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認め、お諮りのとおり議事を進行してまいりますので、

よろしくお願いをいたします。 

  これより令和７年度八峰町一般会計予算、各特別会計予算及び各公営企業会計予算の

審査の経緯と結果について、予算特別委員会委員長の報告を求めます。菊地予算特別委

員会委員長。 

○予算特別委員会委員長（菊地 薫君） ３月５日の本会議において予算特別委員会に付

託となっておりました、議案第25号、令和７年度八峰町一般会計予算から議案第32号、

令和７年度八峰町下水道事業会計予算の審査経過の概要とその結果についてご報告いた

します。 

  本議案については、３月７日と10日の分科会、３月13日と14日の全体会において慎

重に審査いたしました。 

  その結果、議案第25号、令和７年度八峰町一般会計予算、議案第26号、令和７年度

八峰町国民健康保険事業勘定特別会計予算、議案第27号、令和７年度八峰町介護保険事
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業勘定特別会計予算、議案第28号、令和７年度八峰町後期高齢者医療特別会計予算につ

いては、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。また、議案第29号、令

和７年度八峰町沢目財産区特別会計予算、議案第30号、令和７年度八峰町営診療所特別

会計予算、議案第31号、令和７年度八峰町簡易水道事業会計予算、議案第32号、令和

７年度八峰町下水道事業会計予算は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しま

したのでご報告いたします。 

  なお、令和７年度予算に関する付帯意見を文書にて提出いたします。 

  以上であります。 

○議長（皆川鉄也君） 日程第３、議案第25号、令和７年度八峰町一般会計予算を議題

とします。 

  本案は質疑を省略し、討論を行います。討論ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 一般会計に反対をいたします。 

  その理由として、ハタハタ館の施設設備が過去５年間で２億円を超えました。今予算

修繕費7,000万円計上されています。放置すれば営業に支障が出ることは理解できます

が、大規模改修が次々沸き上がるのがホテル型のハタハタ館だからであります。町と秋

田銀行からの借入金が年900万円返済が始まります。月にすると80万円になります。赤

字のツケは国民の血税で穴埋めされます。これらの支出で住民の要望していることが叶

わないことが多くなることを案じています。 

  高齢者が補聴器の購入のための補助を要望するのに、１人、年５万円としても10人で

50万円です。児童生徒の給食費は、あと600万円で無償ができます。今後、ハタハタ館

エリアに道の駅を含めどのような構想になるのかも分からないまま、モンベル社にロゴ

マーク登録に五十数万円支払うことが予算になっています。モンベル社に店舗を提供す

るのにどのくらいの予算がかかるか分かりません。観光に特化した第三セクターのほと

んどの自治体は運営困難になり、負の遺産を抱えています。入浴料が値上げされ、ます

ます町民離れが続きます。入浴料が700円に値上げされ、休憩室の利用料も値上げされ

ました。町民の健康の増進と福祉の向上のために利用しやすいものにはなっていません。

また、各事業予算が縮小されて、各課が削減に努力したことがうかがえます。それは、

今後住民の小さな要望が出されても、「お金がないから」の合い言葉が職員から聞こえ

てくるのが目に見えています。住民が我慢した分、観光目当ての大開発に当てられては

なりません。 



 

- 149 - 

  以上の予算の組み方に反対をいたします。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ないようですので、これで討論を終わります。 

  これより議案第25号を採決します。本案に対する委員長報告は可決とするものです。

この採決は起立で行います。本案に賛成の方の起立を求めます。 

          （賛成者起立） 

○議長（皆川鉄也君） 起立多数です。したがって、議案第25号は原案のとおり可決され

ました。 

  日程第４、議案第26号、令和７年度八峰町国民健康保険事業勘定特別会計予算を議

題とします。 

  本案は質疑を省略し、討論を行います。討論ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 国民健康保険事業特別会計に反対をいたします。 

  この理由として、改定マイナ保険法のもと、国保税滞納者に発行していた短期証明書

がなくなり、１年以上滞納している世帯に特別療養給付支払型の資格確認書が発行され、

100％自己負担になります。当町では13世帯17人が対象になります。違う保険証を提出

することは大変なストレスから病院の行き渋りが出てきます。病気の悪化も始まります。

この制度を利用しなくとも済むような対策を減免申請や対象世帯とよく話し合い、状況

に合わせた支払い計画を立てることです。国もこれを進めています。そして、やむを得

ない場合は滞納処分執行停止を取り、特別療養給付型支払資格確認書は廃止すべきです。 

  高過ぎる国保料の軽減策として、小学生から高校生にも１人当たりの均等割が課せら

れています。この均等割を廃止して、子育て支援のためにも国保料減額をすべきであり

ます。この施策は子育て支援策として一般会計から引き落とすことができます。 

  これらの施策がないことから反対をいたします。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ないようですので、これで討論を終わります。 

  これより議案第26号を採決します。本案に対する委員長報告は可決とするものです。

この採決は起立で行います。本案に賛成の方の起立を求めます。 

          （賛成者起立） 
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○議長（皆川鉄也君） 起立多数です。したがって、議案第26号は原案のとおり可決され

ました。 

  日程第５、議案第27号、令和７年度八峰町介護保険事業勘定特別会計予算を議題と

します。 

  本案は質疑を省略し、討論を行います。討論ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 介護保険事業特別会計に反対をいたします。 

  介護保険税の普通徴収が290前後と思われます。月１万5,000円未満の方々は保険料

支払いが困難です。厚生老齢年金を受けている80代までの方で地元で働いてきた人は、

特に最低賃金だと思います。定年後、働いても国民年金に少し上乗せするだけだと思い

ます。90代の方々の国民年金は、介護保険料を払うことが精いっぱいだと思われます。

いざ施設を利用したくとも高すぎて自分の年金では賄えないことに対して大変な不安を

感じています。訪問介護、生活支援が国の施策で報酬が減らされ、事業倒産が相次いで

います。秋田市は社協の訪問介護事業を撤退しました。この制度そのものが本当に必要

としている介護の認定者や要支援の方々に利用できないものになっています。そのこと

は、国庫支出金や包括支援事業について減額されていることにも見えております。 

  このような介護保険制度そのものに反対をいたします。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ないようですので、これで討論を終わります。 

  これより議案第27号を採決します。本案に対する委員長報告は可決とするものです。

この採決は起立で行います。本案に賛成の方の起立を求めます。 

          （賛成者起立） 

○議長（皆川鉄也君） 起立多数です。したがって、議案第27号は原案のとおり可決され

ました。 

  日程第６、議案第28号、令和７年度八峰町後期高齢者医療特別会計予算を議題とし

ます。 

  本案は質疑を省略し、討論を行います。討論ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 後期高齢者医療特別会計に反対をいたします。 

  75歳以上の保険制度は、年金が少額であったり無年金者でも必ず保険料を払わなけれ

ばなりません。普通保険料は、前年比増えております。納付書が届いても支払うことが
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困難になると、国保と同じ特別療養給付支払型資格確認書が適用されます。10割負担に

なります。入院して生活が苦しくとも、国保のような医療費を払えない場合の医療費一

部負担減免制度がありません。 

  後期高齢者医療保険の運営は県に統一されて、地方の首長の方々が委員となって構成

されています。内容は公表されているが、身近にあるものではありません。そして、そ

れぞれ委員の方々から低所得者の実態について報告されていることはありません。被保

険者の声が伝わっていないと思います。 

  以上のことから、この制度そのものに反対をいたします。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ないようですので、これで討論を終わります。 

  これより議案第28号を採決します。本案に対する委員長報告は可決とするものです。

この採決は起立で行います。本案に賛成の方の起立を求めます。 

          （賛成者起立） 

○議長（皆川鉄也君） 起立多数です。したがって、議案第28号は原案のとおり可決され

ました。 

  日程第７、議案第29号、令和７年度八峰町沢目財産区特別会計予算、日程第８、議

案第30号、令和７年度八峰町営診療所特別会計予算、日程第９、議案第31号、令和７

年度八峰町簡易水道事業会計予算、日程第10、議案第32号、令和７年度八峰町下水道

事業会計予算は、八峰町議会会議規則第37条の規定により一括議題としたいと思いま

すが、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、日程第７、議案第29号、令

和７年度八峰町沢目財産区特別会計予算から日程第10、議案第32号、令和７年度八峰

町下水道事業会計予算は、一括議題とすることに決定しました。 

  本案は質疑を省略し、討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、これで討論を終わります。 

  これより議案第29号から議案第32号を一括して採決します。本案に対する委員長報

告は可決とするものです。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議あ
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りませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第29号から議案第32号

は原案のとおり可決されました。 

  追加日程第１、議案第39号、物品の取得についてを議題とします。 

  当局の説明を求めます。工藤防災町民課長。 

○防災町民課長（工藤善美君） 議案第39号についてご説明いたします。 

  議案第39号、物品の取得について。 

  八峰町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により、下記のとおり物品を取得することについて議会の議決を求めるものであります。 

  １．物 品 名 住民基本台帳ネットワークシステム機器 

  ２．取 得 金 額 1,633万5,000円 

  ３．契約の相手方 秋田市仁井田新田二丁目16－13 

           山二システムサービス株式会社 

           代表取締役 西村幸彦 

  ４．支 出 項 目 令和６年度八峰町一般会計 

             ２款 総務費 

             ３項 戸籍住民基本台帳費 

             １目 戸籍住民基本台帳費 

  令和７年３月19日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  提案理由でございます。八峰町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第３条の規定により、予定価格が700万円以上の動産の取得にかかる契約で

あり、議会の議決を要するためでございます。 

  住基ネットの機器、パソコンやソフトウェアには保守期限があり、機器の不具合や故

障した時に交換部品が調達できず、システムが通じなくなるようなリスクを回避するた

め、６年周期を目処に定期的な機器の更新を行ってまいりました。平成14年の第１次

稼働から今回で４回目の更新となる機器を購入するためのものであります。 

  説明は以上でございます。何とぞご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い

いたします。 



 

- 153 - 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第39号について質疑を行います。質疑ありません

か。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） おおよそで想像はできますけども、随分説明が不十分だと思う

んですね。1,600万円の機械、まあ何が、パソコンが何台で、どういうものの機械が

あってというふうな概要すら出てないのであればね、イメージ湧かないと思うんですよ。

例えばね、重機、除雪車なんかを1,600万円するから分がりますよ。でもこれについて

はですね、パソコンが何台とかプリンターが何台とか、そしてハードディスクが何台と

かっていうね、おおよそのそういうものが何にもないまま、いや、これ更新しますよと

言われてもちょっと説明が不十分だと思いますが、今一度お願いします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの11番議員の質問に対し、答弁を求めます。工藤防災

町民課長。 

○防災町民課長（工藤善美君） 山本議員のご質問にお答えします。 

  大変申し訳ありませんでした。明細内訳等ございますので、後ほど皆様にご提出させ

て、アップさせていただきますということでよろしくお願いいたします。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第39号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第39号は原案のとおり

可決されました。 

  追加日程第２、議案第40号、損害賠償の和解についてを議題とします。 

  当局の説明を求めます。工藤防災町民課長。 

○防災町民課長（工藤善美君） 議案第40号についてご説明いたします。 

  議案第40号、損害賠償の和解について。 

  八峰町峰浜田中字田上に設置しております防火貯水槽の借地料について、誤って第三
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者に支払っていたため、下記のとおり損害を賠償し和解するにつき、地方自治法第96

条第１項第12号及び第13号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  令和７年３月19日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  和解の内容でございます。 

  １、本件の損害賠償金の総額は、４万710円とする。 

  ２、上記損害賠償金は、八峰町が相手方の指定した口座に振り込む。 

  ３、和解の相手方が、八峰町に対して、本件に関し今後上記の金員を除き一切の請求

をしない。 

  和解の相手方 個人であります。 

  今回の事案は、防火貯水槽が設置されていた土地の地番を誤って把握していたため、

本来の土地所有者に借地料が支払われていなかったものであり、その損害賠償の額を定

め、和解するためのものでございます。 

  説明は以上でございます。何とぞご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い

いたします。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第40号について質疑を行います。質疑ありません

か。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 全協でも説明受けましたけれども、これは何年間続いていたの

か。また、貯水槽のこの借地しているところが何か所かあると聞いたことがありますけ

れども、忘れました。その人たちとの現在の方々について契約がしっかりなされている

のかどうなのか。今後こういうことがないためにどういうことを措置を取っていくのか

伺います。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの８番議員の質問に対し、答弁を求めます。工藤防災町

民課長。 

○防災町民課長（工藤善美君） 見上議員のご質問にお答えします。 

  まず何年分なのかというふうなことでございましたが、こちら、うちの方の書類、伝

票の方でそこに間違って個人に払っていたという記憶が残っておるのが平成23年から

でございましたので、13年間分となります。 

  あと、防火貯水槽の方が八峰町内で何件あるのかというふうなご質問ですが、八森地

区は31か所、峰浜地区は36か所になります。こちらのものに関しての契約は、現在、
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契約書としての取り交わしはしておりません。今後、令和７年度におきまして契約書を

作成の上、借地料の契約を締結する予定でございます。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第40号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第40号は原案のとおり

可決されました。 

  追加日程第３、議案第41号、令和６年度八峰町一般会計補正予算（第11号）を議題

とします。 

  当局の説明を求めます。田村副町長。 

○副町長（田村 正君） それでは、議案第41号、令和６年度八峰町一般会計補正予算

（第11号）についてご説明いたします。 

  令和６年度八峰町の一般会計補正予算（第11号）は、次に定めるところによる。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４万1,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ69億1,101万1,000円とするものでございます。 

  補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、「第１表 歳入歳出予算補正」のとお

りでございます。 

  令和７年３月19日提出 

八峰町長 堀 内 満 也 

  このたびの補正は、ただいまご可決いただきました議案第40号の損害賠償の和解に

伴う賠償金を追加補正するものでございます。 

  それでは、６ページ・７ページをお開きください。 

  歳入の補正でございますが、賠償金の補正財源として財政調整基金から４万1,000円
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を繰り入れるものでございます。 

  ８ページ・９ページをお開きください。 

  ２款総務費１項１目一般管理費の21節に賠償金４万1,000円を追加するものでござい

ます。 

  説明は以上でございます。何とぞよろしくご審議いただきまして、ご可決賜りますよ

うお願い申し上げます。終わります。 

○議長（皆川鉄也君） これより議案第41号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第41号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、議案第41号は原案のとおり

可決されました。 

  追加日程第４、諸般の報告を行います。 

  議会改革検討委員会委員長より発言を求められておりますので、これを許可いたしま

す。菊地議会改革検討委員会委員長。 

○議会改革検討委員会委員長（菊地 薫君） 議会改革検討特別委員会の審査結果につい

てご報告いたします。 

  本件につきましては、令和５年12月八峰町議会定例会において本委員会に付託され、

議員定数、議員報酬、議員のなり手不足、政務活動費、議会報告会等について協議し、

審査いたしました。 

  その結果、議員定数については、合併後４名を削減してきたこと、多様な民意を反映

するためには一定の議員数が不可欠であること、地域の特性などにも十分配慮すべきで

あることから、令和８年の改選期については、現状の12名とする。 

  議員報酬については、議員は住民の代表として福祉向上のために奉仕者として努める

ことが職責であり、その職責は報酬額により左右されるべきではないこと、現状、県内
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や全国の平均を下回っていないことから、在任中の改定は行わない。 

  議員のなり手不足については、少子高齢化と人口減少が進む中、なり手不足問題は議

会議員に限らず多くの団体においても深刻な問題となっている中、条例で立候補に際し

兼務制限していることは、なり手不足対策に繋がらないこと。また、制度上も兼務は認

められていることから、八峰町議会議員の政治倫理確立に関する条例第３条第３号を削

る。 

  政務活動費については、設置しない。 

  議会報告については、令和６年度から住民にも周知した行政視察報告会を継続し、そ

の際に住民から議会に対する意見をもらえるような時間を設けるとともに、より住民が

参加しやすい時間・曜日の設定や地区ごとの開催についても検討する。 

  以上のとおりとなりましので、ご報告いたします。 

○議長（皆川鉄也君） 日程第11、発議第３号、政府の責任で医療・介護施設への支援を

拡充しすべてのケア労働者の賃上げや人員増を求める意見書を議題とします。 

  発議案の朗読は省略いたします。 

  お諮りします。ただいまの発議については、八峰町議会会議規則第39条第２項の規定

により説明を省略し、質疑も省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。 

  説明、質疑を省略し、討論を行います。討論ありませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） この発議に対して反対いたします。 

  まず最初に、政府においてですね、この診療報酬、介護報酬等、十分審議した上でこ

れを決めているのでありましてですね、それを決めたことに対して町でもそういう保健

業務をやっているという関係から見ると、それに賛同した議員の立場であることから、

それに対して、この保険証は意に沿わない意見書となっているということが一つであり

ます。それと、全ての医療現場で働く人だけが賃上げをすれという一方的な偏った意見

というのは、私は間違っているだろうと。まあ全てでやるんであれば地元の中小の企業

の方々の従業員給与、農林業の従事者、その方々の報酬も当然上がるように書く、それ

を求めるというふうなことが必要なんだろうと思いますから、私はこの発議に反対いた

します。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ありませんか。 
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          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ないようですので、これで討論を終わります。 

  これより発議第３号を採決します。この採決は起立で行います。本案に賛成の方の起

立を求めます。 

          （賛成者起立） 

○議長（皆川鉄也君） 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

  関係機関に意見書を送付いたします。 

  日程第12、発議第４号、「小・中学校給食費の無償化」を国の制度として実施を求め

る意見書を議題とします。 

  発議案の朗読は省略いたします。 

  お諮りします。ただいまの発議については、八峰町議会会議規則第39条第２項の規定

により説明を省略し、質疑も省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。 

  説明、質疑を省略し、討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより発議第４号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。 

  関係機関に意見書を送付いたします。 

  日程第13、発議第５号、介護保険制度の抜本改善・介護従事者の処遇改善を求める意

見書を議題とします。 

  発議案の朗読は省略いたします。 

  お諮りします。ただいまの発議については、八峰町議会会議規則第39条第２項の規定

により説明を省略し、質疑も省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。 
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  説明、質疑を省略し、討論を行います。討論ありませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） この介護事業、陳情書の時にも発言いたしましたが、私は親の

介護責任、扶養責任を国に任せているという考えからですね、十分自分の負担能力の中

で支払うべきものと考えています。そういうことから見るとですね、考えるとですね、

この増える介護料金というものを国で支払うようにだけ要望する、こういう発議という

のは私の考え方からすると間違っているだろうと。自らの収入からいくらかでもですね、

負担能力の伴う部分について支払っていくべきというふうに思っているところでありま

す。 

  それともう一点は、介護事業者が非常に多く国内に進出しておるわけですが、この人

不足の中でですね介護事業者が増えている現状というのは、非常に何ていう、経営的に

成り立たない状況の中で運営されている事業なわけです。これがもう少し介護事業者が

効率よく縮小して、まあ集合してやるようになると、この介護従事者の労働というもの

も効率的に運営なるというふうに私は考えるわけです。 

  そういうことからですね、この介護事業者の運営そのものが間違っているというふう

に私は思います。ですから、そういうことを全部チャラにしてですね国が負担せという

ふうなこの意見書に対する発議っていうのは、私は議員としては町を背負っていく立場

の一人の立場としても反対せざるを得ないということであります。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） ほかに討論ないようですので、これで討論を終わります。 

  これより発議第５号を採決します。お諮りします。この採決は起立で行います。本案

に賛成の方の起立を求めます。 

          （賛成者起立） 

○議長（皆川鉄也君） 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

  関係機関に意見書を送付いたします。 

  日程第14、議会運営委員会の閉会中の所掌事項の調査についてを議題とします。 

  議会運営委員会委員長から、所掌事項のうち、八峰町議会会議規則第74条の規定によ

り、次期議会の会期日程等、議会の運営に関する事項等について、閉会中の継続調査の

申し出があります。 

  お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議あ
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りませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、委員長から申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

  日程第15、常任委員会の閉会中の所管事項の調査についてを議題とします。 

  各常任委員長から、八峰町議会委員会条例第２条に規定する所管事項について、八峰

町議会会議規則第74条の規定により、閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご

異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、各常任委員長から申し出のと

おり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

  これで本日の日程は全部終了しました。 

  会議を閉じます。 

  これをもって令和７年３月八峰町議会定例会を閉会します。 

  お疲れ様でございました。 
 
 

          午前１０時４８分 閉  会 
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